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議 事 日 程 第 3 号  

 

平成 27年 9月 15日 9時00分 開議 

 

 

 

日程第 1 陳情第5号及び陳情第７号 

     （委員長報告・委員長報告に対する質疑・討論・採決） 

 

 

日程第 2 一般質問 
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議 事 の 経 過 

平成 27年 9月 15日 

午前 9時00分 開会 

 

議長（矢野昭三君） 

皆さん、おはようございます。 

これから本日の会議を開きます。 

これより日程に従い会議を進めますので、よろしくお願い致します。 

諸般の報告をします。 

初めに遅刻者の報告を致します。 

森治史君から遅刻の届け出が提出されましたので報告致します。 

これで諸般の報告を終わります。 

日程第 1、陳情第5号および第 7号を一括議題とします。 

なお、陳情第 2号から第 4号まで、および第 6号は継続審査となりましたので、議題としないことを報告し

ます。 

これより委員長報告を行います。 

初めに、陳情第 5号、国の教育予算を増やして「高校無償化」を復活し、給付制奨学金の確立をもとめる陳

情書についての委員長報告を行います。 

総務教育常任委員長、山﨑正男君。 

総務教育常任委員長（山﨑正男君） 

私の方では、総務教育常任委員会に先日付託されました案件につきまして、陳情 4号、5号、6号。これにつ

きまして報告致します。 

4 号については、「先生のいない教室」・教職員不足を解消するために、臨時教職員・正教職員確保のための

一層の施策充实を求める陳情書でありますが、この件についてはもっと内容について吟味する必要があります

ので、継続審査と致します。 

続きまして、陳情第 5号、国の教育予算を増やして「高校無償化」を復活し、給付制奨学金の確立をもとめ

る陳情書でございます。 

本案は不採択ということになっております。 

本案については、国の教育無償化が既に 910万円という所帯を区分にしてやっておられます。そして、給付

奨学金につきましては非課税の方の支援をするものでありまして、現状の区分が大事であろうということで、

皆さんの総意で不採択ということになりました。 

陳情第 6号、外国人の扶養控除制度の見直しを求める意見書の採択を求める陳情でございます。 

これは、外国人を扶養に持っておる日本国籍の外国人は、扶養控除の数が多過ぎて所得税の掛からない状況

がございます。この問題についてはもう尐し中身と实態を把握する必要がありますので、これも継続審査と致

しました。 

以上でございます。 

議長（矢野昭三君） 

これで総務教育常任委員長の報告を終わります。 

これから総務教育常任委員長の報告に対する質疑を行います。 
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委員長の報告に対する質疑はありませんか。 

（なしの声あり） 

質疑なしと認めます。 

これで総務教育常任委員長に対する質疑を終わります。 

次に、陳情第 7号、「公開討論会」開催について愛媛県知事に「意見書」送付を求める陳情についての委員長

報告を行います。 

産業建設厚生常任委員長、池内弘道君。 

産業建設厚生常任委員長（池内弘道君） 

おはようございます。 

それでは、産業建設厚生常任委員会に付託されました請願、陳情の審査結果を報告致します。 

本委員会に付託されました請願は、「公開討論会」開催について愛媛県知事に「意見書」送付を求めるという

内容です。 

審査日時は、平成27年9月 11日午前 9時から 10時10分の間、委員 6名出席の下で審査を行いました。 

この件につきましては、伊方発電所の再稼働に関わる問題ですので議決を求めるものではありませんが、広

く住民に周知をすることや、住民の意思、またいろいろな方の意見を聞いて、討論会を開催し、そういうふう

な形でまとめられた原発問題について判断していただきたいという趣旨の内容ですので、広く意見を聞くとい

うことで、委員からは、討論会ならば開いても開催することが当然ではないかという意見が出ましたので、本

委員会では採択という結果になりました。 

以上です。 

議長（矢野昭三君） 

これで産業建設厚生常任委員長の報告を終わります。 

これから産業建設厚生常任委員長の報告に対する質疑を行います。 

委員長の報告に対する質疑はありませんか。 

（なしの声あり） 

質疑なしと認めます。 

これで産業建設厚生常任委員長に対する質疑を終わります。 

これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

初めに、陳情第 5号、国の教育予算を増やして「高校無償化」を復活し、給付制奨学金の確立をもとめる陳

情書についての討論を行います。 

初めに、賛成討論はありませんか。 

（なしの声あり） 

次に、反対討論はありませんか。 

（なしの声あり） 

討論なしと認めます。 

これで陳情第 5号の討論を終わります。 

次に、陳情第7号、「公開討論会」開催について愛媛県知事に「意見書」送付を求める陳情についての討論を

行います。 

初めに、反対討論ありませんか。 
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（なしの声あり） 

次に、賛成討論ありませんか。 

（なしの声あり） 

討論なしと認めます。 

これで陳情第 7号の討論を終わります。 

これで討論を終わります。 

これから採決を行います。 

念のため申し上げます。この採決は賛成の方の挙手を求め、挙手されない方については反対と見なしますの

で、ご了承願います。 

初めに、陳情第 5号、国の教育予算を増やして「高校無償化」を復活し、給付制奨学金の確立をもとめる陳

情書についてを採決します。 

本案に対する委員長の報告は不採択です。 

この採決は委員長の報告の不採択に賛成を求めるものではありません。 

本案は原案について採択することに賛成の方の挙手を求めるものであります。 

よろしいですね。 

それでは、陳情第 5号を採択することに賛成の方は挙手を願います。 

挙手尐数です。 

よって、陳情第 5号は採択しないことに決定しました。 

次に、陳情第 7号、「公開討論会」開催について愛媛県知事に「意見書」送付を求める陳情についてを採決し

ます。 

本案に対する委員長の報告は採択です。 

本案は委員長の報告のとおり採択することに賛成の方は挙手願います。 

挙手多数です。 

従って、陳情第 7号は、委員長の報告のとおり採択することに決定しました。 

これで採決を終わります。 

日程第 2、一般質問を行います。 

順次発言を許します。 

質問者、澳本哲也君。 

5番（澳本哲也君） 

おはようございます。 

早速ですが一般質問通告に基づいて、僕から 3点ほど質問させていただきます。よろしくお願いします。 

まず第一つです。大方と横浜にですね、町民館 2つございます。その業務について質問をさせていただきま

す。 

2001年度より町民館白書が作成されておりません。部落の实態をですね、調査することは一番の業務だと僕

たちは考えております。早急に作成をしていただきたいということでございます。 

その白書がこの2001年度版、これでですね、今、終了しておりますけれども、まず初めに課長にですね、今

のこの白書の实態をですね、よろしくお願いします。 

議長（矢野昭三君） 

住民課長。 



 68 

住民課長（藤本浩之君） 

それでは澳本哲也議員の 1、大方、佐賀町民館の業務についての 1、2001 年度より町民館白書が作成されて

いないがどうしてか。部落の实態を調査することが一番の業務ではないか。早急に作成をお願いしたい。のご

質問にお答え致します。 

まず、町民館白書が作成されてきました経緯をお答えします。 

町民館白書は、同和行政の第一線機関として取り組んでいる町民館が中心となって同和対策事業の实施状況

や、地域の皆さんの生活实態および行政課題を整理して収録され、大方、佐賀両町民館では不定期ではありま

すが、2年から10年の間隔で作成をしてきました。しかし、2002年 3月31日をもって地域改善対策特定事業

にかかる国の財政上の特別措置に関する法律、いわゆる地対財特法が失効したことに伴い、同和地区だけを抜

き出した白書を作成せず、一般施策を活用して同和地区の行政課題を把握することとしているため、合併前の

旧佐賀町と旧大方町の時代から今日まで、町民館白書の作成はされていません。 

従いまして、今後も町民館白書を作成する予定はございません。 

以上でございます。 

議長（矢野昭三君） 

澳本君。 

5番（澳本哲也君） 

予定はないということですけども、町条例の中でですね、町民館の設置条例があります。その中で、同和問

題をはじめとする人権問題の解決のために各種事業と総合的に行うという文言があります。そういった面から

ですね、今の部落の实態を一番先に知っておくべきが町民館ではないかと思います。 

フィールドワーク等でもですね、小学校、中学校が各町民館に行って部落内を視察するというようなフィー

ルドワークもやっておるがですけども、そういった中でですね、きちっとした数字が分からない。 

僕がですね、住宅は何軒ありますかと聞いたときに、すぐ答えられないというような状態であります。だか

らですね、そういった数字的なものをまず把握するがが必要じゃないかなと思うがですけども。 

課長、どうですか。 

議長（矢野昭三君） 

住民課長。 

住民課長（藤本浩之君） 

それでは澳本議員の、部落の生活实態を把握する必要があるのではないかということにつきまして、お答え

致します。 

議員のおっしゃるように、地域のニーズを反映した事業を实施するためには、地域の生活实態を把握する必

要があると思います。そのことに関しまして、2002年 8月 29日付で都道府県知事あてに出されました厚生労

働省社会援護局局長通知におきまして、隣保館の運営に当たっては、地域のニーズを反映した事業に積極的に

取り組むことにより、隣保館への住民の期待に応えることが肝要である、と助言がされております。 

また、同じく局長通知では、隣保館の今日的役割として、地域における生活上の課題の解決に向けた地域福

祉の推進や、人権課題の解決のために各種事業を实施する、と助言をされております。 

従いまして、町民館は、同和地区とその周辺地域の生活上の課題解決に向けた地域福祉推進のための拠点施

設であり、そのためには、地域の生活实態と課題を随時把握する必要があると思います。 

以上でございます。 

議長（矢野昭三君） 
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澳本君。 

5番（澳本哲也君） 

ありがとうございます。やっぱりやってくれるなということは期待をしております。 

一つ聞きたいことがあるがです。町民館の運営方針の中にですね、事業計画と長期的展望の下に毎年度策定

しているということですけども。この長期的展望の下に毎年度策定しているという言葉が、ちょっと僕分から

なかったがですが、これはどういう意味でしょうか。 

議長（矢野昭三君） 

住民課長。 

住民課長（藤本浩之君） 

澳本議員の、毎年度計画をどのように把握しておるかということについてお答え致します。 

地域の生活实態のデータにつきましては、5年とか 10年とかというような長期の部分も必要ではございます

が、あまりにも正確なデータではないと思いますので、人口とか世帯とか年齢構成、所得などの基礎的なデー

タにつきましては、毎年随時把握する必要があると思います。例えば、相談事業とかデイサービス事業を通じ

まして、黒潮町行政機関の各部門と連携を図りながら、また、町内の関係機関と連携を図りながら、ご協力い

ただきながら、地域住民の健康をはじめ生活实態を随時把握していかなければいけないというふうに思ってお

ります。そのデータを毎年開催致します町民館運営審議会においてですね、提起をして、そして運営委員の皆

さまにご協議をいただいて、そして地域の住民のニーズを反映した事業を毎年積み上げていきたいというふう

に考えています。 

以上でございます。 

議長（矢野昭三君） 

澳本君。 

5番（澳本哲也君） 

ありがとうございます。 

とにかくですね、基本事業の中に社会調査及び研究事業という言葉があります。町民館へ来る人だけじゃな

くてですね、町民館職員ですね、部落内、また周辺地域をですね、くまなく歩いて、その地域の人々の声をし

っかり聞いてほしいと思います。よろしくお願いします。 

2点目にいきます。6月議会でも僕、質問したと思いますけども、公営改良住宅の高台移転についてお尋ねを

致します。 

6 月議会で、中長期的にですね、高台移転という回答がいただけました。これはですね、中長期的でなしに

早急にですね、取り組んでもらいたいという、そういう思いです。県の強靭化計画の中にでもですね、早急に

制度の作成、そして町も住宅問題に関しては条例を作成すべきではないかということですけども、課長、どう

思われますか。 

よろしくお願いします。 

議長（矢野昭三君） 

まちづくり課長。 

まちづくり課長（森田貞男君） 

おはようございます。 

それでは通告書に基づきまして、澳本議員の 2番、公営改良住宅の高台移転についてのご質問にお答えを致

します。 
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6 月定例議会におきまして、議員より公営改良住宅の耐震化と改築についてのご質問の際、高台移転等につ

きましては、第 3次黒潮町南海トラフ地震津波防災計画の基本的な考え方でお示しをしていますとおり、中長

期計画としまして、安全な住宅地の形成について、特に町営住宅につきましては耐震基準を満たさない施設も

多くありまして、特に建築年の古い町営住宅。万行第一団地、第二団地につきましては、役場本庁舎が移りま

すスケン谷地区への建て替えに向け、基本計画を作成をし、早期に高台を目指しますとお答えをしたところで

ございます。 

現在、新庁舎建設事業や防災対策事業、および社会基盤の整備等、大変厳しい財政運営状況になっています

が、公営改良住宅の現状についても十分承知をしていますので、今後も早期に高台移転等への取り組みができ

ますよう努めてまいりたいと存じます。 

また、県の強靭化計画の中で早急に制度の作成や、町も住宅問題に関しての条例の作成をすべきではないか

とのご質問もございましたので、お答えを致します。 

平成 25年 12月11日に、強くしなやかな国民生活の实現を図るための防災・減災等に役立てる国土強靭化基

本法が制定、公布をされました。大規模自然災害等に備えた国土の全域にわたる強靭な国づくりに向けて、国

土強靭化に関する施策を総合的、かつ計画的に推進することが定められました。 

高知県強靭化計画につきましては、南海トラフ地震をはじめとします大規模自然災害が発生しても、県民の

命を守り、県土、経済社会の迅速な復旧を遂げるため、これまでの取り組みを着实に推進するとともに、強靭

化に関する他の計画の指針となるものとして策定をされたものでございます。 

計画の中で、高知県を強靭化するために、耐震性の低い住宅や事業所等が倒壊することを回避するための推

進方針も示され、県単独では対応が困難で、国全体の取り組みが必要な施策としまして、地方が取り組みを進

めるための制度の創設、拡充の中に、集落の被災前の高台移転は非常に効果の高い施策でありますが、市町村

の財政負担が大きいため、被災前の移転に使いやすい制度とする必要があると記載をされています。 

本町としましても、今後、国、県に対しまして高台移転への財政支援制度の拡充につきまして強く要望をし

てまいりたいと存じます。 

なお、住宅問題に関しましての条例作成につきましては、今後の取り組み状況により事務検討をしてまいり

たいと考えております。 

議長（矢野昭三君） 

澳本君。 

5番（澳本哲也君） 

はい、ありがとうございます。国、県に対して強く要望していくということですけども。 

この県の強靭化計画の中でですね、確か 7月か、8月。8月入ってなかったと思うがですけども、パブリック

コメントを出せという、出してくれというような県のホームページがございました。その中で僕もですね、こ

の住宅問題に対してパブリックコメントを出しましたけれども。 

町はですね、このパブリックコメントをきっちり出してくれているんでしょうか、どうでしょう。 

議長（矢野昭三君） 

情報防災課長。 

情報防災課長（松本敏郎君） 

では、今の澳本議員のパブリックコメントについて情報防災課の方で対応しましたので、私の方で回答をさ

せていただきたいと思います。 

その期間、パブリックコメントの期間がございまして、県の方には情報防災課からその旨の要望書、住宅に
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ついてですね、要望書を出しております。 

以上でございます。 

議長（矢野昭三君） 

澳本君。 

5番（澳本哲也君） 

はい、ありがとうございます。 

その内容をですね、あれやったら一度コピーでもしてですね、ちょっとくれたらなと思うがですけども。よ

ろしくお願いします。 

それで、一番大事なのは、今住宅に住んでいる人たちでございます。改良住宅はもう耐震工事もできないと

いう現实でですね、それを本当に住宅の住んでいる人は知っているのかということが一番大事ながじゃないか

なと思うがですけども。 

そういったその説明を、これから住民にきちっと説明をする機会があるがかないがかということですけども、

どうでしょう。 

議長（矢野昭三君） 

まちづくり課長。 

まちづくり課長（森田貞男君） 

それでは澳本議員のご質問にお答えを致します。 

先ほども答弁しましたように、万行第一、第二団地につきましては、昨年度来そういう説明もし、基本計画

の方も進めてまいりました。 

その他の住宅につきましても、長期的に今後建て替え、高台移転等も含めたご説明も必要かと考えておりま

すので、また準備をしてまいりたいと考えております。 

議長（矢野昭三君） 

澳本君。 

5番（澳本哲也君） 

ありがとうございます。早急にですね、そういった説明会を開催してほしいと思います。 

ほんで、まあ何言うてもいつ来るか分からない南海トラフの大地震。これにですね、一人でも多くの人が命

を捨てることのないような取り組みを、町にですね、よろしく頼みたいと思います。よろしくお願いします。 

3問目にいきます。町内の狭い道路問題についてです。 

町内には緊急車両すらですね、入ることのできない地域が、皆さま知ってるとおりたくさんあります。その

対処法をこれからどうするのか、ということですけれども。 

現在のその狭い道路ではですね、救急車等も入っていけません。救急車もですね、だんだんだんだん大型化

していって、本当にこの道は入れるがかなあというような道がたくさんあります。黒潮町独自で、この救急車

両の小型を購入したらどうかということですけども。 

特にですね、僕は思ったがですけども、上川口の郷なんかは部落一周もできないような道なんです。そこら

へんの、もうほんとに普通車が通るも、僕も 1回がりっと擦りましたけども、本当にそれぐらい狭い道ながで

す。 

そういった取り組みをですね、その救急車両小型化ということですけども、導入する予定はあるかないかと

いうようながはどうでしょう。 

議長（矢野昭三君） 
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まちづくり課長。 

まちづくり課長（森田貞男君） 

それでは通告書に基づきまして、澳本議員の 3 番、町内の狭い道路問題についてのカッコ 1、町内には緊急

車両すら入ることができない地域があるが、その対処法についてのご質問にお答えを致します。 

議員ご質問のとおり、町内には道路幅員が狭い町道等が数多くございます。対処法としましては、現在、町

道の整備につきましては、日常生活の利便性の向上や南海トラフ地震に備え、国土交通省の補助事業でござい

ます、社会資本整備総合交付金事業や都市防災総合推進事業等を活用しまして、安全、安心な道路整備に努め

ているところでございます。 

事業につきましては、国土交通省より認可をいただいております社会資本総合整備計画に基づき实施をされ

ておりまして、平成 30年度までの事業個所につきましては計画済みとなっております。 

しかし、毎年、町内各地区より生活道路の整備について要望も多く、町としましては地域整備工事や道路維

持工事等により側溝の改修や、地権者のご協力によりブロック塀の取り除き、および道路のすみ切り等にて、

尐しでも道路幅員の確保に努めているところでございます。 

なお、小型の緊急車両の導入につきましては、情報防災課の方よりお答えを致します。 

議長（矢野昭三君） 

情報防災課長。 

情報防災課長（松本敏郎君） 

それでは澳本議員の、狭い道路問題に関連した救急車の小型化についてのご質問にお答えしたいと思います。 

疾病者を病院まで搬送する間に、救急救命士による救急救命処置を行うことで大切な命が救われる確率が高

くなっておることから、現在の救急車両は高度救命資材を積載しなければならないために、大型化されておる

のが实態でございます。黒潮消防署においても救急車両が配備されており、救急車両内での救急救命処置を行

っているところでございます。狭い道への侵入を可能とするためには、現在の救急車両を小型救急車両へと変

更するためには、救急車両の規格を軽自動車レベルにしなければなりません。軽自動車レベルの小型救急車に

すれば、機動性は高くなり狭隘（きょうあい）な道路が続く現場への到着時間の短縮は見込めますが、高度救

命装置の積載ができなくなることや、搬送時の振動の増加や安定性の犠牲により、国道等では逆により時間を

費やすことなどから、車両を小型化することは、時間短縮の有利性よりも、その他の不利性の方が勝ることに

なります。 

また、小型救急車を追加することも考えられますけれど、通報時には疾病者の状態が完全に把握できないこ

とから、現場へ小型車だけで行くという判断にはなり難く、2台の出動が想定され、疾病者の状態によっては、

病院までの搬送については小型車から対象者を乗せ替えなければなりません。その際には 2台に救急隊員が乗

車していくことになるため、現在の黒潮消防署の体制では、人員的にも対応が困難になります。 

以上のような情況によって、現状では小型車の導入よりも、通常の救急車により現場近くへできるだけ進入

し、その後は、ストレッチャー等による搬送する方法が適していると考えております。 

しかしながら、議員ご指摘のとおり、黒潮町においては救急車両が家屋の家まで入れない個所があるのは大

きな課題であり、その改修に向け、何がより適しているか検討していく必要が今後あると思います。 

以上でございます。 

議長（矢野昭三君） 

澳本君。 

5番（澳本哲也君） 
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まあ、人員的にもなかなか無理だということですけども。 

調べてみますと、その小型の救急車、結構、今導入はされております。特にですね、東日本大震災の後から

ですね、ほんとにこの希望者いうか患者のためにですね、モニターや超音波のエコーなども載せることができ

る、今、高度な軽四の救急車があります。实際高知県内も、南国市や土佐市でもこの軽の救急車を導入してお

りますけども。ほんとにこれ黒潮町の消防できないのか、ちょっと不安ながですけれども。ほんとにできんが

でしょうか。 

ストレッチャーをですね、途中まで持っていって、そこまで患者を運び、そしてまた救急車までストレッチ

ャーを押していくというということは、経験者からちょっと聞いたがですけども、すごい振動でですね、かえ

って気分も悪なる。それもそれで、ちょっと課題じゃないかなと思うがですけども。 

課長、どうでしょう。 

議長（矢野昭三君） 

情報防災課長。 

情報防災課長（松本敏郎君） 

では、澳本議員の再質問にお答えしたいと思います。 

今おっしゃられましたように、県内でも今おっしゃられた南国市と土佐市で、小型の車が配置されているこ

とは存じております。その評判というか状況について、黒潮消防署の方からのご意見もいただいておりますけ

れど、現在、署の職員の方と情報交換する中ではですね、今、黒潮町の中で小型化を搬入するのについては、

機が熟してない状況が正直なところでございます。 

以上でございます。 

議長（矢野昭三君） 

澳本君。 

5番（澳本哲也君） 

そういうことですけども、ぜひともですね、ほんとに住民は普段のこの救急車。普段からの生活。もしも自

分に何かあったらどうするがやろかという不安はすっごいあるがです。そういった中でですね、ほんとに課題

をですね、きちっと検討してもらってですね、これからの取り組みにしていってほしいと思います。 

そして、一番大事なのは道を広げるということですけども。さっきから上川口の郷のことを結構僕出しよう

がですけども、昔はなかなか地権者との話し合いもなかなかうまくいってなかったようですけども、最近にな

ってやっと地権者も前向きに考えてくれているということですけれども。 

もし、地権者と合意なさればですね、早急にちょっとでも道を広げてくれるというようなことはできますか

ね、課長。 

議長（矢野昭三君） 

まちづくり課長。 

まちづくり課長（森田貞男君） 

それでは、澳本議員のご質問にお答え致します。 

上川口の郷の例を出してご質問をいただきました。以前、私どももそこの地区で計画をしたこともございま

した。議員ご質問のとおり、若干その用地の問題もございまして、計画ができなかったという経過もございま

した。 

ご存じのとおり道路の改良の拡幅につきましては、当然のごとく用地の提供、また、あるいは狭いとこへ行

きますと家屋の移転等が非常にございます。どうしても地区の方々のご支援、ご協力がないと計画がなかなか
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入らないという实情もございますので、再度、上川口郷地区につきましても区長さんを中心にですね、その付

近も把握をさせていただきまして、すぐに計画というわけにはいかないかも分かりませんけど、先ほども社会

資本の整備計画の中でもご説明しましたとおり、まだまだ数多くの路線がございますので、そういうところで

まあ長期的にはですね、また計画もしていきたいと考えております。 

議長（矢野昭三君） 

澳本君。 

5番（澳本哲也君） 

ありがとうございます。 

それじゃあまあ、区長さんなんかとしっかりと部落内で話し合ってもらって、対応できることは対応してく

れるということでいいですかね。 

いいですかね、課長。 

議長（矢野昭三君） 

まちづくり課長。 

まちづくり課長（森田貞男君） 

澳本議員より再質問ございました。お答え致します。 

今年も、上川口郷につきましても地権者のご支援いただきまして、先ほど例に言いましたブロック塀の取り

除きで多尐広くしたりとか、側溝整備等により尐しでも改良しております。 

やはり、全般的な改良も当然必要と考えておりますので。先ほど来、救急車も入らないと。消防車も入りま

せんので、そういうところにつきましても積極的にですね、町内各地のとこも計画もしていきたいというふう

に考えています。 

議長（矢野昭三君） 

澳本君。 

5番（澳本哲也君） 

よろしくお願い致します。 

僕、相当時間が残りましたけども、その町民館のこともですね、しっかりと住民の声を聞いてもらってです

ね、反映させていただきたいと思います。そして、やっぱり一番のその町民館の事業ですけども、やっぱり差

別の現实からしっかり学ぶということが基本だと思うので、職員の方たちもちょっと気を引き締めてやっても

らいたいと思います。 

で、公営住宅の件も、県や国に強く要望していくということですので、期待をして待っていますので、よろ

しくお願いします。 

ちょっと時間が相当余りましたけれども、僕の質問を終わりたいと思います。 

どうもありがとうございました。 

議長（矢野昭三君） 

これで、澳本哲也君の一般質問を終わります。 

この際、9時 50分まで休憩します。 

休 憩  9時 39分 

再 開  9時 50分 

議長（矢野昭三君） 

それでは、次の質問者、藤本岩義君。 
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3番（藤本岩義君） 

議長の許しを得ましたので、ただ今から質問致します。 

まず、第1問目の地域医療についてでございます。 

佐賀診療所については 3月議会の質問以来、住民の関心も高く、真崎先生に一日でも長くお世話になりたい

というお話を至る所でお伺いします。住民の中には正確な情報が入らず、いろいろな話がされておるようです。

町長、副町長は積極的に対応されていると思いますが、差し障りのない範囲内で住民の皆さまに現状の報告が

できないでしょうか。 

前議会での町長答弁の変更等はないでしょうか。 

議長（矢野昭三君） 

地域住民課長。 

地域住民課長（村越豊年君） 

それでは通告に基づきまして、藤本議員ご質問の地域医療についての 1、佐賀診療所の状況について私から

お答えを致します。 

これまでにもご答弁させていただきましたように、地域にある診療所の存続に対する住民の方々のご心配、

それから不安なお気持ちにつきましては重々受け止めているところでございます。黒潮町と致しましても町内

の診療所の運営存続につきましては最重要課題として位置付け、町長、副町長をはじめ、各課長等においても

情報を共有しながら、あらゆる場面において医師確保等の支援をお願いしてきているところでございます。 

現在、開業していただいております佐賀診療所につきましても、住民の方々のお気持ちを十分にご理解をい

ただき、何とか運営を継続していただいておりますが、これまでの状況と特段の変化はないというふうに考え

ております。 

しかしながら、年度末を迎えるまでに何らかの方策を考えていかなければならないというふうにも考えてお

りますので、関係機関等への協力要請等に今全力を尽くしているところでございます。 

この状況をどうかご理解いただきたいと思います。 

議長（矢野昭三君） 

藤本君。 

3番（藤本岩義君） 

努力していただいてることは十分分かります。 

そして、先生の方もご協力を願ってですね、従前言いよったよりも尐し延びたという話を前回、町長の方に

お伺いしました。 

ぜひですね、何とかほんとはとどまってほしいわけですけども、どうしても駄目な場合は、今課長がおっし

ゃられましたように、早急な対策も必要になってきます。住民の方にはしばらくの間大丈夫だということのよ

うですので、尐しは安心できるかと思います。 

町の方もですね、その間隔が空かないような対策も今後必要になってきますので、ぜひその付近を注意しな

がら、住民の方も見ゆうと思いますので、できるだけ情報は構わない範囲で町民の方に出していただけるもの

は出していただくということでよろしくお願いしたいと思います。 

続いて 2番目になりますが、拳ノ川診療所には 8月1日付で新たに松村先生が着任され、地域住民は一安心

というところです。ほんとに町長以下、副町長、課長、ご苦労さまでございました。その分では非常に住民の

方は安心をし、生活の質が尐しでも上がってきたのではないかなと思っております。 

しかし、先生が着任した日付あたりでですね、先生がいないということで、事務長といいますか、そこの診
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療所の責任者の方が兼務辞令のままでそのままになっております。 

やはり診療所を今後もですね、町の行政とスムーズに連携を基に地域医療も進めていく中で、やっぱりそこ

の先生とのコミュニケーションも図りながらやっていくためには、事務長が保健センターとの兼務ではなかな

か難しいと思います。従前はそういうことはなかったと思っておりますので、その付近はどうなっておるんで

しょうか。 

また、先生は車の運転がされないと伺っております。地域には車の運転もされない高齢者も多くおられます

し、また免許証を持っておってもですね、もう高齢になったために返納してくださいとか言われですね、なか

なかこの交通の不便な地域にとっては非常に大変な状態が起こっております。バス等も利用しながら通ってお

られる方もおると思いますが、平日といいますか、日中はそれで結構ですし、往診も勤務時間には職員がおり

ますし、診療所の職員がおらなければ保健センターの方にもすぐ近くにおりますし、そういう方たちが往診の

対応はできると思います。 

せんだってある地域へ行ったときに、往診をしてもらうにも先生運転せんいうので困ったという話を聞いた

こともあります。それで従前はですね、疋田先生も免許というか車の運転をされませんでした。夜間ですね、

あこの拳ノ川診療所から成又いう所がありますが、そこまでですね、ごとごと歩いて、かばんを持って歩いて、

先生行ったことがございます。そんなことも何回かありまして、夜間の対応するために町内から運転手の方を

委託したりして対応したこともあります。 

その後はまあ、先生は運転免許を取られましたので、そういうことなくなりましたけども。それでも、急な

ときとか、勤務外とかいうときの往診については時間外の運転研修契約をしておりました。その前もですね、

旧拳ノ川診療所のときもですね、先生の住宅の近くの方を委託をして運転手としてやっておりましたし、その

方が亡くなられた後もですね、また 1名専属の運転手ということで、その当時は特に車もない時期でございま

したので、ずっとそういう形で対応してきておりますが、その付近の緊急。勤務時間外の緊急であれば救急車

で行ったらええじゃいかと言われるかも分からんですが、地域住民はやはりホームドクターである拳ノ川の診

療所をやっぱり頼りにしてます。そうしたときの対応が、今後もその患者数とか、いろいろ経営の上でもです

ね、いろいろ影響があるかと思います。 

そういうときの対応のために、事務長とか、それから緊急時の時間外の運転手等、何名かこう委託するとい

う方向は見いだせないものかなあと思っておりますが、いかがでございましょうか。 

議長（矢野昭三君） 

地域住民課長。 

地域住民課長（村越豊年君） 

それでは、藤本議員ご質問の 2の、拳ノ川診療所の状況と緊急時の往診等の対策はされているのかについて

お答え致します。 

拳ノ川診療所におきましては、8 月から新たな常勤の医師として松村医師を迎えることができました。医師

のご略歴等につきましては、町長の行政報告でも述べられておりますので割愛させていただきますけれども、

何とか常勤医師の不在が解消されて、地域住民の方々の安心につながる診療所の運営ができるのではないかと

いうふうに考えております。 

また、議員のご質問にもございますけれども、事務方の体制。これにつきましては、年度途中の着任という

こともありまして十分な体制ではないというふうなことは否めないというふうに思います。このことは十分認

識しておりますけれども、現時点におきましては現状で何とか工夫をしながら対応してまいりたいというふう

に考えているところでございます。 
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それから、通常の往診等につきましては、これまで同様に対応しております。けれども、緊急対策としての

緊急時、それから夜間等につきましては、やはりすべての対応が可能な救急病院への搬送等が最善の方策では

ないかというふうに考えているところでございます。 

従いまして、夜間の診療および往診等につきましては、これまで同様に实施については考えてはおりません。

この現状についてご理解をいただきたいというふうに思います。 

以上で藤本議員へのご質問への答弁とさせていただきます。 

議長（矢野昭三君） 

藤本君。 

3番（藤本岩義君） 

事務長の関係は、まあ途中ですのでできないということですが。 

できるだけ早いうちにですね、今議会にもちょっと組織の関係が出ておってですね、いつその異動されるか

ちょっと分かりませんが、そういう機会を通じてですね、早いうちに対応をしていただきたいと思いますが、

それは副町長、可能ですかね。人事の方、持っておられると思いますが。 

それから、今ちょっと疑問に思いましたが、先ほどちらっと言いましたけども。確かに緊急というか、そう

いうときには救急車にお願いして、近くの救急病院に行くのが妥当かも分かりません。しかし、地域住民はで

すね、やはり先ほども言いましたようにホームドクターという考え方があるんですよ。地域の診療所でお世話

になっておる。で、診てもろうておる先生に診てもらいたいというのがございます。それをコンビニ受診とか

ですね、そういう考え方で、いつでも簡単に便利に使えるという考え方というのは、これは住民の方が改めな

いけませんけども。 

まあ、朝からちょっと具合が悪いので来てほしいいうときに、もしそれがすっと来れればですね、救急で行

ってもですね、けんみんとかそんなとこへ行けば、時間が結構かかるんですよ。あるいは空いてない、受け付

けてくれないという所があるがですね。そのためのそのときにはですね、やはり地域におられる先生にご苦労

願うかも分からんですけども、その先生にお世話になりたいと思っておる住民が結構おるんですよね。自由に、

自分のいつでもどこでもという考え方のようには、それは従前やっておったようにはいかないことは十分承知

はしております。 

しかし、基本的にはですね、後の方でも言いますが、地域医療をやっていく上にはどうしてもこの山間部と

いうか中山間の中ではですね、そういう考え方が必要ながですよ。すべてその急性期の病院へ連れていくとい

うのはですね、これはいかがなものかなと思います。せっかく地域におられるのですので、その体制ができる

ように。なければ結構なんですよ。ですが、そういったときにどんな状態にあるかも分からんです。その先生

に行っていただいたことによって、大事な一命が取りとめる場合も出てきます。そんなときに動けないという

状況をつくっておくべきじゃないがです。行く、行かんは、そのときの状態とか、救急でその先生の判断によ

って指示されて、救急呼びなさいとか言われたらそれはそうする場合があるでしょう。しかし、一時的にはや

っぱり相談を、一番普段日ごろから患者の状態、ずっと家族の状態に至るまで把握しておる拳ノ川診療所に頼

っていく。ホームドクターというのはそういうものなんです。 

やっぱり、そこを頼るのは住民の心情としては当たり前な話やと思います。それを救急車呼べではね、ちょ

っと問題があると思います。その指示については、そこの拳ノ川診療所の先生のやっぱり判断によってそうい

うこともあり得るかも分かりませんし、それは大いにあるとは思いますけども。ただ、すぐ往診すれば、助か

る所におるのに助からない。そのために、できなかったために助からないという話では、これはですね、やは

り公立の診療所としてはおかしいと思います。 
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対策としては、今言った、そんなに掛かるわけじゃなくて、そういう拳ノ川地域の方にですね、何名かに、

緊急時の1番、2番、3番とか、その人がいかざったら次の方というような方を委託契約しておいておれば行い

けますし、今、先ほども言いましたように、地域の住民の方は車の免許証らを返還というか、そういう形も進

んでやっておられる方もおるんですよね。こういう状況のときに、なおかつまた車を持たしちょかないかん、

家族の者が迎えに行かないかんと。迎えに行って間に合う場合には迎えに行くもんでしょう。しかし、車も先

ほど言うた夫婦とも、あるいは単身のときには、その単身の方だけで免許持っておった方も戻したとかいうこ

とも今から先、特にあるがですよね。 

特に、限界集落に近くなってきておりますので、65歳以上がもうたくさんながです。本当、拳ノ川診療所の

管轄は今 494世帯の 1,110人ですかね、8月末で。それぐらいの拳ノ川診療所の管轄する集落があるわけです

けども、本当、高齢化率は高くなってきておるんです。そうなれば、交通事故も多い日常になってくる。そう

いった場合には、高知新聞でもずっと認知症の関係も出ておりましたが、戻したくなくても家族の者が返さな

いかんとかですね、いろんな状態が起きておるんですよね。そうした場合に、やっぱり守れることが守れない

ではこれはいかんと思いますが。 

再度お伺いします。 

それぐらいのことはできると思いますが、どうしてもできませんか。 

議長（矢野昭三君） 

副町長。 

副町長（松田春喜君） 

失礼します。 

医務係長の配置につきまして、まずお答えをしたいというふうに思います。 

先生が着任をしまして、先生の医療方針等いろいろありますので、その計画をまずみんなで考えてというこ

とがまず一つと。そして、患者さんの数が急激に増加するということはまず考えられないと。 

今後、先生の医療体制等で患者さんが増加するとか、そういうことになればまた今の業務量等が増えること

もあろうかと思います。そういうときに、また兼務でなく専任ということを考えていきたいというふうに考え

ております。 

以上です。 

議長（矢野昭三君） 

地域住民課長。 

地域住民課長（村越豊年君） 

藤本議員の再質問にお答えをしたいと思います。 

先ほどご答弁させていただきましたケースにつきましては緊急時のケースということでお答え致しましたけ

れども、通常、現在も訪問診療とかそういった形で在宅の方々への診療という部分については続けております

し、対応しております。 

ただ、やはり緊急時というふうな部分での対応ですので、どうしても診療所につきましては最終の完結をす

る病院等ではございませんので、そういった部分の可能な救急病院等での対応が最も適切ではないかというふ

うな形で述べさせていただきました。 

通常の部分、先ほども申しましたように、訪問診療等につきましてはこれからも継続してやっていく計画で

ありますし、先生も対応していただいておりますので、その部分ご理解いただきたいというふうに思います。 

議長（矢野昭三君） 
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藤本君。 

3番（藤本岩義君） 

どうも納得がいきません。 

確かに本当緊急、もうね。それこそ、そういう大きな施設がないと、MRIやCTとかね、オペ室がないといか

んとかいうことであれば、それはもう当然の話ですよ。そのちょっと手前、境目ぐらいがあると思うんですね。 

それから、町長も前も言いました、あの CCRCというんですかね。今、国の方が地域で病院を出て、あまりに

も高知県は病院数も多いから、病院数を、ベッド数を半分とか 4分の 1とかにしてですね、地域に患者数を戻

して医療費も抑えていこう。あるいは、東京都とかそんな所におる方がですね、こちらに引っ越して生活を送

っていこうと。そのためにはですね、やっぱり。まあ、これがいくかいかんか、それは別として。 

そうしたときにですね、通常の往診とは言ってませんよ。通常の往診でしたら平日のときにやるんですけど

も、それ以外のときに、風邪ひいて、もう熱を急に日曜日の晩に出したとかいうときにですね、よう動かんぐ

らい熱があるとかいうときに、救急車で運ぶよりも拳ノ川診療所で対応できる部分があると思うんですよ。そ

うした場合に、運転をされない場合には運転手がなかったら困るわけなんですよ、今の状態として。そこを言

いようがです。歩いていけというんですか。前、疋田先生が歩いたように。それはちょっと考えてもらわない

かんなあとは思いますが。 

再度聞きます。 

議長（矢野昭三君） 

地域住民課長。 

地域住民課長（村越豊年君） 

お答えしたいと思います。 

藤本議員おっしゃられること十分理解しておりますけれども、現在の診療所の体制とかそういった部分につ

いて、实際、新たな運転する運転従事者等の調達とかそういった部分につきましても、まだ現在検討を進めて

もおりませんし、その部分につきましてはこれからの検討課題というふうな部分になろうかと思います。 

現時点におきましては、その藤本議員がおっしゃられるような対応については厳しいと。厳しい状況にある

ということをご理解いただきたいと思います。 

議長（矢野昭三君） 

藤本君。 

3番（藤本岩義君） 

町長、聞きますが、ほんとに地域医療を進めていく考えあるんでしょうかね。 

そういう地域の实態があるときに、使わざったら使わざったで金も要るわけでもないし、何も要らんがです

よ。そういう、その往診をしてもらいたいときにできない状況があるときに、それをカバーする意味で地域の

方何人かをですね、嘱託というか、形で、必要なとき動いてもらう。多尐経費は、その時間外とか夜間とか日

曜日ですので高くなるかも分からんですけど、それはめったにあることじゃないがですよね。それを、そのせ

っかくある所に。拳ノ川診療所、公立ですのでね。特に、そこの所にそういう地域の实態があるときにですね。

近くの病院いうたら、くぼかわ病院ですか。そこもしょっちゅう救急で受け付けいうわけじゃなくて、いろい

ろ、けんみん行ったりいろいろな形でするわけですけども。そういう中山間でやっぱり生活しておる方たちの

思いを考えたときに、それぐらいの手だてできませんか。 

特に、その経費が極端に要るわけでも何でもないがですよ。民間じゃったらそんなことは言えませんが、公

立ですので職員全部公務員です。その付近は対応できませんかね。 
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議長（矢野昭三君） 

町長。 

町長（大西勝也君） 

まず、緊急対応についてですけれども。 

通常の開設時間帯であれば運転免許所持者が複数おりますので、何も問題もないかなと思います。 

それから、夜間とか閉診時間帯ですね。こちらの対応につきましては先生の対応方針もございますので、そ

ちを最大限尊重させていただきながら、尐し時間をかけて地域とも信頼関係を築かないかんでしょうし、先生

と自分たちの擦り合わせも必要だと思いますけれども、もう尐し時間をいただければと思います。 

それで、具体的にご提案をいただいておりました、その運転免許保持者の方の地域での登録といいますか、

そういったことは今後運営方針が確定してから一つの手法として検討させていただくと、こういうことになろ

うかと思います。 

議長（矢野昭三君） 

藤本君。 

3番（藤本岩義君） 

8月 1日から開院したばかりでまだひと月ですので、いろんな形の協議は必要やと思います。 

そのために事務長も置いてですね、窓口置いて、町の町長、副町長らと連携できるような、そこに責任者も

置いてですね。連携しながら今後の方針も決めていただいたらと思います。ぜひ検討していただいて、そうい

う住民の方らも、運転できないいうことを知った住民の方たちからですね、不安がってますので。それも安心

を与えるための一つの手法なんです。それは十分頭にはめていただいて、今後対応をお願いします。 

続いて、黒潮町としての今後の医師対策を、地域医療を含めどんなに考えちゅうかということですが。 

近年のへき地における医師確保対策は非常に難しいと思っております。今回の拳ノ川診療所の医師確保も執

行部においては大変ご苦労さまでした。ほんとに努力に感謝を、一住民として感謝をしております。今まで旧

佐賀町内の診療所も医師確保には歴代の町長が非常に苦労があったと思いますが、不在の期間といいますか、

引き継ぎの期間といいますか、その期間がほとんどなく継続されてきました。そんなこともあって、黒潮町に

なっても医師対策は尐し安心をされておった面もあるんではないかなと思います。 

8 月の臨時議会終了後、医師確保は比較的スムーズに行われている四万十町大正診療所に同僚議員とお伺い

を致しました。实情をお伺いしました。四万十町は合併前に旧十和村が加入していた高知県へき地医療協議会、

11市町村に引き続き加入をしておりまして、自治医科大、高知大学、あるいは県外の大学と高知県との連携で

医師確保対策がなされております。また、県人会等の会議には医師のネットワークづくりに専念されておると

いうこともお伺いしております。 

課長にもその医師とのコミュニケーションを取るための経費もきちっと予算化もされておるようですが、高

知県へき地医療協議会には新規加入はできないと伺っております。黒潮町はその点不利だと思いますが、先の

議会答弁にもあった医師情報ネットワークは当然できると思いますが、それが充实されれば今後は尐しは安心

できますので、現状はどのようになっておりますでしょうか。 

また、今後の対策のためにですね、四万十町などがその医師対策のために協議会に払っておる、負担してお

る金額 200万余りの経費を医師対策費として組んでいただいて、予算化して、それぞれずっとそのコミュニケ

ーションづくりとかネットワークづくりに対応していくという考えはないでしょうか。 

もう一つは、一番大事なのは、現在おられる町内の医師。公立、民間を問わず、歯科医師も含めてですね、

その付近のコミュニケーションは重要と考えてます。それも先ほど言った経費を利用しながらですね、コミュ
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ニケーションづくりというのをつくっていただいたら、非常に今回のような緊急の場合にも役立つことはある

と思います。 

また、地域医療はですね、どのように進めていくんでしょう。 

6月議会でも言いましたように、地域医療とは保健予防、疾病治療、まあ直接病院で治療するがですけども。

あと、退院した後の後療法、更正医療などを地域住民に社会的に適応し、实践することと定義されております

が、今議会で審査をしておりました 26年度国保決算では 2億 1,000万もの赤字、医療費の高騰のために赤字に

なっておりますが。 

その高騰を防ぐためにもますます訪問看護等を含め、保健、医療、福祉の合体、連携が必要な時期と思いま

すが、いかがでしょうか。 

議長（矢野昭三君） 

地域住民課長。 

地域住民課長（村越豊年君） 

それでは藤本議員ご質問の 3番目、黒潮町として今後の医師対策は地域医療も含めどのように考えているか

についてお答えしたいと思います。 

黒潮町には現在 4つの診療所、クリニックしかなく、入院できる病院等はございません。このため、地域医

療の推進のためには医師の確保が不可欠であり、今後もその医師確保に向けた取り組みを進めたいというふう

に考えているところでございます。また、これまで医師確保を前面に取り組んでまいりましたけれども、現時

点においてはあらゆる可能性を考慮しながら地域医療の推進を図るために取り組んでいることをご理解いただ

きたいと考えております。 

それから、医師確保、医師対策という部分につきまして現在町として考えておりますのは、これまでもご報

告させていただきましたさまざまなネットワークを活用して情報収集等、医師確保に向けた協力要請、こうい

った部分を継続して行っていくという部分でございます。町内の医療関係、こういった方々にも昨年度から随

分とお世話になりました。情報収集、それから協力要請のお願いに伺ったところでございますけれども、皆さ

ん協力的で、随分心配もしていただきました。 

また、黒潮町としての体制づくり、こういった部分につきましては、医師確保、医師対策の専任職員の配置

とか、またプロジェクトチームの選任というふうな部分も議員の方から提案もございましたけれども、こうい

った部分についても考えられますけれども、現状における職員数ならびに職員体制におきましては非常に厳し

いと言わざるを得ないというところでございます。これからもそういった、これまで培ってきましたさまざま

な情報ネットワーク等を活用しながら、精力的に継続して医師対策に向けて取り組んでまいりたいというふう

に考えております。 

それから、地域医療の部分につきましても、やはり総合振興計画等ありますように、保健、医療、福祉の連

携、こういった部分が必要不可欠でございます。住民の方々の健康増進、それから病気予防等を効果的にする

ためにも総合的な地域医療の推進を黒潮町として目指しておりますけども、こういったところで中心となる医

師対策の部分。ここに私どもも力を注ぎながら取り組んでいきたいというふうに考えているところでございま

す。 

以上で藤本議員への答弁とさせていただきます。 

議長（矢野昭三君） 

藤本君。 

3番（藤本岩義君） 
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努力されておるということはよく分かりますが、現状はどこまでネットワークづくり。例えば、医師の延べ

人数。何人ぐらいのネットワークまでできておるのか。 

当然、ネットワークですので、網の目のように、インターネットのように広がりをしていかないけませんの

で、現在のところ把握されておる、黒潮町を中心としながらつくっていくとされておったネットワークはどん

なになっておるんかなと思います。 

それと、もう 1点。先ほど聞きましたように予算化を、そういうことをできないか。 

まあ、今のところ副町長、地域住民課長、健康福祉課長らが対応していくことになろうと思うんですけども、

当然そういう決裁権のある者でないと難しいと思います。その方 3人ともが動けるような体制として、まあ、

どこの予備費でも見ていきゃあ、それはかまん言やあそれまでですけども、町の意気込みとしてやっぱりそう

いうのをきちっと予算化もしてやっていく。 

他の町村はそういう形でやれるチャンスがあったわけです。たまたま黒潮町の場合、旧佐賀の場合も含めて

ですね、その自治医科大にお世話にならなくても何とかなりよった関係もあって、そのシステムに入っていか

なかったという経過はございます。しかし、今更入れませんので、それに代わるような対策を考えちょかんと

できないと思いますが。2 億 1,000 万も国保では赤字をつくってますので、早急にそういう形をつくって、地

域医療の考え方もやっていかんといかんと思います。 

安心して、やっぱり住民を守るためには、そのネットワークづくりの中で対応できるような考え方が必要や

と思います。 

議長（矢野昭三君） 

地域住民課長。 

地域住民課長（村越豊年君） 

藤本議員の再質問にお答えしたいと思います。 

現在、協力要請とか協力依頼を行っているネットワークといいますか、そういった名簿に登載させていただ

いております医療関係、各種団体、それから個人の病院等も含めまして、約 40近くの団体個人というふうな部

分で連絡をしていっております。もちろん、大きな全国的な組織である国保診療施設協議会、国診協とか、拳

ノ川診療所の医師をご紹介いただきました全国自治体病院協議会とか、そういった全国的な組織をまず中心に

しながらも、そういった所に要請する部分。 

それから、あと佐賀地域におきましては、旧佐賀町の高知佐賀会というふうな団体組織もあります。そうい

った所にも協力要請もしてきましたし、現在も情報を入れていただくような要請もしているところでございま

す。 

以上です。 

議長（矢野昭三君） 

町長。 

町長（大西勝也君） 

活動比率とかについての予算付けをというご質問でございますが、現在別枞で組んでるわけではございませ

んけれども、最重要課題としてとらえておりますので。例えば、非常に可能性の高い情報等々がありましたら、

尐し節内での流用させていただき、旅費を組ませていただいております。 

今後、この医師確保に向けた活動のボリュームを一回整理をさせていただいて、可能であればちょっと別枞

で、またそういう予算付けも検討させていただきたいと思います。 

議長（矢野昭三君） 
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藤本君。 

3番（藤本岩義君） 

予算化は必要に応じてやっていただけるということで、やはり近くの予算から借りてくるよりもきちっとあ

った方が活動する上では、使う使わんは別としていいと思いますし。 

それから、先ほど言いよった町内の医師、あるいは医療関係者との懇談とかいろいろ、そのネットワークづ

くりとかいうことも、まず基本には大事です。町内の歯科医師含めてですね、ほんとに頑張ってやっておられ

ますので、その先生方らが悩みとかそういうのを聞いていただく、町ができることをやっていただくというた

めにはそういう会議も必要であろうし、話し合いも必要であろうと思います。そういうことをぜひ続けていた

だきたい思います。 

まあ、地域医療については先ほど言うたとおりです。やはりその付近はがっちりしないとですね、なかなか

今後やっていけません。国保も高くなってきますし、東京の方から高齢者を迎え入れることになったとしても

ですね、その付近はきちっとできてない町村にはそういうメリットもございませんので、ぜひ早いうちに基本

的な考え方をつくってやっていただく。そのためには先生らと十分話していただくということが大事であろう

と思いますので、よろしくお願いします。 

この問題は非常に長い間隔を持って取り組んでいかないきませんのでこれで終わりますが、先ほど町長が言

われようなことをぜひ守っていただきたいと思います。 

次に、地籍調査についてお伺いします。 

地籍調査、国土調査ですけども、合併後 10年になりますが、地籍調査はどこまで進んだのでしょうか。 

地籍調査の完結はご承知のとおり、国の認証が終わり、登記所で登記簿の記載変更と 14条地図と言われます

公図。公図に備え付け、および町の成果の閲覧開始によって、初めて完結したといわれるわけです。前々から

気になっていたのですが、18年度から 26年度までの 9キロ平方余りの調査がなされておると思いますが、認

証は 2割に満たない16パーセントぐらいだろうと思います。このままではですね、認証がますます遠のいてい

く気がします。 

地籍は人間の戸籍と同じく、婚姻、結婚、養子縁組、出産等で戸籍が変化します。地籍でいけば、分筆、合

筆、地目変更、抵当権の設定、所有権の移転、そんなもんでいろいろと変わってきます。ますます、置けば置

くほど難しくなりますし、筆界もそのとき決めておってもですね、人間関係で問題になったら筆界未定になっ

たり、ご主人が生きておるときに承認しておいてもですね、どうもおかしいというようになってまたいかんと

いうことになってくれば筆界未定も多くなってきます。非常に複雑になってきます、置けば置くほど。私もや

ったことありますんでよく分かります。もうできるだけ早く法務局に持ち込むことです。あとはまた別の法律

で、もし間違い等があれば修正できる方法もありますので早くやるということが大事です。今後の見通しがど

んなになっちゅうのかなと思っております。 

また、佐賀地区は森林組合に E工程、一筆地調査を委託しておりますが、専任で 1年間業務が継続できない

ようで、業務の空白期間があるために、スキルの伝承といいますか、スキルアップができないと考えます。隣

の四万十町は専任でできてますので、よく森林組合とも協議をし、いろんな委託できるものがあれば、併せて

その間隔が空かないように委託をしていただいて、森林組合も技術のアップ、スキルのアップということが大

事だろうと考えます。 

それから、森林組合の辺りに行くのに町の管理してる赤道等、総務課が管理しておるんですかね、赤道の刈

り払いなども森林組合がやっていけばですね、結局そこに経費も掛かってくるわけですので、その付近の対策

とか。それから、調査簿、素図の作成まで依頼しておるのかどうか。 
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その付近を含めてお願いします。 

議長（矢野昭三君） 

総務課長。 

総務課長（武政 登君） 

それでは藤本議員の一般質問 2の地籍調査について、通告書に基づきましてお答えを致します。 

まず、現状についてご説明を致します。 

旧大方地区では、平成 24年 3月31日、南海トラフを震源とする津波新想定が発表されて以来、主に沿岸域

の津波浸水区域にある住宅地を重点的に、町の西側から東方面にかけて調査をしてございまして、平成 27年度

は有井川地区の一部の現地調査を实施します。 

また、旧佐賀地区では、平成 25年度から開始した市野々川地区で山林部の調査が本年度で完了する予定でご

ざいます。 

なお、旧大方地区では平成 20年度から町の中心地の調査を進めていましたが、津波新想定が発表されてから

は年間の調査面積も急激に増えてきたことも起因しまして、平成 22年度から平成 24年度の調査分で認証遅延

が起こっている状況でございます。その解消も喫緊の課題となってございます。 

そして、今後の見通しはということでございますが、沿岸部では引き続いて津波浸水区域の住宅地を対象と

して調査を進めまして、おおむね平成 29年度までには完了させたいと考えてございます。 

また、同時に認証遅延の解消にも取り掛かる予定でございまして、本議会の一般会計補正予算にも認証遅延

の解消のための経費を予算計上しているところでございます。 

一方、旧佐賀地区においては平成 28年度からおおむね 3年間、川奥地区の山林部の調査を開始する予定でご

ざいます。 

以上でございます。 

議長（矢野昭三君） 

藤本君。 

3番（藤本岩義君） 

認証の未認証が、確か入野の一部から浮津の一部がまだ未認証やと思うんですけども、その認証の、いつま

で認証するんですかね。基本的には翌年、翌々年ぐらいまでに済まさんとですね、いきません。 

それと、もう 1点は、もう既に認証できる状態にある分を置いておいて、古い分を認証せないかんいうこと

で作業しよったらですね、手前の最近やった分もおろそかになってきます。認証できるががあればですね、ど

んどん先にやらんといかんです。そうせんと、ますます置きゃあ置くばあ、先ほど人間の戸籍を同じようにで

すね、死亡したり、結婚したり、子どもができたり、いろいろ分家したり、いろいろします。早くやる所、特

にこの沿岸線は国道や住宅らがありますので、特に移動が多いです。だからそれは、認証の遅れちょうとこは

遅れちょうとこでやっていかないけません、当然。ですが、今済んだ所から先にやらないけません。そうせん

と、またおんなじことです。役が何遍も、相当掛かります。遅れりゃ遅れるばあ、倍以上の経費が掛かります。 

旧佐賀でもですね、佐賀地域の町の中を一挙にやった関係で認証もできませんでした。そのために佐賀では

町費を使うてですね、佐賀の町の中を 3工区に分けてやったことがございます。そんなことにならんように。 

やることはやったけど、認証できざったらもう全く、補助事業も全く使い物になりませんので、一代でやら

ないけなくなりますので、その付近の計画をちょっとお伺いします。 

議長（矢野昭三君） 

総務課長。 
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総務課長（武政 登君） 

藤本議員の一般質問、再質問にお答え致します。 

認証遅延、現在平成 24年度までの分2.56平方キロを抱えてございまして、議員もおっしゃるとおり、認証

されなければこの調査の意味もないというのは十分認識してございます。 

最初のお答え致しました補正予算に人的措置と、それから内部の機械もさらに 1台追加しての認証遅延対策

を整えてございます。本議会予算可決いただきましたら、随時取り掛かる予定にございます。 

以上でございます。 

議長（矢野昭三君） 

藤本君。 

3番（藤本岩義君） 

いつまでに解消する予定ですか。 

議長（矢野昭三君） 

総務課長。 

総務課長（武政 登君） 

現在の状況と、それから人数等も把握して計画を進めてまいりますけれども、できるだけ早く解消したいと。

年数等、係との詰めもまだできておりませんので、そのへんは今後また計画を練ってまいりたいと思います。 

以上でございます。 

議長（矢野昭三君） 

藤本君。 

3番（藤本岩義君） 

何遍も言うようにですね、遅れりゃ遅れるばあ何重にもなって経費が掛かっていくようになるんですよ。 

早いうちに目標を定めて、まあ 1 年、2 年以内にはもう片付けると。その目標のために必要経費は掛けた方

が町は特です。後で何万円も金掛けるよりも、今一時的に人も含めて、そういう専門の方も含めてですね、お

金を掛けた方が得になります。それは間違いないと思います。 

やるかやらんかはそれは町の責任ですけども、やらんと経費を掛けないかんことになってきます。認証が遅

れてるために今回も経費を、予算組んだいうことですので。認証を遅らせば、そのときに人件費が安いかも分

かりません。しかし、遅れていったらね、後でやるのは何倍も役掛かるんですから。これはね、重々承知して

もろうてやってもらわんといかんです。 

それからもう 1点は、今認証できるやつがあると思うんですよ。持っていこう思うたらもう認証できるやつ

があると思うんですが、その分については先にやる考えありますか。 

議長（矢野昭三君） 

総務課長。 

総務課長（武政 登君） 

認証できる所は随時取り掛かってまいりたいと思ってございます。 

以上でございます。 

議長（矢野昭三君） 

藤本君。 

3番（藤本岩義君） 

できるだけですね、早いことが、対応はスピード感が大事です。これも。 
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大変じゃと思うんですが、置きゃあ置くばあ経費が掛かるいうことは頭の中にはめていただいて、そのとき

に掛ける経費は安くつきます。今、掛けるのは。 

そのことはね、ほんとにこればあ何件も、6 件ぐらい認証が遅れちゅうわけですので、これで新しい分を置

きよったら、また増えていくがですよ。なんぼ手前でのけていってもですね、役掛けてのけていってもいかん。

ほんで、両脇から、新しいやつからと古いやつから、両方から攻めて認証をやっていかんと解決がつきません。

それははっきり言うて間違いないと思います。そういう方向で追っかけていきよったち事済みませんので。土

地は動きます。 

特にこの入野地域はですね、国道バイパスとか、庁舎の関係とか、いろいろ土地をやってますので、ものす

ごく激しく動くんじゃないかと思います。今度まあ高規格道路もついてくるとなったらですね、そんなとこも

含めていろいろと土地が動いてきますので早くやってください。 

それから、筆界未定のがもですね、結構増えてきます。後で筆界未定ら言われんようにですね、きちっとは

んこ、署名の捺印（なついん）はきちっとしてもろうて。まあ印鑑がなくてもですね、署名がなくても、そこ

で立会したということを町村が思い切ってやれば持ち込みもできます。これはもうあとは地方税法で修正して

もらうというやり方を取っていけばですね、まあ強行にはなりますけど、やれる方法はあると思います、いろ

いろと。筆界未定にささんための方法として。修正は地方税法でできますので、そういうやり方をしていけば

いいと思いますし。 

もう一つは、筆界未定の場合には法務局との連携によって、その筆界未定の分を法務局が所管して筆界未定

の対応してくれるという方法も最近はですね、法務局の中にできてますので、それの活用も。全然活用してな

いと思いますので、それの逆に、筆界未定の活用もそういうことをやればですね、住民の人も納得される部分

が出てきますので。人間関係も、その町村が直接やるよりも法務局にお願いすべきことはしたらいいと思いま

すし、国の方も、法務局の方に積極的にそれに関与するという方向もある。国土交通省も含め出てますので、

そういうことはですね、筆界未定の対応もこういう形でウェブにも載ってますので、ぜひ対応してほしいと思

います。 

それから、先ほど言いよったその長狭物の刈り払いのがはどんなになりましたかね。 

それと、もう一つは森林組合に対してのその業務が継続できん分の、その付近の対策は十分協議していただ

けますか。 

議長（矢野昭三君） 

総務課長。 

総務課長（武政 登君） 

すいません。ご質問もう一度お願いできませんでしょうか。 

ちょっと聞きづらかったものでお願いします。 

議長（矢野昭三君） 

藤本君。 

3番（藤本岩義君） 

森林組合に委託をしちゅうがですけど、まあ E 工程をやっちゅうと思うんですが、E 工程やりよってもです

ね、専任で 1年間継続して業務がないようです。それが 1年間ないとですね、途中で休んでもらわないかんと

か、途中で退職せないかんとかなってきたらですね、スキルの伝承もできないし、森林組合の業務が十分でき

ないと思うんですよ。 

それから、もう一つは長狭物の刈り払いとかですね。それは町が管理してますので、その経費は森林組合が
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やるとすればですね、経費を支払うということも必要だと思います。ちなみに四万十町は 175円、メーターで

あるということです。 

議長（矢野昭三君） 

総務課長。 

総務課長（武政 登君） 

お答えします。 

森林組合の方には山間地の E工程を委託して、やってもらってございます。 

ちょうど市野々川地区でも面積が非常に大きいものですので、2 班に分けて E 工程を委託してございます。

そして、その期間も、この 9月の説明から12月いっぱいかけていくような工程でございまして、それを過ぎま

すとやはり E工程の作業というのが一定なくなってきます。しかしながら、一方でその事業認定をしていただ

く都合もございますので、どうしても間は空いてくるようなことになろうかと思います。四万十町でやってる

取り組みなども研究して、活用できるものなら活用してまいりたいと、そのように考えてございます。 

そして、その後段のその質問がどうしてもまた聞き取れなかったんですけれども、ショウギョウチ。 

（藤本議員から「長狭物です」との発言あり） 

もう一度お願いします。 

議長（矢野昭三君） 

藤本君。 

3番（藤本岩義君） 

長狭物いうのは、赤道、青線のことながですよ。地籍で言われる、赤道、青線。 

これの刈り払いが、その役も掛かりよう、町が本来せないかんとこながですよね。それをやってないと掛か

りますので、四万十町だったら 175円、メーターで払いようがです。経営的にちょっとでも浮かすために。 

それと、もう 1点は先ほど言いよった E工程の中にも当然、調査簿とか法務局の閲覧とか素図作成。これは

森林組合の方にお願いしちゅうがですかね、こちらでやりゆうがやないですかね。そういうがは、その空いた

ときにやれるがですよ。 

議長（矢野昭三君） 

総務課長。 

総務課長（武政 登君） 

すいません。理解するのに随分時間がかかったことをおわびします。 

赤線部分の刈り払いというのは当然町の財産のことですので、その方法等また森林組合等も含めて検討して

まいりたいと思います。 

以上でございます。 

議長（矢野昭三君） 

藤本君。 

3番（藤本岩義君） 

調査簿、素図の作成、E工程は全部お願いしてるんですかね。 

議長（矢野昭三君） 

総務課長。 

総務課長（武政 登君） 

お答えします。 
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E工程が終わって、その委託期間が空かないようなことでのことを検討してまいりたいと思います。 

よろしいでしょうか。 

議長（矢野昭三君） 

藤本君。 

3番（藤本岩義君） 

E工程には E1から始まって、まあ細かく分けたらいっぱいあるんですけど、通常、E1、E2ですかね。その前

もって調査する。早めにその法務局へ行って調査する方法があるんですよね。登記簿を見ないかんし、抵当権

が入ってるか入ってないか、そういう調査も全部委託してるんですか。 

議長（矢野昭三君） 

総務課長。 

総務課長（武政 登君） 

内容の方は町の職員の方で対応してございます。 

以上でございます。 

議長（矢野昭三君） 

藤本君。 

3番（藤本岩義君） 

その付近も含めて委託したら、そのちょうど準備をするための業務が出てきますので、それをちょっと検討

していただけますか。 

議長（矢野昭三君） 

総務課長。 

総務課長（武政 登君） 

お答えします。 

今後の検討課題ということで対処してまいりたいと思います。よろしくお願いします。 

議長（矢野昭三君） 

藤本君。 

3番（藤本岩義君） 

ぜひ認証業務を含めて、またせっかく委託しておられる森林組合が業務がスムーズにいきますように、十分

話し合い協議をしてですね、町の業務がちょっとでも尐なくなり、なおかつ森林組合が潤うて、地域の住民も

よくなれば一番いいいいわけですので、そのことは念頭に検討してください。 

尐し時間を取りましてすいません。 

次へ移ります。 

次は、有害鳥獣のがですが。 

前々から有害鳥獣のは取り上げて話しておるところですが、黒潮町では有害鳥獣対策は補助率も 3分の 2と

か、町単事業なので県下でも頑張っておる方だと思いますが、捕獲数や被害の状況についてお願いします。 

議長（矢野昭三君） 

海洋森林課長。 

海洋森林課長（尾﨑憲二君） 

それでは藤本議員の通告書に基づき、3、有害鳥獣対策についての黒潮町の有害鳥獣対策に伴う捕獲数や被害

の实態についてお答えします。 
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合併後の黒潮町では、黒潮町鳥獣被害防止計画を基に本事業を实施しています。平成 18年度には 79頭捕獲

し、本年8月末現在では、累計ですがイノシシ 3,432頭を筆頭に7種で4,200頭となっています。 

また、被害額の实績ですが、平成 26年度实績では 10.3ヘクタール、約1,000万円となっています。 

被害の内容ですが、水稲 8.8ヘクタール、被害額約 470万円、果樹 1.5ヘクタール、約 450万円等です。 

今後も黒潮町鳥獣被害防止計画を基に、平成 28年度末には約 30パーセントの抑制を目指してこれからも取

り組んでいく予定です。 

以上です。 

議長（矢野昭三君） 

藤本君。 

3番（藤本岩義君） 

結構、被害も出てますし、頭数も挙がってきておると思います。今後も積極的に進めていってほしいし、担

当の方も大変であればですね、その補助的な業務を臨時さんを雇うとかいう方向でやっていかないと対応でき

なくなってきようことがあるんじゃないかと心配しております。それはそれで、これぐらい猟が増えてきてお

るということですので。 

次に移ります。2番ですが。 

有害鳥獣の対策の経費も国費補助の条件が非常に厳しくなってですね、おりを付けたり、あるいは監視カメ

ラを付けたり、そういうことをせないかんということができてきて、ちょっと人気がなくなりまして、なかな

かそういうところまでようやらないと、高齢者の方も多いですので。ですから、利用も多尐尐なくなったがじ

ゃないかなと思います。ほぼ、まあいくことも、全体的に網の方もいけてますけども、なかなか金網も破って、

金網をぐちゃぐちゃにして入るぐらいの強さがございますので、非常にまあ大変苦労されておるわけですが。 

収益も当然尐ないし、年金暮らしの方がほそぼそとやりよう農家も多いです。ほんで、山間部の農家は非常

に対策がほんとに難しくなってきてます。そこで、町単プラスですね。町単を 3分の 2やってますので、プラ

ス、県が今度 2分の 1の補助事業で網とかできるようになっておると思うんですが。それを、せっかく町単 3

分の 2やってますので、その町単の分も補う形でそれを取り入れてですね、スムーズにいけるようにしたらな

と思います。 

ただ、県の場合には、その補助の指令前着工が難しいという問題もあるようですが、その付近を工夫とアイ

デアによって調整できないものかなと。それを何とかできないかなと思いますのでお伺いします。 

また、協力隊の出動数はどれぐらいあったのか。 

それと、もう猟犬を育てている方が尐ないためにですね、出動がやっぱり制限されておるという話も聞きま

す。その育成にですね、助成ができないか。今はまあ、犬がけがしたときに 2分の 1ですかね、限度額を決め

て 2分の1見ておりますが。犬への報酬も払わんとですね、なかなか動いてくれんと思います。 

その付近も含めてお願いします。 

議長（矢野昭三君） 

海洋森林課長。 

海洋森林課長（尾﨑憲二君） 

それでは藤本議員の 2の質問にお答え致します。 

黒潮町では、黒潮町鳥獣被害防除対策事業費補助金交付要綱を定め、黒潮町有害鳥獣被害対策協議会を通じ

て関係農家に資材の購入業務を行っています。 

黒潮町では、水稲農家の方々から早期米対策の要望が多く、早期米の被害を尐なくするために 4月上旪に町
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内広報にて募集を行い、5 月中旪までに申請に基づき現地確認を行っています。そこで取りまとめたものを協

議会が一括購入して、6月中旪には配布をしています。この期間が約 2カ月を要しています。 

ご質問の県単補助事業ですが、高知県鳥獣被害対策市町村支援総合補助金事業等を活用して農家の負担軽減

を図れないかとの内容かと存じます。同事業の防護柵設置事業では、金網柵、ワイヤーメッシュ網等の資材の

購入経費について、市町村が事業費の 6分の 1以上の上乗せ負担をしている場合、シカ用は 3分の 2以内、シ

カ以外は 2分の 1以内をそれぞれ補助するものですが、本事業の交付時期は議員も申されましたように 6月上

旪ごろになります。併せてまた、指令前着工が認められておりません。 

県事業を活用した場合、補助金交付決定後に資材を購入に伴う事務処理を行いますと、前述しましたように

現地調査を含めると約 1カ月余りの準備期間を要しております。防止材の資材の配布になりますと、県事業を

活用した場合、7 月下旪となってきます。その場合、早期米の刈り入れ時期までには間に合わない实情が発生

しております。 

以上によりまして、本事業を活用した場合に、本町が現在 6月ごろに配布しています防護柵が配布できなく

なる現状は想定されます。農家の方々が望んでいます鳥獣被害の防止を前提に考えますと、黒潮町の現状では

県事業の活用は今後の検討を要する問題と考えております。 

また、有害鳥獣被害対策实施協力隊の出動についてのご質問ですが、平成 26年度实績では延べ 27回、93名、

平成 27年 8月末現在では延べ 5回、31名となっております。 

また、狩猟犬の育成補助についてのご質問ですが、黒潮町内の狩猟犬を飼育されてる方を確認しますと、3

名のことです。議員のご質問にあるように狩猟犬を育てる方が尐ないため、地域から駆除等の要望があっても

今年のように猛暑時期は犬の体調管理もあり、出動に制限があります。 

飼育費用について 1名の方に確認したところ、飼育年によって違いますが約 5匹から 10匹程度を飼育されて

います。その飼料代は、1 匹当たり年間約 1 万円程度必要とのことです。また、狩猟犬の飼育は、自身が趣味

で狩猟を行うために飼育してる部分もあるとも聞いております。 

担当課としましては、鳥獣駆除等の効果を挙げるためには狩猟犬のウエートは高いと感じていますが、先ほ

どの飼育者の意見を踏まえますと飼育費用の助成は困難と考えております。 

以上です。 

議長（矢野昭三君） 

藤本君。 

3番（藤本岩義君） 

2分の 1の分は県のがを活用しにくい。それはもう承知してます。 

ですが、どうしても早ようやらないかん人は町単を利用したらええと思うんですよ。ほんで、来年の春から

のことを考えてやれば、7月、8月、9月ごろに設置してもですね、来年の分として町単と県のがでやれば、遅

い分としてやれば、1年くるっとまえば元通りになりますので。 

今年の分やれ言うてもそれは難しいと思うんですが、その付近をちょっと工夫すれば町の方も助かると思い

ます、県の補助が取れますので。上手にその付近はやる考えはございませんか。 

それから、犬の方はですね、確かに趣味かも分かりません。趣味の分へお願いして、ご協力願うてやりよう

がですけど、今年の夏も熱中症か何かで亡くなったいう話もちらっと聞きます。ほんとに苦労されておると思

うんですよ。何かの形で、奨励金みたいな形でもできたら、その付近は対策ができるがやないかなと思います。

それから、そういう飼育されてる方も励みになると思いますので、その付近はわずかであっても検討すべきじ

ゃないかと思いますので再度伺います。 
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議長（矢野昭三君） 

海洋森林課長。 

海洋森林課長（尾﨑憲二君） 

藤本議員の再質問にお答えします。 

1点目の、来年度以降の対策を考えた場合の検討すべきではないかということです。 

これにつきましては、先ほどの指令前着手。これの部分で高知県の方に指令前着手の要綱を加えてもらいた

いと、そういうような要望も踏まえて検討しているところです。 

また、来年度の対策ということになりますが、写真等の实績確認、これをどのようにするか。そこもまた県

と確認しながら考えていきたいと思います。 

2 点目の狩猟犬の対策につきましてですが、飼料代になると先ほどの繰り返しになりますが、やはりこちら

から追い払い等にお願いをした場合、このときに狩猟犬がけがをするときがあります。現在、議員の質問にあ

りましたように、治療費 5万円を上限に 2分の 1の補助とやっておりますが、担当課としましてはこの治療費

が飼育されてる方には結構負担になってるということも聞いておりますが、そのような意見を基にまた、飼料

代ではなくて治療費、そちらの方で今後また検討していきたいと考えています。 

以上です。 

議長（矢野昭三君） 

藤本君。 

3番（藤本岩義君） 

何かの方法でですね、ほんとに鉄砲持ってる方も高齢化して、なかなか出猟もできん。犬の方もそういう状

況ですので、ぜひ何とかせんとですね。 

網でかこうてもなかなか大変です。もう始末するしかないといわれてますので、その鉄砲隊の方にもご協力

願わないけませんので、ご負担のないような方法を検討してください。お願いします。 

次に移ります。 

4、ふるさと納税についてですが、3月議会でスピード感を持って取り組むとのことでしたが、どこまで対応

できたかということです。 

ふるさと納税は 3 月議会、6 月議会でスピード感を持って取り組むとのことでございました。どこまで対応

できたのでしょうか。 

前月の 25日ごろ、町のホームページを見ますと、表は変更になってましたが中身はそのままでした。後日、

お礼の特産品も載せられていましたが、数が非常に尐ないです。その後、ふるさと納税サイトも変更されてお

りましたので、今までの情報発信はこれで整理できたと思いますが、スピード感を持って行うはずの地産外商、

特産品のPR、町の財政増の取り組みはどこまでされておるのでしょう。 

昨年度は326万でしたが、8月末でどれぐらいになっておりますか。 

越智町は8月末、2,135件で 2,871万7,000円だそうです。ちなみに昨年度は 377万。21年度から26年度ま

で 1,727万 4,000円。過去 7年分の取り組み一つで既にオーバー、今年度やったばあで 7年間の分をオーバー

しておる、そういう取り組みをされております。 

そして、お隣の四万十町は新聞でも載っておりましたように、9 月 9 日の報道にもありましたように、今年

の 6月から本格的に取り組んで昨年度の 14倍、6,800万。年度末には 2億 5,000万に見込んでおるとのことで

す。 

土佐市の議会のあれを見ますと、昨年度の倍、630 万というようですが。先に走っておるウサギに追いつく
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のはなかなか難しいのではないかなと思ってます。 

プレゼントは、お得な町村はイナゴのように申し込みが殺到し、爆速でふるさと納税が打ち切られてる傾向

もございます。これは、先に納税額が倍までかまんようになったときにですね、ちょっと載っておったネット

ですけど、そういう形で取り組んだ所はですね、ものすごく、勢いで、お米などもひと月以内にですね、もう

全部納税の打ち切りという所も出てきておるようです。対策さえすれば、それぐらいでできるんですよね。 

それともう一つは、ホームページにも町の方もちゃんと写真が載せてきてくれてますが、こういうきれいな

写真に載ってやってますけども。せっかく載せるんでしたらね、缶詰工場も載ってますけども。せっかく載せ

るんでしたら、ホームページに載せたらリンクをやっておってですね。確か、缶詰工場もホームページ作って

おりますので、そこをリンクさせば、そこの宣伝になるんですよ。せっかく町のホームページに載せるぐらい

なら、どこの業者が作りようかとかいうところまで飛べるようにですね、やっぱりしていくべきじゃないのか

なと思いますが、その付近はいかがでしょうかね。 

それからもう 1点は、クレジット対応といいますか、クレジットの対応を四万十町などもやっておるんです

が、黒潮町はどうもしてないみたいです。ネット見ますと。この付近もあればですね、気軽にやれるし、それ

から申告せんでもですね、町の方に申し出れば、そこの町村が相手側の町村に書類を提出できますが、非常に

便利になってますので、そういうのを上手に使うということが大事なんですよ。 

どれぐらい増えてますかね。スピード感持ってやりゆう黒潮町は。 

議長（矢野昭三君） 

総務課長。 

総務課長（武政 登君） 

それでは藤本議員の一般質問の 4番目、ふるさと納税についてお答えを致します。 

6 月議会でご答弁させていただいた黒潮町のふるさと納税の仕組みづくりは、大きな流れとして総合戦略の

中でまとめていきたいと考えてございますけれども、現实的に今すぐできることと、総合戦略の中で進めるこ

とのさび分けして、その取り組みを開始してございます。 

具体的には、現在、大手ふるさと納税ポータルサイトを活用すべく、連携をサポートしてくれるふるさと納

税支援事業者との連携をしまして、返礼品の選択制の導入を本年12月スタートの想定で進めてございます。町

内で返礼品として取り扱う品物を生産、製造されている事業者の皆さんへの説明会、10月下旪に想定して進め

てございます。 

通告書以外でご質問のあった今年度のふるさと納税の实績でございますけれども、昨年、延べ 40 件で 328

万 8,000円でございました。今年度は、9月9日現在で延べ 26件で 331万円の实績でございます。 

そして、ホームページで缶詰工場のリンクもということでございました。今後、取り組んでまいりたいと思

います。 

もう一つ、クレジット決裁ですけれども、そのことにつきましてもサポート会社との別契約ということにな

ります。ヤフークレジットを予定してございまして、その申し込みもしているところでございます。正確には

スタートが4月からということで伺ってございます。 

以上でございます。 

議長（矢野昭三君） 

藤本君。 

3番（藤本岩義君） 

まあ、いられておるのは私ばあかも分かりませんが、ほんとに遅いですね。 
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越智町らあもほんとにそういう形でやってですね、ごんごんやりよう。四万十町も 6月の時点で、もうほん

とに悪かったので、やり方変えるいうてパッと変えて、まあ、それまでの下準備もあったようですけども、そ

れこそウナギでウナギ上りになっておるいうて新聞に載ってましたけども。ちょっとした工夫でですね、そう

していくんですよね。 

それから、返礼の分もですね、要綱が上がりまして、非常に還元率といいますか、その付近も黒潮町の場合

尐ないと思いますので、併せてですね、改正するのであればこの黒潮町ふるさと寄附金取扱要綱もですね、他

の町村のがも参考に検討すべきですよ。 

例えば、1億入ってきて半分としてもですね、5,000万をよそへ渡すわけじゃない、町内の皆さんの作ってお

る商品を買うわけで、なおかつ PRになりますし、地産外商に絶対なります。前から言いようように、ちょっと

した宣伝でパンフレット配って東京の町を歩くよりもですね、今のネットの社会ですから、これをふるさと納

税で商品をきちっと宣伝すればですね、無料でいくんですよ、ある意味。まあ経費が全然掛からんとは言いま

せんけど、無料でどんどん人気になったら上がっていくんですね。それをやっぱり頭の中にはめれば、時間が

もうちょっとでも、ほかに負けることはないがですよ。なかなかこの分じゃと、ウサギさんで行きようとこに

カメさんよう追いつきません。何かの工夫がなかったら。遅うなりゃなるばあ、さっきの地籍とおんなじです

けど、遅うなりゃなるばあ難しいと思うんですよ。ユニークさも含めて。 

高松市らも墓地の清掃のらがもはめてましたしね、いろいろできると思うんです。早ようその付近を協議し

てやっていただいたら。よその町村も財政の係と一人の臨時で十分やって、こなして、億単位を稼ぎよう所ざ

らにあるんですよね。まだ僕は实態確認してませんけど、天童市か何かあたりはまた九州の一番高い所をオー

バーした話も聞きますけど、その付近らも確認していただきたいと思いますし。 

そういうことをする気がほんとに、スピード感を持ってやる気があるか再度お伺いします。 

職員の研修もされておるんでしょうかね。特に遠くまで行かいでもですね、四万十町でもいいですよ。行か

せて、どうやってやったか、それぐらいは聞くことはしよいことじゃと思いますし。議会が今度、平戸市にも

行きますが、同行しませんか。 

ほんとにですね、そういう取り組みが、やっぱり僕ら、私らの方に目に見えないがです。おお、黒潮町はど

うしゆうろう。2 億も稼ぐいうていわれゆうに、たったそればあかよ、何しよらあいうて言われるが落ちやと

思います。その代わり、後でごっそり稼ぐかも、それは分からんですけども。そんなことは後になって見よい

うて言われたら、それまでですが。今のところ、そんな気持ちです。 

もうちょっと、取り組みに対して真剣にスピード感を持ってやる気はございますか。 

議長（矢野昭三君） 

総務課長。 

総務課長（武政 登君） 

研修のことでございますけれども、今議会始まるまでに、ふるさとチョイスの全国サミットというのが東京

でございまして、私は出席してまいりました。その中で、平戸市の取り組みや、西伊豆町の取り組み等、参考

にさせていただきまして、西伊豆の産物がちょうどわが町と似通っていたこともございまして、大変参考にな

るところでございました。 

あと、名刺交換の場がございまして、現在 4つの自治体との情報交換を自分がやりながら、そのノウハウ等

もいただいているところでございます。 

そういったことも含めまして、議会終了後まだ生産者への説明会等の打ち合わせもございますので、その中

で自分たちの思いもまた支援業者の方にも伝えてまいりたいと、そのように考えているところでございます。 
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以上でございます。 

議長（矢野昭三君） 

藤本君。 

3番（藤本岩義君） 

まあ、何かこう取り組みがすっきりはしませんけど、地産外商ですので。 

缶詰にしたってね、最近売れ筋のところがちょっと問題もなっておるようですけども、できるだけそういう

のもやるんでしたら、やっぱりそれだけの宣伝効果。お金を掛けずに、それほど掛けずにやれるという方法が

あるんですよね。大いにそのリンクらも含めてですね、いろんな所で注目を浴びてほしいと思うがです。黒潮

町しかないものもありますのでね。 

カツオのたたきとか開きなどもですね、佐賀で、くろしお工房で作りよう開きなども大いに活用してですね、

やっていただいたらと思うんです。お米もそうですよ。山間部で作りようお米らも利用しながら、そんなの 40

種類とか50種類、なんぼでもあると思うんです。そこで味さえ良かったら、次から次へひとりでに増えていき

ますので。ツイッターとかそんなもんで全部宣伝されていきますので、それを活用せん手はないと思うんです。

まあ、早いうちにやってください。 

もう時間ございませんのでこれ置きますが、その様子を見てですね、次の議会にまたお伺いしますので、そ

れまで頑張ってやってください。終わります。 

次に、日延べになっておりました 4局目の情報基盤整備についてですが。 

次に、日延べになっております 4局目の再送信の申請は 8月が目安と、めどということでしたが、放送開始

は決まったのでしょうか。 

お伺いします。 

議長（矢野昭三君） 

情報防災課長。 

情報防災課長（松本敏郎君） 

それでは藤本議員の一般質問、情報基盤についてのご質問にお答えしたいと思います。 

まずは 1点目でございますけれど、区域外放送に関するご質問にお答えしたいと思います。 

町と致しましては来年 4月の開局を目標として、現在、関係する放送事業者に対し、協議や働き掛けを行っ

ております。これまでもお答えしてきましたとおり、この問題につきましては、こちら側の都合だけで時期を

決定できるわけではなくて、同意をいただけるということ自体に確約をいただいておるわけでは現在でもござ

いません。 

しかし、長年にわたって交渉を続けてきた黒潮町の開局に対する切实な思いや、これ以上待つことはできな

いという住民の思いは関係者に十分に伝わっており、实現に向けて前向きに協議を進めての方向へと事態は確

实に進んでおります。 

来年 4月開局目指して取り組んでおるところでございます。 

以上でございます。 

議長（矢野昭三君） 

藤本君。 

3番（藤本岩義君） 

ご苦労さまでございます。 

申請書はもう出されたんですかね。 
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議長（矢野昭三君） 

情報防災課長。 

情報防災課長（松本敏郎君） 

再質問にお答えしたいと思います。 

正式にこの放送を送信する側の申請書が正式なものでございますけれど、その前段の関係機関との調整、こ

れがまた大事でございまして。その内容の手続きをですね、現在、相手側とその内容について最終段階の詰め

をしてるとこでございます。 

それがまとまれば、申請そのものは順調にいくものと認識しております。 

以上でございます。 

議長（矢野昭三君） 

藤本君。 

3番（藤本岩義君） 

ああ、申請書はまだなんですかね。 

前回のときに言いよったのは、8 月、再送信申請書といいますか、その分は 8 月がめどということで思って

おりましたが。まあ、町の方が相手側との話の中の部分を踏まえて 4月 1日ということですので、そこは早い

うちに出さんと前が開きませんので、早いうちにそこを出せるように町長も出向いていって、一緒にするとい

うことでしたので、早く町長に行ってもろうてですね、下準備も十分できたがやないかと思いますが、早よう

してください。 

一応、町民の皆さまには 4月 1日という、まあ。相手がありますので、それは絶対ということは言えません

けども、町の約束として 4月 1日ということの約束、町側の約束としてはそれでよろしいですか。 

議長（矢野昭三君） 

情報防災課長。 

情報防災課長（松本敏郎君） 

お答えしたいと思います。 

相手側がおるいうことは十分ご説明しましたけど、町としてはですね、もう 6年間待ってきましたので、住

民の感情からいっても、これ以上はもう待てない状況でございます。 

従いまして、4 月開局については、これまでないほどの強い意志で考えておりますので、その事務でいきた

いと思います。 

以上でございます。 

議長（矢野昭三君） 

藤本君。 

3番（藤本岩義君） 

長年ほんとにやってきて、ほっとしております。ほんとにご苦労さんでございました。 

若者たちがやっぱり望んでおりましたので、前にも言いましたように、卒業式のときにも議長と 2人が呼び

止められてですね、どうなりゆうかいうて言われたことがありましたけども。これでまあ、その付近は町の方

は 4月 1日ということで、遅いとは思いますけども、これは相手があることでやむを得ません。取りあえず期

日を、開局ということに向けて一生懸命頑張っていただきたいと思います。 

ほんとに、非常に、隠れたところで苦労があったと思います。厚かましいことも言いましたし、ご苦労さま

でございました。4月 1日を楽しみにしておりますので。 
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それでですね、これを機会に加入促進、前から言いゆうように、これが加入促進のチャンスだと思うんです

よ。ほんで、その対策の構想的にはどんなに持っておられるんでしょうか。 

インターネットも含めてですけど、加入促進が一番大事ながですね。加入促進をしていかないと今後の経営

も大変だろうと思いますので、加入促進をやっていただく。 

それから、もう 1点ちょっとお伺いしますが、放送開始の前にですね、チャンネル設定ができるようにテス

トパターンとか、そういう送信をして試験放送などを行ってですね、放送日の開始が 4月 1日であればですね、

その日から加入者全員がいつでも見たければ見れるような対策を今から進めておかないといけませんが、町の

方はその付近は対策考えちゅうでしょうか。 

加入促進もですが、インターネットも最近ちょっとスピードも落ちてきてますし、従前は 80ぐらい出よった

のが今は20ぐらいで、動画らを見ればばらつきがあるとかいう所もあるようですので、そういう調査もしなが

ら加入促進を進めていただきたいと思うんですが、計画的に何か持っておられますか。 

議長（矢野昭三君） 

情報防災課長。 

情報防災課長（松本敏郎君） 

では、藤本議員のご質問にお答えしたいと思います。 

加入促進以前から、この第 4局目の再送信が可能になれば、これが一番加入促進に有効であるというふうに

考えております。4月開局が实現しましたら、キャンペーンとかさまざまな住民への PRを工夫しながら加入促

進に努めてまいりたいと思います。 

それから、チャンネル設定その他の準備のことでございますけれど、その見通しが具体的についた段階で十

分間に合うと思ってますので、怠りなく進めてまいりたいと思います。 

以上でございます。 

議長（矢野昭三君） 

藤本君。 

3番（藤本岩義君） 

そしたら、加入促進も含めてですね、創意工夫をしていただいて、4 月 1 日開局やったらそれを大々的に宣

伝もするとか、4 月 1 日までにもう既に始めていただきたいと思いますし、できるだけ加入者が増えるように

願っております。 

次に移ります。 

告知放送がFMでされておりまして、現在使われておるのが、確か 5チャンネルのうち 4チャンネルまで使用

されておると思います。1チャンネルが告知放送で、2チャンネルがNHKの FM、3チャンネルがFM高知だった

と思いますが。4チャンネル目が佐賀地域の NHKの FMということになっておるようです。 

その 5チャンネルありますので、現在 5チャンネル目が現在空いております。この告知放送はですね、町内

ほとんど96パーセントでしたかね、入っておると思うんですが。この議会の放送といいますか、テレビでしか

今は見れません。テレビに入っていただいたら一番いいわけですけども、加入がまだそれほどできてませんが。

作業場で仕事しておる方などは、この告知端末の空きチャンネルを利用すればですね、この放送が聞けるんじ

ゃないかなと。テレビ放送の音声をそのまま流せる方法はできないんだろうかと思います。 

ただ、5 チャンネルの現在計画があればですね、別の問題です。例えば、この間防災訓練やったときの災害

用の FM曲をはめるとなれば周波数の設定も必要であろうし、そこを確保しておかなきゃいけないかも分かりま

せんし、ラジオの再送信の話もしましたので、それをやるのか。 
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その付近も含めてですね、どういうふうに考えるのかお答え願います。 

議長（矢野昭三君） 

情報防災課長。 

情報防災課長（松本敏郎君） 

それでは藤本議員の、告知放送での議会中継に関するご質問についてお答えしたいと思います。 

告知放送を使った議会中継。いわゆる、告知放送のチャンネル機能を使って現在实施しているようなラジオ

放送やその他の音声放送を行うことは技術的に可能でございます。この件に関しては、既に検討を始めており、

現在の積算内容ではリアルタイム放送および録画放送、いずれにも対応ができるような設計を行っております

けれど、音声を告知放送装置に取り込むためにはアナログデータ形式をいったんデジタルデータ方式へと変換

をする作業が必要となり、そのためのネットワークオーディオプレーヤー機器をはじめとする機器の購入と設

定に要する費用が必要でございまして、これが約 100万程度必要となるように見込んでおります。この機能の

实装をすれば、今後は議会中継以外の用途も発展できる可能性もあり、告知放送設備をさらに活用できること

となります。 

今後、放送实施については、費用対効果も含めて議会事務局とも協議をしながら検討してまいりたいと思い

ます。 

以上でございます。 

議長（矢野昭三君） 

藤本君。 

3番（藤本岩義君） 

検討していただいておるということですので、あとは議会の承認も必要ですし、いろいろ方法はあると思い

ますが。まあ、100万ぐらいでできるのであれば何とかしてほしいなと思っております。 

当然、そのテレビ加入したくてもできてない方もおりますし、その方たちに議会の内容も知れ渡りますし、

いろんな、先ほど言いよったように目的にも使えます。最近はデジタル化してきましたので、FM高知はアナロ

グで鳴りますので、デジタルからアナログに変換するためにはそら経費も必要だと思います。 

そういうところも踏まえてですね、また十分検討していただいて、活用の方法。先ほど言いよった防災の FM

もそこに最終的には流せないだろうかと思います。防災訓練のときにそちらに、住民の皆さんに水害とかがあ

ったときですね、放送が聞こえないということも今度も東北の方でもありましたし、それらを含めて検討して

いただいたら非常に有効に使える部分出てくると思いますので、研究をし、また協議をしてほしいと思います。 

以上で私の質問を終わります。 

議長（矢野昭三君） 

これで藤本岩義君の一般質問を終わります。 

この際、午後 1時まで休憩します。 

休 憩  11時 30分 

再 開  13時 00分 

議長（矢野昭三君） 

休憩前に引き続き、会議を開きます。 

諸般の報告をします。 

濱村博君から早退の届けが提出されましたので報告致します。 

これで諸般の報告を終わります。 
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一般質問を続けます。 

次の質問者、中島一郎君。 

8番（中島一郎君） 

それでは、一般通告書によりまして、4件の件につきまして私の方からご質問をさせていただきます。 

まず最初に、外国人技能实習生制度の取り組みについて。 

外国人技能实習生制度の趣旨は、開発途上国等の経済発展、産業振興の担い手となる人材の育成のために、

先進国の進んだ技能、技術、知識を修得させてほしいとの要望に応えるため、わが国が、国では諸外国の青年

労働者を一定期間受け入れて各産業の技能等を修得してもらうものであります。また、その国の経済発展を担

う人材育成を目的としたもので、わが国の国際協力と国際貢献の一翼を担っています。 

振り返ってみますと、佐賀町の時代、1993年平成 5年の 9月に、趣旨目的は同じくして、外国人漁業研修生

受け入れ対策として町、漁業共同組合、船主が三者一体となりまして、法務省や水産庁、国際研修協力機構な

どへの働き掛けによって、長い時間を費やしましたが、やっと 9月 6日にフィリピンルセナ市から漁業研修生

として 39名を受け入れることができました。この受け入れは、カツオ一本釣り業の研修の一環として全国でも

初めてのことで、入国が発行されましたことについては、水産漁業界にとっては画期的なことでもありました。

当時は、在留期間は 1年でありましたので、ここでも在留期間の延長の運動を起こし、研修事業から技能实習

制度への転換を図り、在留期間も 2年から 3年となり今日に至っております。 

黒潮においては、現在、漁業技能实習生がインドネシアから、平成 24年度 22名、25年度29名、26年度 25

名で、計76名。そして縫製工場へは、中国、カンボジアなどから計 21名の技能实習生が入国をしています。

その他の職種について入国をしているかもしれませんが、現在のところ合計 97名の技能实習生が私たちの町に

滞在をしていることになります。今年度は 10月 1日を基準として国勢調査が实施されますが、このときの黒潮

の人口に技能实習生の総数 97名も調査対象となっています。また、このことは必然的に国の地方交付税交付金

の算定基礎にもなることから、町への財源確保への貢献度は高いものがあります。 

ここで提案するのは、20歳前後の技能实習生は 3年間、黒潮において先進のカツオ一本釣り技能や縫製部門

の技能、技術、知識を修得して、インドネシアや中国等へと帰国するわけですが、そのときに町として 3年間、

黒潮で昼夜を問わず一生懸命に技能实習に努力し、实習生に対して感謝の意を表してあげるべきではないか。 

例えば、黒潮の例規集を見ますと黒潮表彰規則が制定されていますが、これには若干、趣旨から見て該当す

ることは困難だと思います。創意工夫をして、新たな規則や要綱との制定において感謝状や、あるいは終了証

書など等記念品の贈呈はできないか。ぜひこのことを検討していただきたく、今回質問するものです。 

よろしくお願いします。 

議長（矢野昭三君） 

総務課長。 

総務課長（武政 登君） 

それでは中島議員の一般質問、1番、外国人技能实習生制度の取り組みについてお答えを致します。 

外国人技能研修制度の趣旨について尐し触れてみますと、議員もおっしゃるとおり、この制度の推進のため

に設立された国際研修協力機構によりますと、外国人技能研修制度は、開発途上国等においては、経済発展、

産業振興の担い手となる人材の育成を行うために、先進国の進んだ技能、技術、知識を修得させようとするニ

ーズがありまして、このニーズに応えるため、わが国では、諸外国の青壮年労働者を一定期間産業界に受け入

れて、産業上の技能等を修得してもらうためのものでございます。 

その目的は、技能实習生への技能等の移転を図り、その国の経済発展を担う人材育成にありまして、わが国
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の国際協力、国際貢献の重要な一翼を担ってございます。 

そして、この外国人技能实習制度は、次の 3点に貢献するために利用してございます。 

1つ目は、 技能实習生は、修得技能と帰国後の能力発揮により、自身の職業生活の向上や産業、企業の発展

に貢献する。 

2 つ目は、技能实習生は、母国において、修得した能力やノウハウを発揮し、品質管理、労働慣行、コスト

意識等、事業活動の改善や生産向上に貢献する。 

3 つ目は、わが国の实習实施機関等にとっては、外国企業との関係強化、経営の国際化、社内の活性化、生

産に貢献するとなってございます。 

外国人研修生の受け入れは、日本の経済が国際化し、多くの企業が外国に進出するようになった昭和 40年代

ごろからといわれてございます。その後、幾度もの法律の改正を重ね、現在の形での受け入れとなりました。

近いところでは平成 22年度の法改正により、これまでは研修期間終了後の 2年目より労働関係法令が適用され

てございましたが、研修終了後は 1年目からでも労働関係法令が適用されるようになりました。 

さて、黒潮町の現状といいますと、議員のご質問要旨にもありますように、3 年間の实習期間を経て帰国さ

れておりまして、帰国に際して特段のお礼等は、施策として行っているものはございません。 

また、技能实習期間も 3年間と短くて、現時点では行政としての課題が現れているとの認識は薄く、財源も

限られる中で、他の課題よりも優先して取り組むべき施策との考えは持ってございません。 

しかしながら逆に、貢献度としての感謝の意を表明すると致しましたら、むしろ雇用主たる事業者の方がそ

れに該当するのではないかと思われます。 

外国人の方を、一時的にせよ町内に住所登録されて、地方自治体の財政運営には欠かせない地方交付税の基

礎数値になる人口増に寄与され、地域経済の底支えをしてくださっていることに対して、あらためて感謝の意

を表明できようかと思われます。 

以上でございます。 

議長（矢野昭三君） 

中島君。 

8番（中島一郎君） 

今の回答いただきますと、大変厳しいようなお話をいただいたわけでございますけれども。 

ひょっと私の考え方というのはですね、平成 5年度に、先ほども言いましたように旧佐賀町で受け入れて、

当時は町がですね事業主体でこの事業は实施しておりました。その法改正で今は県で、漁業関係で言えば県の

カツオ漁業共同組合、そしてその他については生産共同組合とか、そういうとこで受け入れているわけでござ

いますけれども。やはりその趣旨は趣旨と致しましてですね、国際貢献という言葉があるわけですね。そうい

う意味から、その事業主がそれをすればいいということでなしに、今も申し上げましたように、これは私の一

つの算出の基礎なんですけれども。平成 5年のときに、研修生 39名を受け入れまして、そのときに地方交付税

の交付金を、これは暫定で非常にこう複雑な部分がありますけれども。大まかな言い方になりますが、39名で

1名当たり、やっぱり20万程度の交付金が下りておりました。それを加算しますと780万円になるわけですね。

そして今現在97名来ておりますので、当時の額を加算すれば 97名の 20万で 1,940万。約 2,000万ぐらいの金

額になると思います。これは 20数年前のことでございますから、それから多分、私は増加をしていると思いま

す。 

そういう観点から見ても、ただ事業主が受けた先やからという感覚でなしに、もうちょっとこう広い意味か

らですね、ぜひ町の方でそういうことができないかということでございます。 
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例えば、帰った研修生が、ならびに技能实習生からですね、今も課長の方からありましたように、この技能

实習生で 3年間研修したことをですね、母国へ帰って生かすことがあるわけですね。そうしたときに、やはり

ここ日本国、黒潮で 3年間頑張ったという何か、感謝状かそれに関する修了証書があればですね、そのことが

生かせるわけです。これは財政的にですねそれほどお金が要るものではありません。気持ちの問題ですので。 

ぜひこれをですね、黒潮から国際貢献の施策の一つとして、黒潮からそれを発信してもらいたい。また、こ

ういうことをですね全国でやってる所はないと思いますので、ぜひそのお願いをしたいところであります。 

もう一度、そのことについて答弁お願いします。 

議長（矢野昭三君） 

総務課長。 

総務課長（武政 登君） 

中島議員の再質問にお答えします。 

中島議員、旧佐賀町時代、外国人の漁業研修生に取り組んでおられるとき、ちょうど私自身は旧大方町でマ

グロ延縄の外国人担当してございました。マグロ延縄は企業が零細でございまして、年間の受け入れも 2、3

名程度、総じて10人弱の研修生でございまして、研修生自身から直接面談をしてお話を聞く機会もずっとあり

まして、帰るときのその、何かあったらいいのかという話も实際聞きました。一番うれしいのは、研修済み証

書という、その小さなパスポートに入るくらいの証明書があります。それを持って帰ると、先輩に聞けば日本

で研修したという証になって大変役に立つというふうなお話も伺ってございます。 

繰り返しになりますけれども、改めて別の感謝状をということではなくて、むしろ受け入れ母体となる事業

者がなければ彼らも日本に来ることもできず、とりわけ受け入れ事業者がなくなってしまえば、彼らが母国に

おいて一生懸命日本へ行こうとして積んできたことも来られないといった实情もございます。あるときのマグ

ロ延縄の競争率が60倍でございました。その 60倍の難関を乗り越えるために、その研修生の家族はその子一

人に思いをかけてやってきたんだといった話もお伺いしました。家族は母国で何をしているのかといえば、両

親は公務員だというふうなことを言ってございましたけれども、やはり日本市場のマグロ延縄の方がマネーが

高いということで彼らは競って来ます。そういう意味からしますと、日本側においては買い手市場ということ

になりまして、労働力と見なしてはいけない研修制度ですので、あえて感謝の意を表するとしたらやはり事業

者の方に何らかのことを表して、それが事業者の方がまた非公式ですけど、いろいろな船主さんはそれぞれに

お返し物をやっているのも承知してございます。 

そういったことで、むしろ感謝するのであれば事業者の方に、ということが町の考え方でございます。 

以上でございます。 

議長（矢野昭三君） 

中島君。 

8番（中島一郎君） 

まあ平行線をたどるわけですけれども。まあ事業主ということも分からんではないです。やはりその修了証

書等々においてですね、黒潮の住民になっているわけですので、やはり黒潮の町長の名前でそういう修了証書

を発行してあげれば、やっぱ重みが違うと思うんですね。そういう考え方が僕は一つはあるわけです。 

そして、国の国際貢献の政策の一つで受け入れているわけですので、今後においてはですね、この技能实習

生については医療や福祉の方まで範囲が広がっていくよと。今の 3年から 5年になるろうという時代も見えて

きておりますので、ぜひ先ほども申し上げましたように、こういうことをぜひ黒潮から発信してもらいたいと

いうのが私の願いでありましたけれども、なかなかそこまでは受け入れることができないということですので、
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今後の課題としてまた私なりに検討致しまして、また再質問をさせていただきたいと思います。 

それでは2番目のご質問をさせていただきます。 

黒潮の移住、交流支援についてでございます。 

20 数年前、高知県は全国の都道府県で初めて、死者が出生数を上回る人口自然減の状態に突入致しました。

そして私たちの町、黒潮の人口の推移は、8月 31日現在1万 1,980人の人口が、2040年、平成 52年には約 6,200

人まで減尐することが予測され、人口の減尐が産業や経済活動の縮小、コミュニティー機能の低下などを招き、

町民生活に多大な影響を及ぼすことが懸念されています。 

今回、地方創生に向けた取り組みとして、黒潮町まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定が検討されて、こ

の中でも、人口の現状分析によって人口に関する今後の課題を把握し、人口の将来展望が策定されることにな

っています。黒潮の事情に即した策定が形成される中で、移住促進は重要な位置を占めるものと考えられます。 

町も移住促進には精力的な取り組みをしていますが、現状把握と今後の取り組みについて、まずは質問をし

ます。 

議長（矢野昭三君） 

総務課長。 

総務課長（武政 登君） 

それでは中島議員の一般質問の 2番目、移住交流支援対策について、通告書に基づきましてお答えを致しま

す。 

黒潮町の人口は、1980年から一貫して減尐し続けて、2015年の現在までに1万6,116人から 1万 1,293人に

至り、35年間で 4,823人が減尐してございます。この背景には、バブル経済期における都市部への人口一極集

中や、町の主要産業である第一次産業の後継者不足による高齢化、そして常に転出超過である人口移動など、

さまざまな要因が考えられます。 

従って、今後は若年層が尐なく、老齢人口の多い現在の人口構造から、急速に人口が減り始めると推測され

ており、今後25年間で約 6,000人の減尐が見込まれてございます。 

このような状況から、人口に影響を与える自然増減および社会増減の原因を究明し、人口減尐に歯止めをか

けることが急務であるとともに、特に若年層の人口を確保していくことが望まれております。 

黒潮町では現在、まち・ひと・しごと創生の総合戦略を策定中で、総合戦略と併せて人口ビジョンについて

も、将来人口の推計による目標設定を策定中でございます。総合戦略での具体的な移住、交流支援策について

は策定委員会での承認を得る必要もございまして、まだ公表できる段階にないことを、まずご了承をお願いし

たいと思います。しかしながら、現段階での人口ビジョン策定に当たっての人口の現状分析の途中経過をご紹

介致します。 

まず、社会減、自然減を要因とする黒潮町の人口減尐を食い止めるには、社会増減をプラスに転ずる必要が

ございます。現在のように老齢人口の割合が高い人口構造では、自然減を減らすことは合計特殊出生率を 4以

上にするなど、全く現实的ではないため、社会増減による人口減尐を食い止め、転入者を増加させることが、

人口増加に向けた基本的な手だてと考えられます。 

そこで、黒潮町における転入転出の状況を分析し、人口移動の構造も分析することで、将来の展望に必要な

人口移動を幾つかのパターンに設定して、2060年における目標人口の推計を急いでいるところでございます。 

参考までに、国立社会保障・人口問題研究所が示す推計方式によって、2060年での黒潮町の将来人口を次の

3つのモデルで推計した場合をご紹介致します。 

1つ目は、合計特殊出生率が現行の 1.43で、人口移動が今後一定収束していくモデルでは、つまりこのまま
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何も手だてをしなかったらということでございますけれども、4,000人ということになっていきます。 

2つ目は、合計特殊出生率が、2030年に人口を長期的に一定に保てる水準の 2.07まで上昇すると仮定したモ

デルでは約4,700人になります。 

その上で、3 つ目はさらに人口移動が今年から均衡、いわゆるプラスマイナスしたと仮定をしたモデルでは

6,700人になります。 

高知県では、現在将来展望の設定を公表し、国のまち・ひと・しごと創生長期ビジョンと同様に、2040年度

に出生率が人口置換水準の 2.07まで段階的に回復することを目指し、さらには、2050年には出生率が2.27ま

で段階的に上昇することを目指すとしております。また、人口移動につきましても 2019年に社会増減の均衡を

図り、さらには、2040年に年間 1,000人の社会増を目指す方向性を示してございます。 

今後、黒潮町と致しましても将来展望について、高知県との整合性を図りつつ、県の考え方を一つの目安に

しながら、地域の实情に応じて合計特殊出生率や人口移動に関しての最終的な将来展望を総合戦略の内容と整

合を図りながら検討してまいります。 

また、今後の取り組みや支援策について現段階での考え方は、地方創生の戦略策定における部会でも、高知

県の4つの基本目標を基に新しい人の流れをつくるという基本目標に沿って協議をしてございまして、策定部

会の中では、移住から定住につなげるためにも、空き家を紹介してそれで終わりではなくて、移住者へのフォ

ローアップを行い、意見交換を实施しながら交流を通じて、定住につなげていく取り組み、移住を考えていた

だくための相談窓口の充实、また、空き家の改修に関する支援や働く場の情報提供といった、移住者が抱える

全般的な不安を解消するための施策を検討しているところでございます。 

今後、早期に取り組む事業等を協議して、次年度の総合戦略にも位置付けながら新しい人の流れを見出すた

め、一連の流れによる切れ目のない移住に関する施策を促進していきたいと考えてございます。 

以上でございます。 

議長（矢野昭三君） 

中島君。 

8番（中島一郎君） 

今、全体的な今後の取り組みについても回答をいただきましたけれども。黒潮まち・ひと・しごと創生総合

戦略の中で今取り組んでいるので、なかなかまだ見えにくいものもあるかと思います。 

それでですね、これはちょっと自分が提案したいのはですね、今ですね移住促進を図るために、黒潮町移住

者住宅支援協議会を設立しております。目的は、移住希望者に対する空き家情報の提供、相談体制の整備およ

び空き家の改修、改造工事の实施等、移住者が安心して住宅を確保できる環境の整備を図るとともに、会員の

仕事の確保等、地域活性化に寄与することを目的とされてます。この構成委員は、黒潮町、ほか黒潮町建設労

働組合、黒潮町商工会、幡多で暮らし隊などとなっています。この協議会は長年にわたり活動を続けており、

移住促進に果たす役割は多大なものがあります。平成 26年度の活動实績は、19回の移住者面談が实施されて、

面談者は32名の方となっています。この結果、12世帯で 25名の方が移住をされています。面談に来られた方々

は北海道や大阪府、そして岡山、それから県内の方々となっています。 

また、移住者協議会を通さず、自らの意思で移住された方もいることから、黒潮全体の平成 26年度の实績は

22 世帯で 30 名となっているようです。しかしながら、移住者支援協議会における面談方法については、移住

者の移住目的や移住後の仕事や生活等について面接を、これは聞き取り調査でございますが。を行って、その

結果によって登録をされることになっております。 

私が今回質問したいのは、移住者希望者の方は県や市町村による情報提供、そして一度でも黒潮に観光等で
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訪れたことがあったり、そのことによって、自然環境に恵まれている、黒潮で住んでみたいという願望の方が

大半だと思っております。しかし、移住後に黒潮で生活をしていくのには多くの不安や心配もあるわけですの

で、受け入れ側としてこのことに対してですね、俊足に一つ一つ丁寧な情報提供をして、黒潮の实態が移住希

望者の方に見えて理解をしてもらうことが、移住者の判断の一つとして重要視されるのではないかと。このこ

とを知り得て安心感を高め、黒潮で住んでみたい気持ちになると思っています。その受け入れ体制として一辺

倒の受け入れ体制からですね、新たな提案や方法を見出せないかということです。 

そこで一つの大きな課題は、先ほども課長からありましたように仕事の確保であります。町においては 8月

広報くろしおで、4月 1日から地域おこし協力隊 2名を採用され、都市部から町内への移住や地域の維持、活

性化に取り組むことの記載がなされていました。しかしながら、県外から来られて移住担当に配属されるわけ

ですので、黒潮の全体像を知り把握するには、相当の時間が必要だと思うわけです。 

そこで提案したいのは、移住促進は職場全体の課題と位置付け、共通認識を持って取り組むことができない

かということです。また、仕事の確保から考えた場合に、直接的に黒潮の産業関係の業務にかかわる農業、漁

業、林業、商工業などに携わっている職員は、日々の担当業務の中で各産業団体、これは農協、漁協、森林組

合、商工会などになるわけですが、との間で雇用対策などの課題を共有していることから、このことを生かせ

ば仕事の確保の上で重要な位置を占めることになります。何らかの形にして仕事の確保の組織づくりができな

いか。また、その他の職についても多方面から見た情報提供によって、仕事の確保を目指すべきではないかと

いう考えであります。 

このことに対してですね、いろいろ検討をしていただいてですね、そういう仕組みづくりができないか、こ

のことを問いたいわけです。 

議長（矢野昭三君） 

町長。 

町長（大西勝也君） 

再質問にお答えさせていただきます。 

議員からご指摘いただいでるのは、人口減尐という今後の社会推移が明確になっていく中で、移住者を積極

的に獲得することが町の存続にとって一つの大きな重要なファクターであると。かつ、その移住者を積極的に

獲得するために仕事が必要なんだけれども、当面その情報共有が各機関とされるべきではないかということが

質問のご趣旨ではないかと思っておりまして、全くおっしゃるとおりだと思います。 

棚卸し作業をちょっと考えておりまして、職場の棚卸しですね。いわゆる町内にどういった潜在的な雇用の

場があるのかと。こういった棚卸しの作業が必要であろうかと思っています。ただ、現在取りまとめておりま

す総合戦略の中で、10月末をめどに骨子を策定したいと思っておりますが、そこには尐し作業的にですね間に

合わないかと思っておりますが。その情報共有、それを移住希望者の方に積極的に情報提示、開示することが

大変獲得に対して非常に大きなファクターではないかなと思っております。 

それからもう一つ。これまでですね、もちろんこの移住者がずっと移住し続けていただくためには非常にそ

の仕事、雇用の場っていうのが大変大きな課題でございましたが、ここ 10年ぐらいのトレンドではですね、む

しろ仕事の割合というのは、移住希望者の方の意向調査からすると尐し割合的には減っています。つまりです

ね、仕事を持ってこられる移住者の方であるとか、あるいはもう来てから探しますというような方、取りあえ

ず移住してみるという方が非常に多くございます。よって切り口としてはですね、まず黒潮町を知っていただ

くことがまず大前提だと思いますが、いったん移住に踏み出していただくための情報提示ももちろん必要です

けれども、すべてがご用意できているのでというとこまではいかなくても、それでも積極的に移住者の確保に
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施策を打っていかなければならないと思っておりまして、そちらの方は何とか総合戦略の方にまとめ上げがで

きるのかなと思っております。 

それから、この移住者獲得について進めるにおいて一番の課題といいますか、成功要因といいますか、これ

はどうしても地域の皆さん、住民の皆さんのご協力あってのことであると思っています。単純にその空き家を

お貸しいただくためのご理解をくださいとか、そういうレベルではなくて、近々、総合戦略の骨子の提示の際

に人口ビジョンも尐し提示をさせていただかなければならないようになっておりますが、住民の皆さんにとり

ましては非常に衝撃的な数字が出ざるを得ないと、こういったようなことにもなっております。決して悲観し

ているわけではなくて、その衝撃的な数字を施策の積み上げの事業効果の積算によってどう穴埋めしていくの

かということを今、作業をやっている最中でございまして。そこには全力で政策立案、それから实施に向けて

全力を賭してまいりたいと思いますが。 

人口が減っていくことでのさまざまな弊害が生じる恐れがあるということのご理解を、まず全庁的にいただ

いて、その中でいわゆるポジティブリスト。人口転出転入、それから自然増減、さまざまな原因があるわけで

すけれども、自然増減については尐しコントロールがなかなか難しく、かつ長期的に対応が求められるもので

ございますが、この社会増減。こちらの方をどうしても積極的に穴埋めをしていく必要がございます。 

平成 23年度に尐しイレギュラー値が出ましたが、そのイレギュラー値を除くと大体社会増減というのはマイ

ナス 60程度でございます。これを、できればプラスに転じると。こういった施策を、どういった事業効果があ

る施策をどんだけ積み上げるかによって、この社会増減が決まると自分たちは思っておりまして。その施策の

立案に現在全力で傾注しているところでございます。この人口が減ることによる弊害が町内各地で起こってい

ると。そしてもう尐しマクロな見方を言うと、人口が減ることでの経済の縮小、これがもたらす町全体への影

響。こういったものを積極的に、恐れずに住民皆さんに情報開示をさせていただいて、理解をいただきながら

共に進めていくことが成功要因の一つかなと思っております。 

いずれにしましても、この移住者対策。現在も進めていただいている団体がございまして、そちらの方とも

さらに連携を密に、そして足りない部分は補うと。そういった施策を組み上げていきたいといきたいと思って

おります。 

議長（矢野昭三君） 

中島君。 

8番（中島一郎君） 

ただ今、町長からありましたように、社会増減に積極的に取り組むと。マイナスからプラスにしていくとい

うお話でございまして。回答の部分が上の大きい部分でありますので、私はちょっとこうまだ物事を下げてち

ょっと考えているんですが。 

そういう状況下の中でですね、なぜこのことの質問をしたかといいますと、昨年度、私もこの移住者協議会

の一員としてお仕事させていただいたんですが。その中でやはり、面談する中で、大月で畜養にかかわった方

なんかは、黒潮に来て漁業に就きたい。それから夫婦で来た方は、奥さんの方が高知大学の農学部を出ていて、

こちらで田舎で土地を買って、周囲のおじちゃんおばちゃんなんかとそういう農業をしたいとか。 

それからまだありまして、岡山の女性の 30ぐらいの方が車でこちらに面接を受けに来たことがあります。そ

の方は、この黒潮のやっぱり自然環境に恵まれていることを気に入って、自分が林業に従事したいというお話

がありました。私も自分が知っている範囲で、林業について説明をさせていただいたわけですが。そのときに

自分が思ったのは、やっぱり専門的に幡東森林組合に電話してですね、組合長あたりに話を聞いたらもっとそ

の詳細な部分が分かるがじゃないろかというお話をさせていただきまして。その後、すぐに彼女は幡東森林組
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合へ出向き、本当に前組合長さんと現参事さんがですね、いろいろと林業の仕組みについてお話をしてくれた

そうです。そのことに、本人は大変こう感激したという話を聞いております。その中で、現实には去年のこと

でございましたので、来年平成 27年の 4月から高知県では林業大学ができると。これは香美市の方にできてい

るわけですが。そこなんかで研修を積んで林業に従事をしたらどうですかというお話もしてくれたそうです。

やはり、そういうふうにお互いのこの信頼関係で黒潮町のイメージアップにもなりますので、そういう小さな

ことがですねこう大事になってくるんではないかという考え方でですね、今回はそういう質問をさせていただ

いたものでございます。 

それともう一つ、お願いしたいのはですね、今もありましたように黒潮まち・ひと・しごと創生総合戦略策

定の方針が検討されているわけですが。今、各支所においてはいろいろな施策というのが打たれております。

例えば、非常に多いのが田舎暮らしを体験して町の良さを知っていただくために、移住者向けの短期滞在施設

の運営や、住民からの町が空き家を 10年間借り上げ、住宅の補修や改造をして移住者に低価格の賃貸契約によ

って利用する方法。そしてまた、宮崎市青島地区ではサーフィンや海水浴で若い方に人気があることから、空

き家に移住する新婚世帯に家賃やリフォーム費を支援する事業を 7月27日から開始したとか。それから越知地

方では、9 月 2 日の高知新聞に載っておりましたが、移住・定住支援ガイドというのを作成しております。こ

れ、コピーでこの前頂いたわけですが、非常にこう子育て支援や医療、福祉、そして移住、定住とか。いろい

ろこう細かく説明されて、これを全戸の家庭にも配布するというような行政サービスに取り組んでいるわけで

すが。 

やはり黒潮町としてもですね、何らかこう独自性のある施策を打ち出して、一層の移住促進が図れないかと

いうことの質問でございます。 

議長（矢野昭三君） 

町長。 

町長（大西勝也君） 

個別具体の施策のご質問であろうかと思っております。 

現在、新たな人の流れをつくるという部門の中で移住者対策の施策の積み上げをやっている最中でございま

すけれども。漠然とした移住者対策というようなことではなくて、ご指摘いただきましたようにそれぞれのフ

ェーズによってお求めになられる施策、効果の出る施策は違うと思っております。 

例えば、实際にまず黒潮町を知っていただくためには、恐らく情報発信が一番大事な作業であると思います

し、訪れていただくためにはさまざまな商品の魅力的なものの情報発信が必要だと。しかしながら、その次の

段階にいって实際に移住をしていただくとなると、これまた政策が全く違ってきて、かつですね、移住し続け

ていただくというフェーズになりますと、これはもう完全に仕事のお話がほとんどであろうかと思います。こ

ういったフェーズごとにどのような政策が打てるか。つまり、新たな移住者を獲得するために一連の流れとし

て切れ目のない移住者対策がどうやって打てるのかといった政策の整理を、今、地方版総合戦略の中でやらせ

ていただいておりまして、10月末をめどに議会の方にもお示しできるのかなと思っております。 

なお、計画策定の期間が非常にタイトでございまして、すべてを盛り込むことにはならないと思っておりま

す。骨子、あるいは素案の尐しグレードが高いものとぐらいの位置付けでとにかく今早急取りまとめておりま

して、今議会、あるいはこれからの議会を通じてさまざまな政策提言をいただいたことも、さらにその政策立

案に組み上げたいと思います。 

議長（矢野昭三君） 

中島君。 
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8番（中島一郎君） 

総合戦略の中でいろいろと打ち勝っていきたいというお話がありましたので、そのことはそういう理解をし

ておきたいと思います。またひとつ、いろいろと戦略を練っていただきたいと思います。 

もう一つご質問させていただきたいのは、移住決定後の対応策でございます。町長のお話にもありましたよ

うに、移住が決定された場合に、私も非常に心配しているがですけれども、各地区の地区長さんへの対応と連

絡とですね、どのようにしているか。それは地区の行事や奉仕活動等とのですね、やっぱり協力体制。そうい

う部分が基礎になってくると思いますので、そういうことの移住される方とのコンセプトをどういうように取

っているかということと。 

また、ある程度の滞在期間で黒潮を離れる人もいると思うがですね。その方たちに対してですね、その後の

サポートとして相談や移住後のアンケート調査なんかはしていないのか。またここ 3年ぐらいでですね、黒潮

から離れた方は何人程度いるか。 

把握していればですね、そのへんのことをお聞きしたいと思います。 

議長（矢野昭三君） 

総務課長。 

総務課長（武政 登君） 

再質問にお答えを致します。 

移住してくる方では町で面談もする中では、地区に入っていくときには区長さんにお声掛けなり、また地区

には地区のしきたり等ございますので、それは一定そこでご説明をさせていただいているところでございます。 

ただ、前段も申し上げましたように、日本国中で人の流れを変えるということですので、これからは今まで

のようなペースでなくて、どんと移住者も増えてこようかと思います。現行の体制ではなかなかその受け入れ

体制も体制し切れませんので、現在行っている官と民が協同している体制をさらにブラッシュアップするよう

な形で執り行うと。現在、町は企画振興係で対応してございますけれども、それでも対応し切れない状況が見

えてこようかと思います。そういったことも含めまして、受け入れ体制も万全に整えていくことが必要になっ

てこようかと思います。 

そして、今度町外に出られた方というのも、ある程度の個人情報との兼ね合いもございますので、構わない

範囲でそれが追跡できれば、今後の施策に反映できようかなというふうに思います。 

検討させていただきたいということでご答弁させていただきたいと思います。 

以上でございます。 

議長（矢野昭三君） 

中島君。 

8番（中島一郎君） 

官と民と協力体制ということでですね、この移住促進にはぜひ取り組んでいったもらいたいと思います。 

それでは、続きまして第 3問でございます。 

佐賀、拳ノ川診療所医師の地域医療に専念できる環境づくりについてでございます。これは午前中に藤本議

員の一般質問もありまして、大変私の一般質問と類似している個所が多くあります。詳細に藤本議員の質問に

対して回答をいただいておりますが、私は私なりに一通りまとめておりますので、その点よろしくお願いした

いと思います。 

3 月と 6 月の定例会で、同僚議員から拳ノ川診療所の医師確保と、佐賀診療所の医師が不在となる可能性が

あることへの対応について一般質問がありました。 
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まずは、拳ノ川診療所については 8月1日から鎌倉市出身の松村医師が赴任され、医療体制も整い診療開始

となりましたので、地域の皆さんは一安心をしたところだと思います。 

そして佐賀診療所の医師問題については、話によると、幸いにもある程度の期間診療を継続してくれるとい

うことも聞きますが、その後どのような状態になっているのか、構わない範囲で経過の説明をお願い致します。

仮に佐賀診療所に常勤の医師が不在となった場合、待ったなしで高齢化が進んでいる佐賀地域の住民は毎日不

安を抱きながら日常生活を送ることになります。町はこのことを真摯（しんし）に受け止め、喫緊の課題とし

て取り組んでくれていますが、一層の努力を期待しなければなりません。 

振り返ってみますと、佐賀地域には佐賀診療所と開業医の宮崎医院がありました。当時の西村医師や宮崎医

師、そして現在の佐賀診療所の真崎医師には、外科内科問わず総合診療を基本に据えて地域医療に専念してい

ただきました。このことによって、住民の信頼関係を構築するとともに、長年にわたり地域住民の生活と健康

を守ってくれました。私はこのことに対して本当に感謝をしているところであります。このような経過から、

地域に病院が存続されることが当たり前という認識を持っていたところですが、これからは時代の流れととも

に認識を変えていかなければなりません。 

このようなことから私たちはいろいろな課題を見出して解決していくために、これも藤本議員からご報告が

ありましたが、8月17日に佐賀地域の同僚議員 4名で四万十町大正診療所に出向き、事務局長から診療所の運

営や医師の確保の問題等々について話を聞く機会を得ました。急なことでございましたけれども、事務局長に

は大変ご迷惑を掛けましたが快く受け入れていただき、大変参考になることが多くあったところでございます。 

ここで既に取り組んでいることも多くありますが、私なりに総括して 3点について質問を致します。 

1 つと致しまして、日常時から定期的に佐賀拳ノ川診療所に出向き、医師との連携強化を図ること。医師か

らの要望等について協議を重ね、課題を共有することでそれぞれの医療機能を高めることとなり、このことが

医師との信頼関係の構築につながるのではないかという考えでございます。 

2 つ目と致しまして、医療体制の充实を図ること。今回のように医師の確保の問題が生じたとき、継続的に

医師確保に取り組むことへの体制づくりを強化すること。結果的に、問題が発生してから単発的に取り組むこ

とは時間を要することにつながるのではないかということです。医師確保のネットワークといいますか、組織

づくり。これは関係機関、全国の関連する組織や県、国保連合会、医師会等への働き掛けはもちろんのこと、

例えば、町と友好親睦関係にある各町、県の県人会やその他の関係団体などへ積極的に参加して、医師確保の

情報を網羅してはどうか。そのときには直接的な効果というのは見えないかもしれませんが、継続することに

よって情報収集につながり、このことが成果となって表れるような感もするところでございます。そのための

ネットワークづくりに対して予算措置と職員体制の強化を図るべきではないかということです。 

そして 3つ目は、佐賀診療所と医師住宅の移転問題でございます。佐賀診療所の医師住宅については、 

真崎医師が赴任とともに医師住宅へ入居する予定であったものが、町の諸事情によって入居できなかった事

案もありました。真崎医師には大変ご迷惑を掛け、今日に至っております。そして今後予測されます、南海ト

ラフ巨大地震による津波対策の一事業として、住民の生命を守るためにも、建築後 42、3年を経過している佐

賀診療所と医師住宅の移転問題はもう計画段階にきているのではないかと思うところです。このことについて

中長期的な計画はされてないのか。 

この 3点について質問を致します。 

議長（矢野昭三君） 

地域住民課長。 

地域住民課長（村越豊年君） 
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それでは通告に基づきまして、中島議員ご質問の、佐賀、拳ノ川診療所医師の地域医療に専念できる環境づ

くりについての 1、佐賀診療所の状況および診療所医師が地域医療に専念できるような環境づくりにどのよう

に取り組み対応していくのかについて、通告に基づきお答え致したいと思います。 

藤本議員のご質問でもご答弁致しましたように、町内の診療所の運営存続につきましては、黒潮町として最

重要課題と位置付け、黒潮町全体で情報の共有、そして、あらゆる場面において医師確保の支援をお願いして

いるところでございます。佐賀診療所につきましても、何とか運営を継続していただいておりますし、現在特

段の変化はございませんけれども、その運営存続のためには、何らかの方策を確定していかなければならない

と考えているところでございます。それを基に、各関係機関等への協力要請等にも現在、これからも取り組ん

でいるところでございます。 

また、地域医療の在り方、これにつきましても、黒潮町における医療体制の現状と課題、こういった部分を

整理しながら検討協議も重ねてきており、医療、介護、福祉の連携が地域医療には不可欠というふうな認識も

共有しているところでございますし、医師確保に向けて全庁的に取り組んできたところでございます。 

診療所の医師が地域医療に専念できる環境づくり、これにつきましては、藤本議員の質問でもお答えしまし

たけれども、医師確保、これに伴う専任職員の配置とか、全庁的なプロジェクトチームの選任。こういった部

分によって対応していくという部分も考えられますけれども、現状における職員数、それから職員体制におき

ましては非常に厳しいと言わざるを得ないのも事实でございます。 

しかしながら、住民の方々の安心と福祉の向上のために、黒潮町と致しましても引き続き診療所の運営存続

に全力を尽していく所存でございます。こういった部分をご理解いただきながら、これからの取り組みを見守

っていただきたいというふうにも思います。 

それから、質問の中で診療所の医師との意思疎通の部分もご質問されたと思いますけども、この部分につき

ましては、どうしても不備があるというふうな部分も、そういう指摘がされれば致し方ない部分があるかとも

思います。精一杯、医師との意思疎通を続けていっておりますけれども、住民の方々からのご指摘には真摯（し

んし）に対応してまいりたいというふうに考えております。 

そして、佐賀診療所と医師住宅の建物の件でございますけども、佐賀診療所と医師住宅は昭和47年の建築で

ございます。築後43年が経過して、老朽化が指摘されているところでもございます。また、ご存じのように津

波浸水区域内にあることからも、建て替えまたは津波浸水区域外への移転、こういった部分の方向性について

も、いずれかの段階において示さなければならないというふうに 6月議会で町長も答弁しておりますとおり、

私どもも考えております。しかしながら、現時点におきましてはその方向性を確定するまでには至っておりま

せん。 

以上、今後も診療所の運営存続に全力を尽くしていく、取り組んでまいりますので、どうかご理解をいただ

きたいというふうに思います。 

以上で中島議員への答弁とさせていただきます。 

議長（矢野昭三君） 

中島君。 

8番（中島一郎君） 

これからも町長を筆頭に最重要課題として、ぜひ行政の中でも真摯（しんし）に取り組んでいってもらいた

いと思います。 

この質問は終わりまして、続きまして第 4問目と致しまして、伊与木川の土砂取り除きと坂折公園の周辺整

備について質問を致します。 
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平成に入り、上分地区の浸水対策の一環として伊与木川の河川改修工事が施工され、その一つとして宮前橋

下流に高知県が事業主体となり、可動堰（ぜき）延長約 40メールの工事施工をし、平成 14年度に完成された

のではないかと記憶をしています。完成とともに、高知県との管理委託契約の締結によって佐賀町が管理をし

ていましたが、伊与木川の水量が平常時の場合には可動堰（ぜき）は起立状態を維持しています。しかしなが

ら喫緊の課題は、台風や豪雤によって河川の増水があった場合に当初の計画からは予想をはるかに超え、可動

堰（ぜき）は一気に倒伏をして、流速によって護岸や河床の土砂は急激に下流へ流されて体積する状態が続き、

この対策に毎年追われることになりました。最終的には可動堰（ぜき）の施設自体も土砂が堆積して、復帰す

ることができなくなり、平成 20年度には可動堰（ぜき）上流に人工堰（ぜき）、これは導流堤のことでござい

ます。を計画することで地域住民への説明があり、人工堰（ぜき）が建設されたことを記憶をしております。 

なかなか文章では説明しにくいんですが、当初この 40メーターぐらいの可動堰（ぜき）がですね、こういう

ふうにこちらが上流でこちらが下流ですけれども、ここにポンプ室がありまして、こっちからエア、空気を送

って、可動堰（ぜき）はずっとこういうふうに大きくなります。この直径が約 1メーター50から 1メーター70

ぐらいこう平常時はあったと思うんですが。これがですね、この可動堰（ぜき）の点場から 30センチぐらいま

でで常時水がオーバーフローして下流へ流れる仕組みになっております。ただ、豪雤のときには、この 30セン

チに到達をいたしますと、これが 30分間くらいかけてですね、じっとこうすぼむわけですね、こういうふうに。

最終的にはすぼみましてこういう状態になるのが理想ながですけれども、残念ながらあそこの可動堰（ぜき）

はですね、この上流から下流に水が流れるときに、普通はこの 90度に、直角的に水が並行的に当たればいいわ

けですけれども、あそこは伊与木川がちょっとカーブになってきておりますので、この 30分ぐらいにこう小さ

くなってすぼんでいく間にですね、この 5分程度したらすぐに、ここがこういうふうに折れるようになります。

だから、この状況はバケツで水を移したときに真ん中あたりでゴーッと流れる。そういう状態になりまして、

非常にこう流速が早くなり、上の土砂を下へ流す。最終的には、この可動堰（ぜき）も土砂が来て埋まってし

まいました。そしてこの下にですね、公園がこちらにありますので、公園に渡るために仮設の道路や飛び石を

やっていたわけでございますけれども、そこも全部下流ですので、土砂に埋まりました。そういうことから、

平成 20年度にこの上の部分に導流堤、私の場合は人工堰（ぜき）という書き方をしておりますが、それを造っ

たわけでございます。 

この結果、周辺の自然環境は年々変化しており、人工堰（ぜき）の上流は河床が掘り下げられ、このため護

岸への支障も見られることから、地域住民は豪雤や台風時のときにはいつも心配をしているところです。また、

人工堰（ぜき）の下流においても土砂の流出がひどく、工事施工前と比較した場合、土砂の堆積量は毎年増加

傾向にもなっております。このことが原因となって、周辺の自然環境の悪化を招く結果にもなっています。そ

して、7月 2日には黒潮と町議会、産業建設厚生常任委員会、そして県幡多土木事務所の 3者で県道や河川等

の県管理個所の現地視察があり、その場で経過説明をさせていただいたところでもあります。9 月に入り台風

18号の影響による大雤で、皆さまご存じのように関東や東北地方では記録的な豪雤が続き、甚大な被害が発生

を致しました。ここでも堤防の補強対策の遅れが問題視されているところでございます。 

このことにかんがみ、伊与木川のはんらんや災害防止の対策として土砂の取り除きが早期に施工できないか、

このことについて問います。 

議長（矢野昭三君） 

建設課長。 

建設課長（今西文明君） 

それでは通告に基づきまして、4、伊与木川の土砂除去と坂折公園に関する質問にお答え致します。 
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この公園は先ほどの質問にありましたように、平成 18年度から平成22年度にかけまして整備した河川公園

であり、河川法に基づく専用許可を受けている所でございます。 

質問のように、対岸に渡る飛び石付近や本流周辺等では増水や洪水のたびに土砂の堆積が見られ、河床その

ものが高くなっている場所がございます。また、河川の水位も四万十川からの発電に伴う放流も相まって、年

間を通じて高い状況で対岸に渡れない日々が多く、公園の利用に支障が生じています。この解消を図るために、

公園整備の当時からいわゆる沈下橋の計画もしておりましたが、なかなかそこはクリアせずに、飛び石で施工

した経過がございます。しかしながら、抜本的な対策を施す必要があると考えております。 

これまで、幾度となく伊与木川中州広場への架橋建設に関する請願書も出され、平成 25年 6月議会で採択さ

れているところでございます。 

河川の土砂の除去につきましては、毎年のように幡多土木事務所に要望し、昨年度を含めこの付近で 2年連

続して除去していただいた経過がございます。しかしながら現時点においても、本流を含め大量の土砂が堆積

しています。従来の河床まで除去するとなると、多額の経費とそれを処分する残土場の確保が必要となります

が、引き続き県に対して土砂除去の要望活動を積極的に行っていきたいと考えております。 

一方、この河川公園の利用促進を図るためには、対岸に渡る飛び石の管理はもちろんのこと、提案のあった、

提案はないですが、この飛び石の管理については十分対策をしていきたいと考えております。 

議長（矢野昭三君） 

中島君。 

8番（中島一郎君） 

土砂の届け出については幡多土木と協議して今後取り組んでいくということでございますが。 

課長の方から坂折公園のことについても今ちょっとお答えがあったわけですが、私なりに考えている点があ

りますので、一つ質問をさせていただきたいと思います。 

伊与木川の河川工事に伴いまして、中洲に周辺地域の皆さんの要望から、まちづくり交付金事業によって坂

折公園としてですね、7,000 平米ぐらいが整備をされております。先ほど質問したとおり、可動堰（ぜき）が

平常に稼動していれば以前は仮設道や飛び石等によって公園の利用をてしていましたが、ここ数年は土砂の体

積によって利用することができなく、公園の利用者は川を渡らなければならない状態となっています。国道沿

いには坂折公園の観光案内板を設置しているのに、伊与木川の人工堰（ぜき）、これは導流堤の上部を渡って行

かなければ公園の利用はできない。利用者にとっては大変不便で不親切な形となっております。本格的な橋り

ょうを設置することになれば、今課長からもありましたように、建設費が莫大な金額になることが予測され、

また、高知県との河川管理に関する件についても課題が発生すると思います。 

ここで、暫定的な考え方ではありますが一案としてですね、毎年 5月 3日にあそこでカツオ鯉のぼりのイベ

ント等が行われております。その期間から、せめて 10月ごろまでの一定期間になりますが、公園の利用ができ

るように。これは間伐材の再利用等によってですね、軽微な橋の設置ができないかということです。橋台部分

はエッジで杭に組みまして、その上に 60センチぐらいの道板を掛けまして、それを歩道として公園の方へ渡れ

ば利用度も増すのではないか。川が増水した場合には、自動的に上の部分の歩道、道板は流れるわけですけれ

ども、右岸左岸からワイヤーロープでくくっておれば、またそのことは現状復帰。人力でございますけれども

現状復帰ができますので、そういう方法でも考えられないかということが一案でございます。これは伊与木川

に昭和 30年ごろまで橋りょうがないときですね、地域の人が便利さを確保するためにこういう橋を架けており

ました。そういう方法でもぜひ考えていただきたい。 

また、この坂折公園は公園内の管理委託を坂折区長を主として契約され、年に 2、3回公園内の草刈り作業や
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維持管理もされておりますので、いろいろな面から考えて公園の利用度を高めてもらいたいという質問でござ

います。 

議長（矢野昭三君） 

建設課長。 

建設課長（今西文明君） 

それでは中島議員の再質問にお答えします。 

まず、飛び石につきましてでございます。非常に河川法というのは非常に厳しい法律でございまして、私の

知る限りでは本当まれに見る厳しいような法律でありまして、現在、河川法の第 24条で河川の専用の許可をい

ただいています。工事に当たっては、例えば、第 25条では土砂等の砕石の許可の工事、許可。そして第 26条

では工作物の新築等の許可ということで、非常にその工事のたんびにそういう許可が要るというような法律の

仕組みでございます。また河口付近、例えば佐賀漁港の付近にそういう河川区域の中にそういう阻害物、いわ

ゆるそういう畜養施設とかそういうものがあれば非常にそこにも許可が要るわけで、非常にそういう河川の流

れを阻害するものはなかなかそこに設置してはならないような大きな流れになっております。 

で、この飛び石につきまして、いわゆる石底の高さ、あるいは飛び石の高さ等、それから流速、それからそ

こにたまっているその土砂の量等で、現在は仕組み的には飛び石からマイナス 15センチのとき、計算上は上流

堤が 3.6メーターの基準高でありますので、そこから越流した、超えても飛び石はマイナス 15センチというこ

とで現在流れるようになっておりますが、現实的にはそこに土砂が堆積して河床が高くなって、なかなかそこ

が水がいつも流れておる。しかしながら朝の 6時の段階で見ますと、伊与木川の放流がない状態でありますの

で通れる時間帯もありますし、それから冬場においては、渇水期においてはそこが通れる状態もあります。年

間、なかなか利用しづらいというところが現状でございます。 

この流れる橋についてですね、これ河川課と土木事務所に事前に協議をしました。いわゆる新築の工作物を

造るとなると、許可が要ります。たとえワイヤーであっても、それを固定とするものであれば許可が要ります。

しかしながら、流れる橋ということで一時的に木橋として、例えばロープでそれを一時的にイベント等にして

使うということについては管理の範囲ということを回答いただいておりますので、ちょうど平成 28 年度 3 月

31日をもって更新時期を迎えますので、そのタイミングにおいて県と十分協議をしていきたいと考えておりま

す。 

以上です。 

議長（矢野昭三君） 

中島君。 

8番（中島一郎君） 

課長の苦労もよく分かるわけですが。確かに、この河川の管理の許可を取るということは大変なことでござ

います。 

原因がですね、振り返ってみますとあの可動堰（ぜき）にあるわけですので、あの可動堰（ぜき）が平常時

にちゃんと起立しておればこの問題はないわけですので。やはりそういう含みもですね、幡多土木の方へはぜ

ひこの経過というものを大切にして持ってもらいたいと。そういう方向性で来年度の許可申請のときに取り組

んでいきたいという回答をいただきましたので、以上をもちまして私の一般質問は終わらせていただきます。 

どうもありがとうございました。 

議長（矢野昭三君） 

これで中島一郎君の一般質問を終わります。 
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この際、午後 2時25分まで休憩致します。 

休 憩  14時 11分 

再 開  14時 25分 

議長（矢野昭三君） 

休憩前に引き続き会議を開きます。 

次の質問者、坂本あや君。 

1番（坂本あや君） 

一般質問をさせていただきます。 

今回お伺いしたいのは 2点です。 

この質問は大変よく似ておりますが、管轄の課が違いますので、それぞれに分けてご質問させていただきた

いと思います。大体この内容については地域の福祉というか、高齢者の福祉、それから地域で幸せに暮らして

いく、その仕組みづくりということで、両点とも同じ主旨がありますが、それぞれ運営が違っておりますので、

分けて質問をさせていただくことと致しました。 

まず、集落活動センターの今後の取り組みについてということですが、何度かこの質問はしておりますので、

またかなというふうな思いがおありではないかなと思うんですけれども。前回質問したとき、私、あまり实態

について自分が直接現場を踏むということがあまりありませんでしたので、あまり深めた質問ができなかった

なと思っておりました。今回、尐しやはり地域の現状というものを学ばしていただく機会がありましたので、

その点についてちょっと心配だなと思うところがありまして、今回も質問をさせていただくことと致しました。 

カッコ 1の部分でございますが、黒潮町は防災に関しても地域担当制を敷いておりまして、これは大変地域

にとってはうれしい取り組みだなというふうに感じております。これを対比してここで出さしていただくとい

うのはですね、やはりこの集落の維持ということに対してもやはり町の支援というものが、集落にとっては大

変大事になってきているのではないかなということで、こういう取り組みが、まさに集落を支援するに当たっ

ても必要ではないかということから、この質問をさせていただいております。 

まずは、この 1番についてのご答弁をお願いしたいと思います。 

議長（矢野昭三君） 

総務課長。 

総務課長（武政 登君） 

それでは坂本議員の一般質問の 1番、集落活動センターの今後の取り組みについて、大変詳しく書かれた通

告書に基づきまして、ご答弁をさせていただきます。 

集落活動センターは、旧小学校区の地域住民が主体となって、旧小学校や集会所等拠点にして、地域外の人

材も活用しながら、近隣の集落と連携を図り、生活、福祉、経済、防災などの集落再生のシナリオを描きそれ

を实践していくことが求められており、現在、黒潮町内では 2カ所開設をしてございます。 

議員ご指摘のとおり、集落活動センター事業は、地域の自発的な活動に対して行政が支援をするということ

が基本であり、その支援を行うかどうかも地域の意向に沿ってということとなります。 

また、この集落活動センターは高知県の地方創生総合戦略でも、小さな拠点づくりとして開所数がその目標

設定となってございまして、県の総合戦略を勘案して行動を取る黒潮町と致しましても、まち・ひと・しごと

創生における黒潮町版総合戦略の中で基本目標の一つに掲げ、時代に合った地域をつくり、安心な暮らしを守

るとともに、地域と地域を連携するその策定部会で戦略を協議しているところでございます。 

小さな拠点づくりとして、集落活動センターの設立手順は、まず区長会等を通じて集活センター事業の周知
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を行い、興味を持たれた地域があれば、随時校区単位での基本とした説明会を開催致します。そして、集活セ

ンターを立ち上げるか否かのご意見を確認し、立ち上げを決定された地域から、行政もかかわりながら、地域

リーダーや関係機関との協議を重ね、集落再生のシナリオとなる地域ビジョンの作成を進めてまいります。 

しかしながら、地域ビジョンを作成する過程からセンター運営にかかる行政支援は、現行の組織体制では既

に限界に達してございまして、新たな支援体制が必要とされており、今後の検討課題として町職員による支援

チームの編成のほか、必要に応じてコンサルティングの活用も考えられます。 

さらに、設立を希望される地域が多くなってまいりますと、よりその必要性が求められることになりますの

で、例えば、それぞれの地域の弱い部分を知っている町職員による防災地域担当制を持ってチームの編成をす

れば、即効性が期待できるのではないかと思っているところでございます。 

以上です。 

議長（矢野昭三君） 

坂本君。 

1番（坂本あや君） 

今ご答弁いただいた中で、思ったより前向きな姿勢が示していただけたなと思って、大変うれしく聞いてお

りました。 

その一つとしては、もう集落がですね、自力で集落を維持していこうと思っても、なかなかその集落が限界

に達しているような状況が見えていると。これはもう集落だけでは無理だろう。やはり行政がかかわって、集

落を維持するために支援をやっぱり続けていかなければいけない、というご答弁だったと思います。 

そしてもう一つ。ではその支援体制をどうするかということでございますけれども。それについては、今ご

答弁があった弱い部分を知っている、防災での地域担当制の制度を活用した取り組みを入れていきたいという

ご答弁でございました。大変ありがたいご答弁が返ってきたなと思っております。私も、この 1番の答弁の後

にご質問しようと思った内容が既に返ってきたなと思ってるんですけれども。 

住民という方々は、これも以前何回かお話ししたことですけれども、自分の仕事を持った上に、集落に帰っ

て集落の活動に参画なさるわけです。それは役場にお勤めになっている職員さんも、やっぱり集落の中に帰れ

ば一人の地域の住民であられるということで。 

それで、前回地域担当制を敷いたときはですね、自分の集落以外の 所の地域担当であったことと、19 年で

すね、この中にもありますけれども。 

それともう 1点はですね、合併したばかりでしたので、できたら新しく合併した地域を知った方がいいんじ

ゃないかということで、よく佐賀の課長さんがですね、今日は集落でお祭りがあったのでと言うて、道をとぼ

とぼと歩いていかれるシーンとか見せていただきまして、集落に入っていただいている实績もよく見せていた

だいたことでございましたけれども、やはり今回はそれとは違うということですね。やっぱり地域の現在の防

災にかんしての担当制と、これからの集落活動の支援というのを結び付けていこうというご答弁だったと思う

んですが。 

そういう認識でよろしいでしょうか。 

議長（矢野昭三君） 

総務課長。 

総務課長（武政 登君） 

職員による防災地域担当制の基本は、職員の出身地を前提としておりまして。とりわけ小字の部分に至るま

でを掌握する職員がおればそれに越したことはないんですけれども、なかなか現在の職員採用の实情から致し
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ますと、すべてにおいて出身地というわけにもいきません。ただ、関係する業務の中で、その地域地域に赴い

て事業をされる職員もおりまして、当然において地域の事情も掌握していくことになります。 

また、防災地域担当制に入っていくことで、先輩から後輩へ引き継いで地域の实情もまた伝えられていって、

よりその隅々まで目が届くようになってまいります。防災を切り口として、いろんな展開もまたできようかと

思いますので、一例としてお答えをさせていただきました。集活センターだからまた新たな別のチームを編成

するかというのではなくて、やはり地域に入って活動されている職員の方がより即効性があるのではないかと

いうことで、ご答弁をさせていただきました。 

また、職員に致しましてもプロフェッショナルではございませんので、例えば経営部門になってまいります

と、それ相当の知識を持ったコンサルティングも必要になってこようかと思います。そういったことも、地域

と職員とが一緒になって考えていく中で、また新たなアイデアも生まれてくるかもしれませんし、そういった

取り組みを今後続けていかなければならないとの認識でございます。 

以上でございます。 

議長（矢野昭三君） 

坂本議員。 

1番（坂本あや君） 

私も職員の方々が、やはりプロではないというふうにも思っています。ですが、地域の構成のメンバーであ

るということには間違いないと思います。 

ですから当然ですね、やはりその地域に住んでいれば、皆さん、行政の職員でない方は別の仕事をしながら

地域づくりに一生懸命携わっていく。だから、行政のプロだから地域に助言をすることもたくさんあると思う

んです。またこれからはですね、そういう力がないと集落はもう持たないと思います。だって 60までの若い方

というのは、役場にたくさんいらっしゃるんですよね。ですから、もう若い方のその職場というのは役場が一

番大きな就労の場であって、地域を支える人材が非常にそろっている場所であるということだと思います。で

すから、そこにいらっしゃる方々が地域のために自分たちの身に付けた行政の知識を生かしていただけるとい

うことは、大変地域とってはありがたいことだと思っています。 

また、別な仕事をなさっている方については、やはりその先ほどおっしゃってました経営のプロではないと

いうお話がありましたけれども、地域の中には経営のプロの方もいらっしゃるかもしれない。そうしたときに

は、そうしたプロのノウハウを地域の中で生かしていただく。そういうその持ちつ持たれつの仕組みというの

が、もう黒潮町だけではないですけど、全国には必要な時期に来ているなというふうに思いますし、その核は

あくまでもやはりこの黒潮町というような小さな自治体の中でどこが担うかというと、やはり若い職場。黒潮

町役場の皆さまにこれからますます荷が掛かってくるのではないかなというふうに思っております。あれもこ

れもやれと言われて大変だなあというふうな思いを持ってらっしゃる方もあるかとは思いますが、地域の方々

もやっぱり一生懸命やっていただいております。やはり、同じ立場で仕事を進めていく、地域の集落を守って

いくということが大切な時期に来ていると思いますが。 

その中でですね、具体的な取り組みとしてなんですけれども、先ほど課長からもご心配のあった経営という

ような部分なんですけれども。私は集落活動センターというのは、県の方からすると、自分たちで収益を挙げ

て、その収益によって生産活動も行って収益を出して、その出した収益で維持をしていってくださいねという

のが大前提のものになってきてますけど、そういうことにあまり縛られる必要もないのかなと思います。 

例えばですね、今いろんな集落で夏祭りを大変にぎやかにやっていただいてます。私はね、これが一番ね、

集落活動センターの一番大事にするべき姿だと思ってるんです。ですからそこの中には収益を出して還元する
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とかいうようなことはですねあまり考えなくても、私たちの地域ではいいのではないかなと思います。 

特産品を作って売りましょうとかね、それから、いろいろな取り組みの中でどんどんどんどん集落活動セン

ターは利益を挙げてくださいねっていうふうなお話がやっぱりよく聞かれます。それはなぜかなと思うと、中

山間の集落の維持再生に向けた拠点づくりというのを県が出してますけど、その政策をつくっているのは産業

推進部の中山間地域対策課が出してますよね。それが全国知事会の中でですね、評価を受けて今回の地方再生

のモデルとかっていう形にもだんだん挙がってきてるんだと思うんですけれども。私はここであんまりね、こ

ういう産業振興っていうことをメーンに置いた集落の活センターの動きというのはね、私たち地域の中でちょ

っと危険かなと思う部分があるんです。そら、特産品を作って売れたらそれに越したことはないです。それで

みんなが潤って、そのお金で旅行へ行きましょうとかね。それから何かもっと違ういいもの買いましょうとか

ね、そういう喜びにつながっていく部分はとてもいいんじゃないかなと思うんですけど、それを目的にしたい

ことが大事なんじゃないかなと思うんですが。 

そのあたりは課長、どうでしょう。 

議長（矢野昭三君） 

総務課長。 

総務課長（武政 登君） 

経済ということをちらっと私の方から申し上げましたけれども、集落の皆さんが大勢集まって一つのことに

対してどっと盛り上がることがあれば全然それに越したこともございませんけれども、それがまあ、夏の例え

ば花火 1回で終わり、盆踊りで 1回ということではなくて、集落を維持存続していくためには、やはり小さな

経済がないと継続性が担保できないということになろうかと思います。いつまでもボランティアで、いつまで

も身銭を切ってということでは、なかなか大変になってまいりますので。農林業は確かに豊富にあろうかと思

いますけれども、一定小さなマーケットでもつくって、地区外から外へ商売を打っていく。大きく言えばそう

いうことですけれども、外貨を稼いで地域を守っていく。そういうシステムをつくらないと、地域は存続にな

らないというのがあろうかと思います。 

その考え方ですので、要は職員にしてみたら中山間のいろんな事業メニューがございます。それを地域に紹

介しながら、それをどう工夫して使っていくかといったこともまた必要になってきますので。事業をやらなけ

ればならないとか、どうとかいうことじゃなくて、困っている所へ向いて差し伸べれる事業はこんなががあり

ますよみたいなのも、また町の職員の務めかと思います。 

しかしながら、小さな経済をつくっていかないと、やはりいつまでもお金の出しっ放しでは継続性が担保で

きない。ましてや若者が地域に残っていくこともないのかもしれませんので、新たな仕事をつくる意味におい

ても集落を存続させるためには経済活動が必要ではないかということを申し上げました。 

以上でございます。 

議長（矢野昭三君） 

坂本君。 

1番（坂本あや君） 

今おっしゃったお金の出しっ放しっていう部分なんですけど。そのお金の出しっ放しっていう部分に対して

もですよね、集落活動センターの支援事業っていうのは、1年、2年、3年のうちに県が半分、町が半分で、施

設整備、それから集落支援員さんの人件費ですよね。今それ以上のものは、まだなかなか確定にはなってない

という部分があると思うんです。 

町長が先ほど説明ありました、今度新しいまち・ひと・しごとづくりの中の総合戦略ですよね。その総合戦
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略の中に今、課長の方から資金的な援助という話が出たのでお聞きするんですけれども、その資金的な援助と

いうのは総合計画の骨子の中に入ってくるんですか。 

議長（矢野昭三君） 

町長。 

町長（大西勝也君） 

再質問にお答え致します。 

骨子の段階で盛り込むことができるのかどうなのかは別にして、もう既に政策としては挙がっております。 

それから、一番心配されるのは、集活を立ち上げて 3年で独立してくださいねというのが県の主旨なんです

けれども、その際に一番経営圧迫になるのが、それまで雇用されていた支援員さんのお給料を満額継続してい

きましょうという、この人件費が一番の経営圧迫になるわけでございます。しかしながらこの集活センターの

有償支援員さんの設置が必須ではないので、例えば議員からご指摘がありました、今既に活動されている所で

すね、そういった所を、例えばこのスキームを使って、この集活で一番利用さしていただいて効果が高い設備

投資ですね、その設備投なんかをこのスキームでできるようになっております。今からの活動を継続していく

ために、尐しここで改修であったりとか、設備増強であったりがあると、もう尐し効率的に。あるいは、2 回

集まっている所は 3回にとか。そういったことで使用頻度が高まるような、あるいは活動量が増えるようなこ

とであれば、積極的に支援をする必要があると思います。 

一番は、地域の方がどういった形で合意形成をされるか。つまり、地域支援員さんはうちの地区には必要な

いねと、みんなで今までの活動を盛り上げていきましょうということでも全然集活は入るわけですから、将来

を見越したときにどこが経営圧迫になるのでという見通しは、総務課の方でしっかりと見通しをお示しするこ

とができると思います。そういった情報提供をさしていただいて、地区の皆さんがどのレベルで、集活でコン

センサスを取り付けるのか。こういったことになろうかと思います。 

いずれにしましても、通告書にも盛り込んでいただいておりますように、なかなか単一地区ではこれから地

域運営がなかなか難しいといったような所が、特に中山間の方では顕著に表れているという現状は、もう職員

一同全員共通認識であります。そういった所に、できれば単一地区ではなくて複数地区。そして一番密接な関

係が、これまで歴史的に築き上げてこられた旧小学校区単位が一番活動として望ましいのではないかというの

は、これも県の見解でもございまして。そういった枞組みの中で地区の皆さんとコンセンサスを取り付けて、

自分たちの地区に集活を入れるのかどうなのか。そして、集活を入れるとすれば、どういった活動をやってい

く組織にするのか、体制にするのか。こういったことを尐し時間をかけてやっていきたいと思います。 

総務課長も申し上げましたように、どうしても固定費が発生を致します。そうなりますと、1 円の収入もな

くということにはなかなかちょっとなりにくいのかなと思っておりますが、固定費の償却ぐらいでありますと、

まあそれほど大きな規模の経済活動にはならなくても十分なのかなと思っております。 

よって、あまり早急にがちがちの計画を組むよりも、手近なといいますか、自分たちが担保できるような活

動量からまず始めていただいて、それから尐しづつオプションを付けていくと。こういったことが大事なのか

なと思っております。 

現在、町内にはもう既にこの集活センターと同様の活動をしていただいている団体が幾つかございまして、

そういう所には、そういった主旨でご説明もさせていただければと思っております。 

議長（矢野昭三君） 

坂本君。 

1番（坂本あや君） 
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私も集落の支援というのはやっぱり、これももともとそうなんですけど、集落に合わせてというのが大前提

だと思ってるので、よそから来た人の力ももちろん借りて、いろんなアイデアも借りて、それから一緒に頑張

っていただくことというのはもちろん大事なことだと思ってるんです。ですけど、それは地区の状況によって

ですし、無理な経済活動に執着しないで、やはりできる範囲のものでいいという地域も中にはあると思ってる

んです。 

一番の目的というのは、住み慣れた地域でいつまでもお暮らしになりたいという方々の支援と、それからで

きたらですよね、地域の中で子どもや孫たちと一緒に楽しく過ごしていきたい。それから、荒廃する農地を守

りたい。この荒廃する農地を守りたいっていうことがですよね、その地域の中の小さな経済を回すというとこ

ろで大きなポイントになる部分ですよね。それがもともと今の地方創生の以前からありましたことですけれど

も、今の直販所がこれだけ大きなビジネスモデルになってきているというのは、やはりそれは小さな経済から

始まった事業ですよね。地元にある A級ではない B品の商品でもやっぱり十分おいしくて、無駄なく使えて、

捨てるものをお金に換えてくることもできる。その中で今は非常に大きな、全国的にも経済活動の拠点となっ

てきましたので、また尐しハードルが高くなっているという部分はあるんですね。地元の中から言うと。やは

り、ビジネスが大きくなれば大きくなるほど、それに対応していくノウハウをきちんと身に付けていかないと、

もう直販所でもですよね、庭で作ったものをはい出しましょうというような時代ではもうなくなってきてるん

ですよね。ここへ、今度参入していくような小さなビジネスを集落から立ち上げていこうということになると、

かなりのノウハウが必要になります。だから、これから目指すところというのは、地域内でお金を回して、地

域外に出さないということも一つ大きな、小さな経済を回す一つの仕組みだと思うんですね。 

例えば、今はですね、地域の中には病院のある所もありますけど、ほとんどの所が、美容院もない、床屋も

ない、販売するとこ、デパートもない。もう、何か無い無い尽くしみたいなような集落なような姿に見えるん

ですけど、实は地域にあるものを集めて、そしてそこを集めてくると結構商品があったりなんかして、それで

お弁当を作ったり、それからエプロン縫ったり、てごを作ったり、それは地域の中で地域の人たちが消費する

一つのものとして、動いていったりもするわけですよね。集落活動センターがこれから目指すべきところとい

うのは、一番最初の直販所みたいな、はしりの端にちっちゃなちっちゃな直販所みたいな、良心市に毛が生え

たようなですよね、そういうようなものから地域の経済を中で消費して、なるべく外に出さないようにしてい

くという仕組みを入れてやるのが、私は集落活動センターのこれからの取り組みでは非常に重要な部分じゃな

いかなと思うんです。その上で力がついてですよね、特産品ができて、外に売りに行くというようなことがで

きればいいと思うんですけど。まずは地域内で、あるものを探して、組み合わせて、商品にして、自分たちが

おいしく楽しくいただく。利活用するというところから始めると、そんなに無理なく始めていけるんじゃない

かなと思うので、ぜひ、私はこの各集落にですね、ほんとにそういう所が一つずつできればいいなというふう

に思います。 

今、ちょっとダブりますけど、あったかふれあいセンターの方に来られている利用者の方でも、商店が今ま

で地域に入ってずうっとこう回って食料品とか、それから雑貨とか卸してくれてたんですけど、そこがもうな

くなったので、一人では買い物に行けないので、あったかでお世話になりたいというような方なんかも、もう

既にまた出てきていまして。 

それで、今は中山間がほんとに目を、この事業で中山間の取り組みとしてやってますけど、实際まあ黒潮町

なんていうのはもう全部が同じような条件ですので、人が多くなれば多くなるだけ利用者も多いというような

状況になってきてますので、各集落ごとにそういう取り組みというのをほんとに入れていかないといけないぐ

らいなものになってきたなと思います。その集活は学校単位のベースで入れていくということでしたけれども、
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ほんとに今からできる所はですね、各集落でどんどんそういう取り組みを入れていかれたらいいんじゃないか

なというふうに思いますし、それがまた地域の人たちの生きがいにもつながっていくと思いますので、よろし

くお願いしたいと思いますが。 

ちょっとそのさっき町長が言われた中で、予算は入れられるか入れられないか分からないっていうことでし

たけど。そのこれから 3年間が過ぎてですね、県費と町費との半々の事業費が済んで、一番は事業で、集落の

学校が使いやすいような形になって、これから将来使えるような整備が、今回の事業で入れられると。 

でもその後に、いろんな形で、行政の方の財政支援というのは今のところ具体的にはないということでいい

んでしょうかね。 

議長（矢野昭三君） 

町長。 

町長（大西勝也君） 

集活のその4年目からの継続に対する町の支援はみたいな、そういうご主旨の質問かなと思っておりますが。

やられている事業に対してですね、将来展望をしっかりと経営収支を立てて、それぞれの個別事業について判

断をしていくことになろうかと思っております。 

そこがですね、あまりちょっと大き過ぎると、ボリューム的に。それが圧迫になろうかと思っております。

なので、スタート時点でよくよく考えて、議員と恐らく共通認識であろうかと思いますけれども、スタート切

りやすい、そういった感覚を持ってスタートを切ることも大変重要かなと思っております。そうすることで、

将来の経営圧迫要素をできるだけハードルを下げておくと。下げておいてスタートをすることが、一番の継続

になるのかなと思っております。 

尐し重複致しますが、最も経営圧迫なのがやっぱり支援員さんの人件費になっておりまして、その支援員さ

んとして特別配置をしなくても自分たちでしっかりと活動やっていけますということになって、小規模ながら

でも経済活動を行っていただければ、発生する固定費の償却なんかはそれほど大きな問題ではないのかなと思

っております。 

ただし、先ほども申し上げましたが、何かの事業をその集活のスキームでやろうとして設備投資をする際に

は、尐し事業化についての判断は行政の方で。どうしても税金でございますので、しっかりとした経営収支の

点検であったりとか、そういった事業判断はさせていただくことにはなります。 

議長（矢野昭三君） 

坂本君。 

1番（坂本あや君） 

はい、分かりました。事業化ということは、今の集落活動センターの県や町の補助というだけはなくて、こ

れからのその集落活動センターが進んでいく方向に合わせて、いろいろな事業を導入しながら支援をしていく

という結びでよろしいのかなと思って聞いておりました。 

次に移らしていただきます。よろしくお願いします。 

それでは、2 番のあったかふれあいセンターの運営についてということでお伺いします。先ほどもくどいよ

うに言いましたけれども、本当に集落活動センターと、あったかふれあいセンターの仕切りはどこにあるのか

というぐらい、よく似通った事業だなと思っておりますが。 

まず、この高知型福祉といわれる本事業への取り組みについてということでご質問するわけですが、本事業

は収益を生む事業ではないため、将来的にも地域の予算措置が欠かせないという部分ですね。これが、集落活

動センターは自分ところで一生懸命頑張って収益を出して維持しなさいねというのが今の前提でしたけども、
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今回、今の町長のお話からするとですね、私も認識あるんですけれど、そんなに無理して集落活動センターで

収益挙げなくてもいいよと。あったかふれあいセンターにお金を出すぐらいよね、もうけなくてもいいよとい

うような話だと思うんですが。 

そうなったときにですね、この集落活動センター、もうない所もありますし、あったかふれあいセンターの

独自の運営というのはどうなっていくんでしょうか。 

議長（矢野昭三君） 

健康福祉課長。 

健康福祉課長（宮川茂俊君） 

それでは通告書に基づきまして、坂本議員の一般質問の、あったかふれあいセンターの運営についてのマル

の 1番ご質問の、あったかふれあいセンター事業の今後の取り組みの継続の方向性についてお答えします。 

あったかふれあいセンター事業につきましては、ご存じのとおり平成23年 6月にあったかふれあいセンター

こぶしを開所したことを皮切りに、平成 24年 6月に北郷を、また、平成 25年 10月によりあいを開所し、現在

3 カ所のあったかふれあいセンターの運営を行い、地域福祉の向上、高齢者福祉の向上などを目標に取り組み

を進めているところです。 

本町でのあったかふれあいセンターの位置付けにつきましては、平成 23年度に策定をしました黒潮町地域福

祉計画で出された、本町の福祉に関する 13の課題を解消するための施策として導入を図り、事業を推進してい

るもので、住民の皆さまが住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるよう、現在、高齢者福祉、地

域福祉の主軸の事業として取り組みを進めているところでございます。 

さて、ご質問の将来の取り組みの予定につきましては、将来の黒潮町の状況、住民の皆さまのニーズの変化

が予想できないところではありますが、引き続き住民の皆さまのニーズがあり、また、高齢者を取り巻く状況

の変化等にも対応できる事業であり続けることができるようでしたら、現時点では可能な限り存続させていく

ため、予算措置につきましても検討をしていきたいと考えております。 

以上です。 

議長（矢野昭三君） 

坂本君。 

1番（坂本あや君） 

ありがとうございます。存続していくということでございましたので。 

私もね、これはどちらかというと、集落の集会所が大体単位ぐらいで動いていくのかなというふうに思って

るんですけれども。中には集落活動センターと一緒になっている所などもありますけれども。センターを置け

ない所はサテライトという形で、今も实施をしていただいています。今年が三浦地区と、それから馬荷地区。

蛎瀬ですね、馬荷というよりは。蛎瀬地区の 2カ所がですね、サテライトとして運営されています。この利用

の状況というのはですね、非常にどこへ行っても人気が高いと思います。 

それで、ここで私が何回か入らせていただく中で思うのはですね、やっぱり人の中でお元気になられる方が

大変多いなあということでした。今年は、私が行かせていただいたのは馬荷小学校跡と、それから北郷の小学

校跡の夏休みにも行かせていただいたんですけれども、非常に子どもたちがですね、どちらもたくさんかかわ

ってくれています。馬荷は当然学童がありますので、日常的に夕方には子どもたちが帰ってくる。でもその間

にはですね、利用者の方はお帰りになるので、尐しスライドがあるというような形なんですけれども。夏休み

には、やはりその同じ施設を使っているので合同で事業をやったりしまして、非常に、カレーなんかを作って

一緒に食べたりとか、いい事業だと思いました。 
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そして、北郷では総勢 58人いらっしゃいました。子どもと高齢者と。それのおそうめんを作ったり、てんぷ

らを作ったりとかいう形で、ほとんどボランティアの方がですね、ずうっと一生懸命作ってくださって、自分

所の野菜を持って来て、これで何か作ろうかしらというような形で支援をしてくれてます。それもちゃんと、

きちっと何らかのお礼はするとか、買い取りをするとかいう形での対応はしていただいてますけれども、なか

なか経営は大変だなと思います。 

それと、ですから、この事業続けていくためにはどうしてもやっぱり町の覚悟がないと、じゃあみんなボラ

ンティアさんたちで一生懸命頑張ってねって言うだけではいけないと思いますので、そのあたりのことについ

てはこのほかにも支援というのを考えていらっしゃるのか。 

お答えいただけたらと思います。 

議長（矢野昭三君） 

健康福祉課長。 

健康福祉課長（宮川茂俊君） 

坂本議員の一般質問にお答えします。 

議員の方は予算措置についてご心配をしていただいておると思いますので、予算措置について若干説明をし

ていきたいと思います。 

現在、3 つのあったかふれあいセンターの予算措置につきましては、一つのあったかふれあいセンターで、

基本的にスタッフを 3名雇用して運営することとしております。そのため、本町では 1カ所当たり約 1千万円

前後の予算措置が必要な状況です。そのため、平成 27年度の当初予算では総額 2,957万円の予算を確保させて

いただいております。 

あったかふれあいセンター事業につきましては、基本的に高知県からの 2分の 1の補助により事業を实施す

ることとなっておりますが、過疎債を充当して实施することも選択できることとなっておりまして、本町にお

きましては過疎債を充当して实施することとしております。この過疎債につきましては、今後策定予定であり

ます平成32年度までの過疎計画に記載される予定であり、将来の予測はできないところではありますが、平成

32年度までは過疎債の対象事業で实施できるものと考えております。 

議員がご心配されますように予算的な問題はあるところですが、将来につきましても、この事業がより効率

的で、これより有利な事業がなく、また、住民の皆さまのニーズも引き続きある場合は予算の確保について検

討を行い、事業の継続に向け検討をしていきたいと考えております。 

以上です。 

議長（矢野昭三君） 

坂本君。 

1番（坂本あや君） 

ありがとうございました。 

大変な事業になるし、個所が増えればそれだけいろんなことで大変なことになるとは思いますけれども、や

はりやらなければならないことはやらなければならないと思いますので、どうぞ頑張ってください。お願いし

ます。 

それとあと、ちょっと今のと似てしまいますけれども、集会所とか、学校跡とか、国保の保健福祉支援セン

ターで实施されていますけれども、NPO の方にお願いしたりとか、社協さんにお願いしたりとかいう形で今は

運営されていて、地域に出ていっていただいてるんですけれども。 

その専用の施設を使うわけではありませんので、やはり仕事をする限りは、その環境の整備というのは、私
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は役場の義務ではないかなと思うんですけれども。そのあたりについてお伺いしたいですが。 

（健康福祉課長から「2番目」との発言あり） 

2番目です。すいません。 

議長（矢野昭三君） 

健康福祉課長。 

健康福祉課長（宮川茂俊君） 

それでは通告書に基づきまして、坂本議員の一般質問のあったかふれあいセンターの運営についてのご質問

のマルの2番のご質問、あったかふれあいセンターの環境整備についてお答えします。 

あったかふれあいセンター事業につきましては、住民の皆さまのニーズにも応えやすく、また、地域福祉や

高齢者福祉の向上のため、効果的で取り組みやすい高知県の補助制度であると考えております。 

しかしながら、この高知県あったかふれあいセンター事業につきましては、施設の新設や改修、備品の購入

など、ハード整備については補助の対象にはなっておりません。このため、あったかふれあいセンターで利用

する施設につきましては、他の補助事業により環境を整備するか、または、ほかの事業で整備を行った施設な

どを活用することが効率的であると考えております。 

このような状況であるため、今議会でも一般会計の補正予算として提案させていただいております介護予防

等サービス拠点整備事業を導入して、あったかふれあいセンターよりあいの空調整備を行い、利用者の皆さま

の環境改善に努めることとしております。 

また、あったかふれあいセンターこぶしにつきましては、現在は黒潮町国保保健福祉支援センターの 2階の

廊下部分などで運営をしておりましたが、集落活動センターの活動をしている黒潮町佐賀北部活性化推進協議

会のご厚意により、両事業が密接に連携することとして、集落活動センターとして利用を予定している旧拳ノ

川保育所に移転する協議も行っており、準備が整い次第、移転する計画となっております。 

あったかふれあいセンター事業につきましては、ハード整備に関する事業費が補助対象とはなっておりませ

んので、このように他の事業の活用により環境整備に努めたり、ほかの事業との連携を図ることにより、あっ

たかふれあいセンターの環境を改善するよう努めているところですので、ご理解を賜るようにお願いをしたい

と思います。 

以上です。 

議長（矢野昭三君） 

坂本君。 

1番（坂本あや君） 

すいません、併せて聞いたらよかったんですけど。 

今、センターの施設整備についてお答えいただいたと思います。サテライトについてはいかがでしょうか。

これからですね、すぐにセンターを設置できる所と、それから、要望があってサテライトで運営していく所が

増えてくるんじゃないかなと思います。 

今運営しているNPOさんなんかにしてみても要望個所が非常に多くて、何とかそこに対応していきたいとい

うような思いを持って計画を進めていかなければならないような議論もされていると思いますが、そのあたり

で、町の支援というのはどのように考えていかれるのでしょうか。 

一つ困ったのは、馬荷小学校で今サテライトをやっていただきました。非常に暑くて、熱中症になったらど

うしようかということで、水をまいたり、氷を入れたり、それから風が吹かないのでどうしようとか。とにか

く暑さ対策で困りました。ほんで、課長に言ったら、集会所には冷房が入ってるから集会所使ったらいいんじ



 122 

ゃないかと言うけど、入ってないんですよね。全部に。とっても困ったんです。やっぱりそういうところをや

っぱり考えていっていただかないと、尐し難しい面が出てくるのかなと思っております。 

議長（矢野昭三君） 

健康福祉課長。 

健康福祉課長（宮川茂俊君） 

坂本議員の一般質問にお答えします。 

まず、サテライトを实施する際の基本方針について、お答えをしておきたいと思います。 

あったかふれあいセンターとしてサテライト事業を实施する場合は、まず地域にニーズがあること。続いて

地域全体として受け入れることができること。なおかつ、地域の利用者の皆さまにご迷惑をお掛けしない環境

があることが前提となるものと考えております。 

特に、議員がご指摘される環境整備につきましては、サテライト事業を实施するためにあったかふれあいセ

ンター事業の中で、空調整備などの環境整備を図りながらサテライトを行うこととなるとハード整備が補助対

称とならないため、各地域において一般財源により環境整備を図りながら实施しなければならないこととなり、

財政的な負担も大きくなるため、課題を残すこととなると考えます。 

このため、サテライト事業につきましては、基本的に先ほども申し上げましたが、有利な補助事業の導入を

図り環境整備に努めていくか、環境面において懸念が尐ない他の施設を利用するか、または利用者の皆さまの

健康被害等の心配のない季節に实施することが、誠に申し訳ないんですが基本的な方針になると考えておりま

すので、ご理解をいただきたいと思います。 

以上です。 

議長（矢野昭三君） 

坂本君。 

1番（坂本あや君） 

1 点気になったんですけど、環境にいい季節に实施するということですけれども、これはちょっとね、いか

がなものかなと思うんですよ。やっぱり始められたらですね、やっぱり続けていくっていうのは大事なことで。

で、今回、馬荷がありませんでしたので、ちょっと職員さんたちとも相談したんですけれども、北郷は環境整

備ができてますので、そことの交流を含めてですね、空いているときに利用するとかね。そういうのをやって

もいいのかもしれないねっていう話はしましたけれども。やはり、基本的に整備を考えた上で、实施していか

なきゃいけないんだなということが思いました。まあ馬荷の場合は集落活動センターで整備を入れていただい

たら、多分、空調は付くんだろうなと思っておりますので、まあ来年か、再来年ぐらいには何とかなるのかな

というふうに期待もするところでございますけれども。 

とにかくやっぱり、体力的にやはり弱い方を受け入れる施設であるということが、まあ今の場合非常にあり

ますので、その環境整備には十分注意しながらですね、やっていただきたいなと思いますが。 

議長（矢野昭三君） 

健康福祉課長。 

健康福祉課長（宮川茂俊君） 

ぜひ議員にもお願いもしたいところでありますが、環境面でまた心配な状況でしたら、また声も掛けていた

だきたいと思います。 

馬荷の旧小学校の環境整備につきましては、先ほど議員の方からもお話がありましたが、集落活動センター

の導入を考えているというお話をいただいております。当然、集落活動センターが導入されますと、拠点とな
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る施設の環境の整備は行われるものと、そのように理解しております。 

従いまして、あったかふれあいセンターで急いで環境整備を行い、不十分なものができるより、集落活動セ

ンターの中でしっかりとした環境整備を行う方が、将来的なことを考えますと有利であるというふうに考えて

おりますので、本当に利用者の皆さまには申し訳ないと思うところではございますが、しばらく辛抱をお願い

したいと、そのように考えております。 

以上です。 

議長（矢野昭三君） 

坂本君。 

1番（坂本あや君） 

それでは2番については以上で、3番に移りたいと思います。 

この取り組みについてですけれども、今課長の方からも言っていただきましたが、私も分かる範囲は一生懸

命勉強してからいろんなっことをやっていこうとは思っています。でもですね、やはり現場を知るということ

が仕事の上でほんとに大事なことだと思います。忙しい中ではありましょうけれども、やはりその現状を見て

いただくということ。 

それから、そこで生の声を聞いていただくとですね、予算をつけるにもよね、自信を持って、よしこれはや

るんだという気持ちでですね、予算をつけていけると思うので、その实情を見るということについて、お伺い

したいと思いますが、いかがでしょうか。 

議長（矢野昭三君） 

町長。 

町長（大西勝也君） 

それでは、坂本議員の質問にお答え致します。 

健康福祉課長の 1問目の答弁と尐し重複致しますが、ご理解いただきますようよろしくお願い致します。 

ご承知のとおり、あったかふれあいセンターの取り組みは、単に地域に集う場所をつくりましたということ

ではなくて、平成23年度に、過疎化の進む、主に中山間地域へ入らせていただいて、地域住民の皆さまとの意

見交換を踏まえ、策定委員の皆さまにお世話になりながら策定を致しました黒潮町地域福祉計画に基づくもの

でありまして、その策定過程において抽出されたさまざまな地域福祉課題を包括的に解決する一つの手段とし

て实施しているものでございます。 

なお、健康福祉課長の方から控えめな答弁でございまして、尐し補足させていただきますと、この本計画に

先駆けまして構想を致しました、あったかふれあいセンターを核とした高齢者福祉モデル。こうった構想を有

しておりまして、このモデルの内容も色濃く反映されている計画でございます。当町の福祉分野における核と

なる福祉施策と、まあこういった位置付けをさせていただいています。 

ただ、その構想に基づく全町カバーするネットワーク構築には、今しばらく時間が必要でございます。事業

拡大が必要でございますが、今後予定しております事業拡大が行われた後も、財源措置も含め、積極的な継続

の方向で検討していきたいと考えております。 

なお、ご質問にあります地域福祉計画も平成 23年度の策定でございまして、その後一定年数も経過している

ことから、地域ニーズの再度の把握も必要な時期であると考えております。ご指摘いただきましたように、積

極的に機会を設け把握に努めてまいりたいと考えます。 

議長（矢野昭三君） 

坂本君。 
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1番（坂本あや君） 

私もほんとにこれはこれからの福祉、それから地域づくり、併せて大変大事な事業だと思っています。 

それで、今町長の方からですね、やはりこの事業の骨格となるものは中山間を中心として行われてるという

発言がありましたけれども。 

私、实はですね、ちょっとこの間もちょっと調べてみたんですけど、实際にこのあったかふれあいセンター

的なものを必要とする方々というのは、もう町内全部にいらっしゃいます。入野地区でしたら、よりあいが中

心になってやってますけれども、そこはもう手狭になってきています。それで、それから介護ですよね。介護

の部分でですね、これからどんどんどんどんそのあったかふれあいセンター的なものを活用しなければならな

いという方々が増えてきます。これはもう現实で。それからこの間も、あったかに来られた方は、やはり尐し

認知が出てこられていますので、ご家庭でずっと見るというのはとても大変だと。でも、ある程度いろんなこ

とはできるので、尐しサポートをしてあげることによって、その家族の負担というのもすごく減るわけです。 

それで、あったかふれあいセンターですと一日に 500円ですね。お食事を含めておやつ、それからいろいろ

な事業。それから貼り絵をしたりとかね。500円なんですよ、1回ね。それでお食事もいただけるし、それから

おやつもあって、お話もできる。それから、しりとりをしたり頭のトレーニングをしたりとか、そんないろい

ろができているんですけれども。やっぱりそういう所というのは非常に活用が多くなってくるというのはもう

あると思います。それで欲しいのは、入野地区なんかも本当はもっと行ってみたいという人はいると思うんで

す。でも、今はなかなか一遍にはできないので今の状況になってると思うんですが。サテライトであるとか、

センターでの利用者、希望者っていうのは、これからどんどん増えてくると思うんです。だから、お時間をい

ただきたいと言われて、はいそうですかというて、なかなかうんと言いにくいところがそこにあるんですけれ

ども。 

やはりこう現状を見てですね、やはりどこまでをやっていかなきゃいけないのかということを、ある程度線

引きをしていかなければいけないんじゃないかと思うんですけど、そのあたりはいかがですか。 

議長（矢野昭三君） 

町長。 

町長（大西勝也君） 

再質問にお答え致します。 

自分たちが思っているあったかふれあいセンターを核とした黒潮町の高齢者福祉モデルの計画では、施設数

においては約、今のところがちょうど半分です。町内 6カ所のセンター設置で全町カバーできるネットワーク

を構築できると自分たちは判断しておりまして、それぞれのセンターがサテライトを持っていただくと。単純

に 2カ所持っていただくと、センターを含めて 18カ所。3カ所ずづサテライトを持っていただくと、4×6＝24

で 24カ所と。そういった考えの下で、6カ所程度のセンターの配置で全町が網羅できる一つのネットワークが

できるであろうと、自分たちは構想の中では判断をしております。 

その中で、一番利用規模の多いのはですね、間違いなく人口密集地であろうかと思っております。佐賀であ

りますと、旧佐賀地域。それから、この旧大方で言いますと入野地域ということですが。もともとのこの地域

福祉計画策定の際に抽出した課題が幾つかございます。 

健康福祉課長からありましたように、主な課題というのは、大項目で 3つに整理をさせていただいてそれぞ

れに幾つかぶら下がっていまして、13個の自分たちが考える地域福祉の課題がございます。 

これらの中には、何らかの手だてが講じられなくても、尐なくとも誰かが誰かを見守っているっていう環境

整備が絶対に必要であるという、自分たちのまず大前提がございまして。それを考えたときには、人口密集地
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域よりも、お家とお家の物理的な距離が遠い、居住地としては尐し疎になっている中山間へ先行的に入れるべ

きであろうという判断の下で、例えば北郷であったり、例えばこぶしであったりと、こういったことになって

おります。 

よりあいのあったかふれあいセンターの意向については、議員もうご承知のとおりだと思いますので、答弁

は割愛させていただきますけれども。今後も、その人口密集地域にセンターの配置をしないということではな

くて、いかなるセンターの配置とサテライトの運営が、町全体をカバーする福祉のネットワークとして効率的

かつ効果的なのかと。こういった判断基準に基づき、今後も計画を進めてまいります。 

よって、今の段階で、あったかふれあいセンターを核としたネットワークモデルが完成したという段階には

至っておりませんので、また引き続き今後も努力をしてまいります。 

議長（矢野昭三君） 

坂本君。 

1番（坂本あや君） 

今からやはり全町に向けてネットワークを広げていくというご答弁でしたけれども。 

その中で、一つ気になっていることがあるのは、やはりスキルの問題です。やはり高齢者福祉、それから特

にあったかふれあいセンターというのは、多機能なノウハウが必要な部分ですよね。例えば、障がい者の方を

受け入れる。子どもたちを受け入れる。高齢者を受け入れる。その他さまざまな方々がご事情によって活用が

できる。それは健常者であるとか、高齢者であるとか、障がい者であるとかという区別はない場所です。だか

ら、そこを運営していく中でのこのスキルアップというのも非常に大事なことで。それをやはり行政が補完し

てあげないととても大変なんですね、その活動する方に対しては。 

今、福祉計画をこの間いただきました。15年の 3月ですけども、このときにある介護福祉の事業区分でさえ、

読んでみたら53のサービスが作られてますよね。これくらい福祉っていうのは、きめ細かくその人に合わせて

サービスを实施していかないと、逆に言うと負の原理が働くときがあるんですよね。やはりそういう事例って

いうのが、ここでこういう対策を取っておけば、この人はまだしばらく地域の中でお元気でいらしたのに、こ

こでこういう取り組みがなされたことによって、地元で暮らせない状態になったりとかいうことも下手をする

とあるわけですよ。だから、そういうことについては行政が支援をしっかりして、やはり専門家をきちっと雇

っていくことが大事だと思います。 

で、一番私、高齢者の方々と触れ合う中で、もうすぐ私も高齢者の仲間ですけど、やっぱり機能回復とかね、

食べられないことが食べられるようになったとかね。そういうことが一つでもできるようになると、それをき

っかけにどんどんどんどんお元気になられるがですね。 

最初、あったかふれあいセンターに病院から帰ってこられた方が非常に無表情でした。しかし、そこでご飯

を一緒に食べたり、それから子どもたちと一緒に遊んだりする中で、その方が大きな声でカラオケをがんがん

歌うようになるとかね、やっぱりすごく変化が出てくるんです。でもそれは、いい方向ばっかりにはなかなか

いかないこともあるんです。で、毎日見て、ある程度周期的に見ていれば。 

（議長から「質問時間終わりました」との発言あり) 

延長お願いしていいですか。 

（議長から「どうぞ。何分ですか」との発言あり） 

1割ですから 3分ですね。2分。 

そういうことがありますので、そこを非常に大切にしていかないと、任せたらいいわ、作ればいいわではで

すね、やはり福祉だとか、そのケアということについては非常に難しいと思っています。理学の専門家の方を
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やはりお雇いになって、やっぱりそういうことを相談できる場所をつくって、やはりそこに携わっていただけ

る方なんかによね、やっぱり不安がないように支援をしていくということも、やはり行政の仕事ではないかと

思いますが。 

そのあたりはいかがですか。 

議長（矢野昭三君） 

健康福祉課長。 

健康福祉課長（宮川茂俊君） 

再質問にお答えします。 

議員がおっしゃられることはすごくよく分かりますが、1 点注意をしておいてほしいところがありまして。

すべてがあったかふれあいセンターの事業で賄えれるものでありませんので、やはりあったかふれあいセンタ

ーのネットワークとともに、介護施設とのネットワークづくりであったり、連携であったりていうところもす

ごく大切なところになろうと思います。 

あったかふれあいセンターは基本的に今の位置付けでしたら、介護の必要のない高齢者の方を中心として集

まっていただくという基本的なスタンスを持っております。要介護状態が上がっていくと、それぞれ専門職が

いたり、専門の機関があったりしますので、その専門の事業者と連携を取りながら、高齢者福祉の推進に向け

て取り組んでいきたいと考えます。 

以上です。 

議長（矢野昭三君） 

坂本君。 

1番（坂本あや君） 

私がその現場を見てもらいたいという意味はですね、確かにその専門家も確かに必要です。でも、あったか

ふれあいセンターの場合は、完全な専門家の方ばかりが携わってるわけではありません。中には専門職の方も

いらっしゃいますけれど。やっぱりそういった中で、そこの現状の状況をやはりきちんと、ボールの受け渡し

をしながらですね、一人の方の支援に当たっていくということが大事だということを申し上げています。 

そのことについては、やはりそのスキルを教えていただけるというところは、やはり行政がきちんとフォロ

ーしていかなければいけないのではないかということです。それをやっていただく限りは、やっぱりそこはき

ちっと責任を持つ部分が行政にはありはしないかということです。 

議長（矢野昭三君） 

健康福祉課長。 

健康福祉課長（宮川茂俊君） 

再質問にお答えします。 

先ほども答弁もさしていただきましたが、平成 27年度の補正予算で实施しようとしている介護予防等サービ

ス拠点整備事業の中でも、スキルアップの研修であったりも企画もするようにしております。当然、議員のご

指摘どおり、スキルアップについては力を入れて取り組んでいきたいというふうに考えておりますので、ご理

解をいただきたいと思います。 

以上です。 

議長（矢野昭三君） 

坂本君。 

1番（坂本あや君） 
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ぜひ現場の声を聞いてですね、尐しでも良くなる方向で、みんなが満足してやってる人も、利用者も、良か

ったなって言われるような实施をお願いしたいと思って終わらせていただきます。 

延長ありがとうございました。 

議長（矢野昭三君） 

これで坂本あや君の一般質問を終わります。 

次の質問者、浅野修一君。 

12番（浅野修一君） 

失礼します。浅野でございます。 

ちょっと、のどをやられておりますのでお聞き苦しいとは思いますが、通告書に従いまして一般質問の方を

始めさせていただきたいと思います。 

まず質問事項 1番と致しまして、子ども・子育て支援についてでございますが。 

このことにつきまして、黒潮町のみならず全国の市町村の抱える課題に尐子化問題がございます。このこと

は国の存続をも脅かす国レベルの大きな問題であるとし、平成 24 年 8 月、子ども・子育て関連 3 法が成立致

しまして、今年 4月には、子ども・子育て支援新制度が本格施行されました。これを受け黒潮町としてどのよ

うに取り組むのか、今後の対応と見解を問うという部分でございますが。 

まずカッコ 1の方ですが。小 1プロブレム、中 1ギャップがクローズアップされておりますが、町としての

見解を聞くということでございます。 

自分もこの小 1プレブレム、中 1ギャップ、また横文字かというふうな思いで目にしたことでございました

が。ケーブルテレビご覧の視聴者の皆さまもございますので、かいつまんで小 1プロブレム、中 1ギャップに

ついてお話させてもらいたいと思います。 

小 1プロブレムというのは、小学校入学直後、遊びから学びに生活の中心が変わり、幼児教育から小学校教

育へ指導が一変する段階を乗り越えられないために起こる問題と解説しております。この内容としては、ほか

にもいろいろな問題を抱えておるわけですが。 

また、中 1ギャップにつきましては、中学校入学後に学習や生活面での大きな環境変化に適応できず、不登

校やいじめが増加する減尐を言い、ギャップには 2 つあり、1 つは小学校ではなかった問題行動が中学に入る

と急増するという現象としてのギャップ。もう 1つは、学校の制度や指導の方法が大きく変化するという環境

のギャップであるといわれております。 

この問題はどこの市町村の学校でも大きな問題となっておりますが、これにつきまして町としてのご見解を

お聞きしたいと思います。 

議長（矢野昭三君） 

教育長。 

教育長（坂本 勝君） 

それでは通告書に基づきまして、浅野議員の、子ども・子育て支援の中の小 1プロブレム、中 1ギャップに

ついてのご質問に答弁をさせていただきます。 

議員からもご説明がありましたけれども、まず、小 1プロブレムにつきましては、小学校入学後の児童が学

校生活に適応できないために起こす問題行動のことであり、具体的には、教師の話を聞かない、指示どおりに

行動できない、あるいは勝手に授業中に席を立つなど、授業が成立しない状態に陥っていくこともあります。 

また小 1プロブレムの発生原因としましては、家庭におけるしつけや、児童自身の自分をコントロールする

力の弱さなどが指摘をされております。 
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次に、中 1ギャップですけれども、小学校から中学校 1年生になった際、児童が心理的にあるいは学習面な

どにおいて被るギャップと、それに伴う精神的なショックのことを言い、学力の低下や、不登校になることも

ございます。原因としましては、小学校のときにはあまり見られない、先輩、後輩の関係が生じることや、異

なった小学校から集まった生徒同士による人間関係、さらに、小学校に比べて勉強の難しさが増すことなどが

原因と考えられております。 

黒潮町におきましては、先日、町内小学校 8校に、昨年度と今年度における小 1プロブレムと思われる事例

の有無を確認を致しましたした。各学校でそのような事例は発生をしていないとの回答がございました。ただ、

1 校からは児童の特性による立ち歩きや、生活習慣の変化から小学校のリズムに慣れるまでに時間を要した児

童がいた、との回答もありました。 

このように、現在のところ、この問題が黒潮町の小中学校におきまして特に大きな問題となっているという

ふうには考えておりません。 

しかしながらこの 2つの問題は、どこの学校でも起こり得る問題であり、双方に共通していることは、進学

時の環境の変化に対応し切れないことが原因でございます。このため、保小中が連携を密にし、子どもたちを

つなげていくことが重要であろうと考えております。 

具体的な対策としましては、園児や児童の引き継ぎシートの活用や、保育所、小学校相互間の訪問による子

どもの特性などの把握や情報交換、さらには、スクールソーシャルワーカーやスクールカウンセラーとの連携

などにより、防止に努めているところでございます。 

中 1ギャップ対策も、基本的な対策は同様となりますが、小学校 5年生では、中学校区ごとに全員での宿泊

合宿を行い、6 年生では一日体験入学、さらに中学校入学直後の 5 月の宿泊研修など、継続した取り組みによ

り仲間づくりを進めているところでございます。 

このように、この件につきましては子どもたちの確かな成長のための重要な課題と認識しており、これらの

防止のため、引き続き保小中および、保護者や関係機関と一層の連携を図り取り組んでまいりたいと考えてい

るところでございます。 

以上です。 

議長（矢野昭三君） 

浅野君。 

12番（浅野修一君） 

ありがとうございます。 

今のご答弁によりますと、特に小学校中学校で問題はないようですが、1 校で尐し心配な所があるというふ

うなご答弁だったと思います。 

今のお話の中にスクールソーシャルワーカーについてご発言がございましたが。スクールソーシャルワーカ

ー、現在1名と承知しておりますが、間違いございませんか。 

議長（矢野昭三君） 

教育長。 

教育長（坂本 勝君） 

黒潮町には現在、スクールソーシャルワーカーを 2名を配置をして各学校を担当しております。 

以上でございます。 

議長（矢野昭三君） 

浅野君。 
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12番（浅野修一君） 

申し訳ありません、ありがとうございました。2名ということで。 

中学校 2校、小学校 8校に対して 2名ということで、多いのか尐ないのか、ちょっと疑問も残るところでご

ざいますが。今後、社会事情と申しますかいろんな環境も変わってまいりまして、いろんな場面がまた出てく

ると思います。その折にはスクールソーシャルワーカー増員であるとか、またその補助的なものですね、そう

いったものもお考えの中に入れていただければと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

それで、お話の中で、保育園、小学校、中学校っていうお言葉もあったように記憶しますが。保育園と中学

校との交流であるとか、保育園であれば小学校とでございましょうか。ほんで、小学校であれば中学校とであ

りましょうか。どういった取り組みというか交流をされているのか、もう尐し具体的にと申しますか、保育園

と小学校の部分がちょっとなかったようにも思いますのでお願いします。 

議長（矢野昭三君） 

教育長。 

教育長（坂本 勝君） 

保育所と小学校の具体的な連携についてはということでございますけれども。特に子育てについてはですね、

家庭の役割ということが非常に重要になってこようかというふうに思っております。、黒潮町では例年県の補

助事業を活用致しまして、保育所、それから子育て支援センター、そして小学校、これは保護者を対象として

おりますけれども、保育士あるいは教職員が参加をすることもございます。こういったことで、家庭教育に関

する講演会あるいは学習会を開催をしております。講師を呼んで学習をする場合もございますし、具体的には、

26年度につきましては合計 10回の学習会を实施をしているところです。 

また、支援の必要な児童等もございますので、そういったことを含めてその中で必要であればですね、各学

校に配置をされた学習支援員、そういった者が対応していくということにもなります。 

取り組みの一例ですけれども、以上でございます。 

議長（矢野昭三君） 

浅野君。 

12番（浅野修一君） 

ありがとうございます。 

今の答弁で学習会、26年度で 10回というふうにお聞きしましたが、保育園が 4園、小学校が8校ですかね。

合同でというふうなことでよろしいですか。分かりました。 

この回数にしましても、年のうちの 10回、各校年間 1回ぐらいのペースではないかと思いますので、そのへ

ん年に 1回交流があったからといって、果たして子どもたちの心の輪といいますか、つながりができるかって

いうふうなところではちょっと不審にも思う点もございますので、そのへん回避するといいますか、年間の計

画のもう尐し充实の方もお願いできたらと思いますが、いかがでしょうか。 

議長（矢野昭三君） 

教育長。 

教育長（坂本 勝君） 

お答えを致します。 

今ご説明をしましたのは、町が主体で行っております家庭支援学級というものでございます。その授業の合

計の回数が 10 回ということでございますけれども。当然、保育所単位あるいは小学校単位、特に保育所であ

れば保護者会等の中でもですね独自の学習会を行っておりますし、また同様に小学校でも行っております。ま
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た、保育所と小学校の保護者というのは、両方に子どもさんがおられるということもございますので、そうい

った中で両方の学習会に参加するということもございます。 

そういうことで、学校単位、保育園単位等の学習会を含めれば相当の回数にもなってくると思いますし、で

きるだけこういった勉強の場を設けていく、学習の場を設けていくということで今後も取り組んでいきたいと

いうふうに考えております。 

以上です。 

議長（矢野昭三君） 

浅野君。 

12番（浅野修一君） 

ぜひ今後とも回数を増やすなり、内容を充实させるなりといった方向でお願いしたいと思います。 

カッコ 1の部分についてはこれで終わります。 

続きまして 2番目でございますが。保育所における 3歳児を中心とした職員配置の改善計画はあるか。あれ

ばどのようなものか、という質問でございますが。 

先ほども申し上げました、今年 4月に子ども・子育て支援新制度の方が本格施行しておるわけでございます

が。その中で、国の方も 3歳児を中心とした職員配置の改善を考えておられるようです。これにつきましては

自分も前々から思ってたことではあるんですが、子どもを保育するに当たりまして、その受け持ち人数といい

ますか、担当する保育士さんの人数に対しましてちょっとこう多過ぎるというふうな、一人当たりの受け持ち

が多過ぎるというふうな受け止めをしちょうわけですが。 

国の方の今回の新制度の部分では、3歳児を 20人クラスを 15人クラスというふうなことも出てると思いま

す。その他の 1歳児についても、6人のところ 5人であるとか、いろいろこう改善すべきであるというふうな

方向性が出てるわけですが。 

そのへんにつきまして、町としての職員配置のその改善計画の方をお聞きしたいと思います。 

議長（矢野昭三君） 

副町長。 

副町長（松田春喜君） 

それでは浅野議員の一般質問の保育所の職員配置について、通告書に基づきましてお答えを致します。 

浅野議員の言われるとおり、子ども・子育て支援制度の中で 3歳児の保育士の配置につきまして、民間保育

所の場合、児童 15名に保育士 1名の配置を行った場合に給付費の加算があることになってございます。現在、

3 歳児を中心とした職員配置の改善計画はございませんが、黒潮町の 3 歳児の配置基準がございまして、国基

準の 20対 1となってございます。 

各保育所の3歳児の児童数は、佐賀保育所が要支援児童 1名を含む13名に対しまして、加配保育士を含む保

育士が 2名。くじら保育所が要支援児童 1名を含む 8名対しまして、加配保育士を含む 2名。大方中央保育所

が要支援児童 1名を含む 26名に対しまして、加配保育士を含む保育士は 3名。南部保育所は要支援児童 1名

を含む 3名と 1歳児 3名、2歳児 3名の混合に対しまして、加配保育士を含む 2名という状況でございます。 

9月 1日の現在の児童数で 20対 1と 15対 1で全保育所の保育士数の試算をしましたところ、黒潮町として

は変動がない状況でございます。よりきめ細やかな、児童一人一人に配慮できる保育できる保育を行うために、

受け持ち児童数を尐なくして保育士を多く配置することは理想的ではありますが、各保育所が小規模であり児

童数も尐ない現状でありますので、子ども・子育て支援制度が施行されるようになりましても、直ちにその基

準に改正を行うことは難しいというふうに考えております。 
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以上でございます。 

議長（矢野昭三君） 

浅野君。 

12番（浅野修一君） 

ありがとうございます。 

他の市町村と比較しますと、黒潮町の場合はまあまあかなというふうな受け止めでございます。と申します

のも、0 歳児、01（ゼロイチ）とかっていうふうに言うらしいがですが。まあ 0 歳児の場合ですね、中央保育

所と佐賀保育所の方で受け入れの方をされておるとは思うがですが。 

その場合に、保育園の定員の中にその、おおむね 3名に 1人の保育士を配置というふうなことがあろうかと

思います。ただですね、おおむねという部分がありますんで、一時的には 4 名を見たりとか、0 歳児ですよ。

瞬間的ではあるとは思うがですけど、そういった場面があるらしいです。皆さん、ようく考えていただいたら

と思うがですが。实は自分もこの 6月に孫ができまして、来てからよう見るがですけど。1人の孫を見るのに、

じいちゃんばあちゃん、孫を放たって行かれたら大事ながですよ。 

それを思えばですね、0 歳児の子どもさんを 4 人見るという場面があることを許すというか、そのことはち

ょっと難があるんじゃないかというふうに考えるわけですが。どうでしょうか。 

議長（矢野昭三君） 

副町長。 

副町長（松田春喜君） 

お答えをします。 

先ほどのお答えの中で、それぞれの保育所の児童数と要支援児童等もそれぞれの保育所におります。そのこ

と等を考えますと、一定のやっぱり基準を基に保育士の配置をしなくてはならないというふうに思っておりま

す。 

先ほども言いましたが、きめ細やかな保育ということで受け持ち人数を下げることは可能ではあるかと思い

ますが、实際に人件費等の経費のこともございます。そこも考えながら児童数と職員配置は国基準をまず基準

として行っていきたいというふうに考えますので、ご理解をお願いしたいというふうに思います。 

以上です。 

議長（矢野昭三君） 

浅野君。 

12番（浅野修一君） 

国が申すとおりにやっておけばいいというふうに聞こえるわけですが。 

子どもからしてですね、今副町長さんが言われたように、基準どおりお預かりしてるから問題はないとされ

ておるわけですが。子どもからしましても、3 名の赤ちゃんが 1 人の保育士さんにどうやって保育されようが

やろうって、まあ子どもさんなりに気持ちというかあれはあるわけですので、どんなふうに感じて育っておる

んだろうか。あるいは、育ってないんじゃないだろうかというふうに思うがですよ。自分の身に置き換えたと

きに、3 人の赤ん坊を見る自信のある方、ここにおられるかどうか一人一人聞いてみたいような気もするがで

すけど。自分は本当自信がないです、その部分は。 

そういったことを考えますと、まあ先ほども人件費、財源のこともあろうかと思いますが。理想は理想なが

ですけど、2 名の乳児さんを 1 人の保育士さんで見るとか、そういった手厚い保育っていうことを今から考え

ておかないと、先ほど教育長の方にもお尋ねした部分ではあるがですが、小 1プロブレム、中1ギャップ、こ



 132 

ういったところへ移行する要因の一つでもあろうかと自分は思うがですよ。 

やはり昔の人、よく言っております、三つ子の魂百までっていう言葉があるわけですが。やはりこの大切な

時期に手厚い保育、あったかい保育といいますか。人間として受け止めてあげる保育をぜひお願いしたいと思

うがですけど。2人に対して 1人のいう部分ながですけど。 

町長、いかがなもんでございましょうか。 

議長（矢野昭三君） 

町長。 

町長（大西勝也君） 

現在の配置基準は国の基準で配置はさせていただいておりまして。今、例として 0歳を挙げていただきまし

たが、年齢階層によりましては尐数点以下を評価すると国基準以上の配置がされているといったような全容で

す。 

3名の 0歳児を 1人の保育士さんでちょっと無理があるのではないかというようなご指摘でございますが。

尐なければ確かに目も行き届きまして手だても講じることができるのかなと思いますが、尐なくとも保育士さ

んは保育のプロですので、ぜひその能力に委ねて、できればこの国の基準どおりの 3対 1の配置で保育をさせ

ていただければと思っております。 

議長（矢野昭三君） 

浅野君。 

12番（浅野修一君） 

保育士さんは本当、おっしゃるとおりプロでございます。 

プロはプロでございますけど、实際、3 人同時に泣いた場合にどうするかという場面が出てきまして。まあ

両手では抱けます。すけがあれば、まあ後ろへも負えることもあるがですけど、泣いたものを抱いただけで済

むのかっていうふうな思いも自分の中にはあるがですよ。 

この黒潮町で育つ子は黒潮町に帰ってきてくれる子ども、大人っていうふうな望みを自分は持ってます。そ

ういう意味ではやはりですね、2人、もしくは、このおおむね 3人とかおおむね 6人とかいう、そのおおむね

という部分だけでも削除するような、そういった人間らしいといいますか、手厚い措置の方はお願いできませ

んでしょうか。 

議長（矢野昭三君） 

町長。 

町長（大西勝也君） 

お答えをさせていただきます。 

重複答弁になりますけれども、できれば今の基準で保育を实施させていただきたいと考えております。 

その後の何かの大きな変化がありまして、どうしても重要課題として協議をしなければならないということ

になったときに、それでも協議をする必要はないというふうな考えは持っておりませんので。現行、今の環境

でいきますと、この配置基準で保育を实施させていただきたいと考えております。 

議長（矢野昭三君） 

浅野君。 

12番（浅野修一君） 

しつこいですが、もう一度お聞きしたいがですが。 

家庭いいますか、いつの日かしら核家族という言葉が出てからだと思うがですが。何かこう、おじいちゃん
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おばあちゃんと孫との接点が尐ないであるとか、そういった部分で心の余裕を持てた子どもが育ってないんじ

ゃないかっていういうふうに思うがですよ。そういった部分でですね。まあ、いくらこれ以上答弁しても同じ

答えだとは思いますが。今後もこのことについては自分、すごく気になった部分でありますんで、また次回以

降、質問の方させていただきたいと思います。 

それでは次に 3番目、カッコ 3の、以前は年齢別保育を行っていたと思うが、なぜなくなったのか。また、

今後はどうか。これについてお聞きしたいわけですが。 

以前、旧大方町時代では年齢別保育をやっておったようです。で、旧佐賀町の場合には、こういった施策い

いますか対応はなかったようながですが。 

なぜなくなったのか、今後はどうなのかっていう部分でお聞き致します。 

議長（矢野昭三君） 

副町長。 

副町長（松田春喜君） 

それでは浅野議員の一般質問の年齢別保育につきまして、通告書に基づきましてお答えを致します。 

黒潮町の保育所につきましては、尐子化により 12園を4園に統合をしてまいりました。児童数の多いときに

は子どもの発達段階に応じた年齢別保育を行うことができたと考えております。 

先ほど、各保育所の年齢別児童数と職員配置の現状をお答えしましたが、4歳、5歳の配置基準は 30対 1と

なっているところでございます。4歳、5歳の配置基準は 30対 1となっているところ、10名から 20名の児童

数ということになってございます。また、1 歳、2 歳になればさらに減尐をしております。児童数だけを考慮

すれば、1 つの保育所に統合をして年齢別保育を行うこともあり得るかもしれませんが、通所の距離等を考え

れば、4 園で運営を行っていること自体がきめ細かな保育サービスをしていることの一つであると考えてござ

います。 

各保育所での児童数により保育士の配置を検討しておりますので、現在のところ、年齢別保育の实施は難し

いというふうに考えてございます。 

配置基準の見直しにつきましては、そのための人件費等の財源の確保を検討してからとも考えておりますの

で、ご理解をいただきたいというふうに思います。 

以上です。 

議長（矢野昭三君） 

浅野君。 

12番（浅野修一君） 

ありがとうございます。 

今、12園が4園になって、今の人数であればもう尐し統合というふうなお言葉もあったわけですが。これは

ちょっとね、ご勘弁というか、あってはならんことであろうと思います。子どもたちに対する負担、これを考

えますとやってはいけないことであると考えますので、その部分は現状の 4園。これが、子どもたちが増えれ

ばまた、今、田ノ口であるとかそういった所にまた再度増やせるというふうなことにもなろうと思いますので。

その統合というふうなお言葉ありましたけど、このことはぜひ控えていただくようにお願いしたいと思います

ので。 

それと財源確保というお言葉もありましたけども、先ほどから繰り返しにもなりますけど、子ども育てるの

にお金けちってどうするんじゃというふうに自分は思うがですよ。そういう意味ではぜひ、この大事な宝です

のでこれからも手厚い保育の方に心掛けていただくようお願い致しまして、1 番の質問は終わりたいと思いま
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す。 

引き続きまして、2番の防災・減災についてでございますが。 

ここにも書いておりますが、津波高 34.4メートルの想定を聞き、黒潮町としての驚きと戸惑い、そしてこの

ことへの対策や対応は本当に過酷であったと思います。その結果、今では避難路、避難道、津波避難タワーな

どの整備が進ちょくしているようにも思いますが。引き続き最善策を練り、取り組まなければならないと思い

ます。 

今もある町内危険個所等への今後の対応と見解を問いたいと思います。 

カッコ 1と致しまして、居宅の耐震補強の進ちょく状況は。また、低価格で強固な耐震補強工事と新しい技

術開発の見通しはという部分でご答弁をお願いします。 

議長（矢野昭三君） 

情報防災課長。 

情報防災課長（松本敏郎君） 

それでは浅野議員の一般質問、防災・減災についての中の、住宅耐震に関するご質問にまずお答えをしたい

と思います。 

平成25年高知県の住宅土地統計調査によりますと、黒潮町の住宅総戸数は7,441戸で、そのうち旧耐震基準、

これは昭和 56年 5月以前の建物でございますけれど、その戸数は 4,574戸となっていおります。平成 27年 3

月までに耐震工事を实施した住宅はこれまでの合計で 45 戸でありますので、黒潮町の住宅耐震化率は現在、

平成 26年度末で 39.1パーセントとなっております。平成 25年 10月の段階での高知県住宅耐震化率は 75％で

あり、国では目標として平成 32 年度までに、これは東京オリンピッが開催する年になりますれけど、目標を

95パーセントとしておりますので、黒潮町の住宅耐震化は大変遅れているのが現状でございます。 

そういう状況を打破するために、平成 26年度には木造住宅耐震診断士派遣事業における個人負担の無料化を

図った上で、相談員による戸別訪問で事業の説明を实施した結果、平成 26 年度には平成 25 年度の 12.5 倍と

なる 338件の耐震診断实績がありました。 

また、今年度平成27度は、木造住宅耐震改修設計費補助事業の補助限度額を20万円から30万円に引き上げ、

耐震改修設計費の個人負担をほぼ消費税程度に抑える制度改革を实施しております。 

このような取り組みにより、今後黒潮町における木造住宅の耐震化は加速すると見込んでおり、平成 27年度

は木造住宅耐震診断士派遣事業 222件、木造住宅耐震改修設計費補助事業 204件、木造住宅耐震改修工事費補

助事業 58件を計画しております。 

低価格で強固な耐震補強工事等、新しい技術開発につきましても、これは高知県の方でも積極的に取り組ん

でいただいております。 

以上で答弁を終わります。 

議長（矢野昭三君） 

浅野君。 

12番（浅野修一君） 

課長すいません、今の耐震のところでちょっとよう聞き取らんかったがですけど、もう一度最後のところお

願いして構いませんか。 

（議場より発言あり） 

議長（矢野昭三君） 

許可を得てから発言してください。 
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情報防災課長。 

情報防災課長（松本敏郎君） 

すいません、ちょっともう一度質問確認させてください。お願いします。 

議長（矢野昭三君） 

浅野君。 

12番（浅野修一君） 

県の何か新技術みたいないことをちらっとおっしゃったと思うがですけど、そこちょっと聞き漏らしたとい

うか聞き取れなかったもので、お願いします。 

議長（矢野昭三君） 

情報防災課長。 

情報防災課長（松本敏郎君） 

失礼しました。 

低廉な、低価格での強固な耐震工事と新しい技術開発につきましてのことでございますね。 

そのことにつきましては高知県の方でも積極的に取り組んでいただいておりまして、現在、高知県木造住宅

耐震診断マニュアル、これは低コスト耐震補強促進版というのが作成されております。市町村や木造住宅耐震

診断士にもこれは示されておりますけれど。そのマニュアルをテキストととして、事業者を対象とした低コス

ト工法講習会も県内で順次開催されておるとこでございます。 

このテキストは、木造住宅の低コスト耐震補強の手引き、これは愛知建築地震災害軽減システム研究協議会

の発行のものでございますけれど。これに掲載された工法の紹介と、低コストで耐震補強を行った施工事例な

どを取りまとめたものでございまして、議員ご質問の低価格で強固な耐震補強工事等、新しい技術についても

具体的に紹介されております。 

なお、黒潮町で实施された住宅耐震改修工事の实績は、平成 26年度で 13件、平成 27年度に入ってからこれ

までに 30件でございますけれど、改修工事の平均額は、平成 26年度の改修工事におきましては 172万 2,456

円、平成27年度の工事につきましては 144万3,036円が平均の改修工事費となっております。 

以上でございます。 

議長（矢野昭三君） 

浅野君。 

12番（浅野修一君） 

ありがとうございます。 

今の 26年の平均が 172万、27年が 144万ということでございました。これは工事費全体の価格ですか。補

助差引きじゃなくて。 

議長（矢野昭三君） 

情報防災課長。 

情報防災課長（松本敏郎君） 

先ほど申しました事業費につきましては、改修工事費の総額です。これはリフォームとかそういうものが入

った場合、それは除きますけれど、耐震工事として補助対象となった事業の総額でございます。 

議長（矢野昭三君） 

浅野君。 

12番（浅野修一君） 
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ありがとうございます。 

今の補助の方が92万 5,000円と承知してますが、それから言いますと 80万とか 50万のクラスというふうな

ことで。まあまあ手の届くようなところに来たのかなとは思うがですけれど。それでもですね、自分もいろい

ろ、お年寄りながですが、ずっとお聞きしますに耐震補強の方は済んでますかと聞くわけですが、皆さんが決

まったように、お金もないしもうええ年やからこのままでおるというふうな声がね多いがですよ。そういった

ことから言いますと、このお年寄りにとって 80万、5、60万の上乗せっていうふうなことはなかなか厳しいも

んがあると思います。 

これから補助の方を増やすとかいう部分では、ちょっと財源のこともありますのでちょっと無理なところも

あろうかとは思うがですが。先ほど来言ってもらってました県の方の低価格の強靭（きょうじん）なもの、そ

ういったものをもっともっとこう突き進めて、県ともやりとりをしてもらって、そういう価格を落とす手だて

をお願いしたいと思いますし。そのことを黒潮町全体で 4,500 戸ぐらい、昭和 56 年以降の以前の分があるわ

けですが。そのことを地元の大工さんの工事に充てればですね、もう膨大な経済効果にもなろうと思いますの

で。 

それと、今のあれは認可制でしたかね、耐震補強工事のあれは。その部分においても町内の大工さん皆さん

が、できれば全員が取れるような、といった方策も取っていただけたらと思いますんで、その点ご答弁お願い

します。 

議長（矢野昭三君） 

情報防災課長。 

情報防災課長（松本敏郎君） 

では、浅野議員の再質問にお答えしたいと思います。 

いわゆる改修工事ができる事業者、認定事業者でございますけれど。これは今年度に入って、实は説明会を

一度させていただきました。その後、町内の業者かなり多く認定事業者の資格申し込みをしていただきまして。

これは非常に手続き上割と簡単でございますので、その説明会をした結果、その事業者は増えております。こ

れからもぜひ町内全事業者の方に入っていただければと思っているところでございます。 

申し上げたように耐震工事でございますけれど、これを建築関係の事業効果にすると非常にビジネスチャン

スではないかと思っておりますので、ぜひ積極的にですね、業者の方が町の防災にかかわるというふうな、な

りわいからの防災への参画というのを、これから町の大事な防災の切り口にしなければならないと思っており

ますけれど、そういう意味でぜひ参加をお願いしたいと思います。 

また、低価格の建築技術の研修会。实は来月、県の方で町内で建築業者さんとか設計業者さん集めてやって

いただけるというふうに回答いただいておりますので、近々、商工会も含めて関係者の方にご尽力いただきま

して、多くの方を集めていただいて实施をしたまいりたいと思います。 

以上でございます。 

議長（矢野昭三君） 

浅野君。 

12番（浅野修一君） 

ありがとうございます。 

こういったことは本当、町を守るため、人を守るために大事なことでございますんで、これからも引き続い

てよろしくお願いしたいと思います。 

続きまして、カッコ 2、崩壊の危険性が高い家屋および、これは家屋言いましたのは空き家の場合が多いか
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とも思うがですが、ブロック塀等の除去の進ちょく状況と今後の対応についてお聞きします。 

議長（矢野昭三君） 

まちづくり課長。 

まちづくり課長（森田貞男君） 

それでは通告書に基づきまして、浅野議員の 2 番、防災・減災についてのカッコ 2、崩壊の危険性が高い家

屋、空き家等の除去の進ちょく状況と、今後の対応についてのご質問についてお答えを致します。 

南海トラフ地震対策の一つとしまして、本庁では老朽住宅の除去事業をこれまで实施してまりました。当事

業は平成 24 年度から实施を致しまして、地域の住環境改善を促進するため、老朽化し危険な空き家の除去を

行う方に対しまして、除去工事費の一部を補助するものでございます。 

議員ご質問の空き家の除去の進ちょく状況としましては、昨年度までに除去しました件数として、平成 24

年度が 2件、平成25年度が 6件、平成26年度が9件、合計で19件でございます。 

本年度につきましては、今年の 5月に町広報て募集を行いまして、申請家屋を調査の結果 6件が補助対象と

なり、うち5件分につきましては補助金の交付決定をしているところでございます。残りの 1件につきまして

は 9月補正予算対応としているところでございます。 

今後の対応につきましては、来年度も地域の住環境改善を促進するため事業の継続をしてまいりたいと考え

ています。 

なお、ブロック塀の除去につきましては、情報防災課の方よりお答えをさせていただきます。 

議長（矢野昭三君） 

情報防災課長。 

情報防災課長（松本敏郎君） 

それでは私の方から、ブロック塀の耐震に関するご質問にお答えしたいと思います。 

ブロック塀対策補助事業につきましては、当町では平成 24年度から实施しておりますけれど、平成 26年度

までの实績は25件となっており、平成 27年度は 24件の計画をしております。 

黒潮町の地域防災計画の中では、避難場所や避難所へ通じる道はすべて避難道としており、その避難道沿い

に存在するブロック塀の総数の把握ができておりませんので、進ちょく率を数値で示すことは、今のとこでき

ておりません。 

今後の対応としては、地区防災計画の策定を推進する中で、より優先度の高い危険場所の洗い出しを地域の

ご協力をいただきながら進め、住民の安全な避難のために具体的な対策を検討してまいりたいと思います。 

以上でございます。 

議長（矢野昭三君） 

浅野君。 

12番（浅野修一君） 

ありがとうございます。 

今年度が24件とお聞きしましたが、これは地区は当然ばらばらかと思いますが。 

全部は聞けませんので、大半はどの辺かちょっと教えてもらえますか。 

議長（矢野昭三君） 

情報防災課長。 

情報防災課長（松本敏郎君） 

では、浅野議員のブロック塀に対する再質問にお答えしたいと思います。 
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この地区ですね、27 年に計画してる 24 件について特に地区は指定してございませんで、住民の方からの申

請に基づいて实施をしております。当然、自己負担が発生する場合が多くありますので、町の方でなかなか地

区を指定してここへ計画するとかいうふうなことでは、今は实施しておりません。 

以上でございます。 

議長（矢野昭三君） 

浅野君。 

12番（浅野修一君） 

实施地区をちょっと聞きたかっただけながですけど、まあ結構です。 

冒頭にも言いましたけど、この津波高 34.4に対して避難タワーであるとか大物はできたわけですけど、その

小物と言ったら語弊があるがですけど、ブロック塀。それがあることで避難が困難になって、津波にっていう

ふうなこともあろうと思いますので、そういう意味ではブロック塀。家をやるよりはブロック塀簡単かな、素

人考えで申し訳ないがですけど、簡単な部分もあるかなとも思いますんで。住民の方のご協力も得んことには

いかんことでございますんで、そのへんも含めましてこれも早急な対応を引き続いてお願いしたいと思います

んで、よろしくお願いします。 

2番についてもうこれで終了したいと思いますが、引き続いて構いませんか。 

議長（矢野昭三君） 

どうぞ。 

残り 4分ですね。 

12番（浅野修一君） 

3 番目はですね、町道の維持管理および、その周辺の樹木や崩落の危険個所への対応を問うという部分で、

答弁の方お願いします。 

すいません、構いませんか。 

（議長から「はい、どうぞ」との発言あり） 

申し訳ありません。 

皆さんのとこにコピーが回っていると思うがですけれど、左上に一般質問資料っていう部分からご紹介した

いと思うがですが。 

まず、上の 2つですね。出口地区っていうことで矢印でやってますが。出口地区のグループホームみうらの

この進入道といいますか、町道の方なんですけど。ご覧にように左側、もう根元の方も崩れ気味でございまし

て、また木の方もご覧のように覆い被さったような状態で、何かあったときにはその復旧工事の重機を乗せた

ような車が通れん状態っていうふうなことながです。左側の写真が入り口で、その右側がその延長線上の道路

になっちょうがですけど。まあ、ここもちょっと進入が難しいというふうなことです。 

それと下にいきまして、左側、見事に落石注意という注意喚起の看板が出ちょうがですが。残念なことにい

まだに大方町っていうふうな名前で載ってますんで。このことは特にあれですが。その落石注意ということで、

この看板の近くに大きな石が、これの 1週間、10日ぐらい前ですか、の雤で大きな石が落ちた部分があるがで

すが。これは本当は真ん中辺にあった部分を、バスの方と地元の方がのけられたというふうなことでお聞きし

てます。こういった道路もあります。 

それから 1枚めくっていただきまして、左の上下の部分ですが。これは弘野団地の上り坂の部分の斜面なが

ですけど、ここももう随分前からこういう状態で。ここには 41世帯ちょっとですか、住民の方もおりまして、

6 名ぐらいの小学生の方もおりまして通学路にもなってます。こういった状態のままってこともちょっと問題
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ありかなと思って今回提出させてもらったがですけど。 

あと、右側が田野浦の部分でして、避難路の部分がこういった状態ということで。 

このことに関して、この対応、危険個所への対応ということでお聞きしたいと思います。 

議長（矢野昭三君） 

まちづくり課長。 

まちづくり課長（森田貞男君） 

それでは通告書に基づきまして、浅野議員の 2 番、防災・減災についてのカッコ 3、町道の維持管理および

その周辺の樹木や崩落の危険個所への対応についてのご質問にお答えを致します。 

町道の維持管理につきましては、月 2回、まちづくり課および建設課の職員により、町道パトロールを实施

しているところでございます。また、豪雤や台風の翌日にも、通行に支障がないかパトロールを行っていると

ころでございます。 

町道の草刈りおよび、小規模な崩土・倒木などが発生しました場合は、まちづくり課、建設課の作業員にて

取り除きを行っていますが、重機等が必要な場合につきましては、町内の建設業者へ緊急発注を行い、早期復

旧に努めているところでございます。 

町道周辺の樹木につきましては、本年 5月号の町広報においてお知らせをしていますとおり、道路上に樹木

や枝がはみ出して、歩行者や通行車両に支障となっている個所については、基本的に所有者が伐採をしなけれ

ばなりません。 

なお、道路法第 30条および道路構造令第 12条では、道路を安全に通行するため、車道の上空 4.5メートル、

歩道の場合ですと上空 2.5メートルの範囲に通行の障害になる物は置いてはならないと規定をされているため、

町の方で危険個所と判断しました場合は、所有者に許可を得た上で伐採等を行っているところでございます。

本年度も通学路として利用しています町道にて、支障木の伐採をしたところでございます。 

浅野議員より本日資料提供がありました、それぞれの個所についてご説明をしたいと思います。 

まず初め、1 ページ目の出口地区でございますけど、これはグループホームみうらの方に入っていきます町

道出口線でございます。ここにつきましては今年の地区要望もあり、先日、区長さんと担当の方が現地協議も

しております。この木の方も民地からの枝ということにもなりますので、現在、所有者の方の確認等もお願い

をしているところでございます。 

それから、下の伴太郎地区でございます。ここは町道蜷川線になります。ここにつきましても、崩土、落石

については通行に支障のないように適宜対応はしているところでございます。右手の大きい落石がございます

けど、これは現在取り除いております。 

最近は豪雤やイノシシ等により、落石等の回数も非常に多くなっております。一度取ってもすぐ、2、3日に

はまた落ちているというような状況も多分に見受けられます。 

2 ページ目の左の弘野団地の町道でございます。ここは町道弘野線でございます。ここにつきましては、議

員もご承知のとおり平成 27 年、今年の 3 月にですね、国道のちょっと入った所ですけど一部支障木の伐採も

行わせていただきました。この写真につきましては、そこからちょっと団地の方へ上がった場所やと思います

けど。この弘野線につきましては昨年度、道路のですね、のり面の点検も实施を致しました。現場については

十分把握をしている状況でございます。 

この写真で見ますと、木の根が張っていて、そこから多尐崩土等もございました。それで現場等も確認をし

た上で、木の根っこを全部のけていくと、新たなまた崩壊の可能性もあるというような感じで、抜本的な改善

がなかなかできないということで、現在こういう形で注視をしておるところでございます。 
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また、右手の田野浦地区の町道でございますけど。この写真を見る限り、町道坂の下西間線ではないかと思

います。現場の状況等もまた再度調査を行って、支障木等にも調査をしてまいりたいと考えております。 

先ほど申し上げましたように、町道ののり面の危険個所につきましては、3 年前より、道路のり面・土工構

造物総点検委託業務を発注しまして、危険と判定されました 2路線につきましては、本年度、のり面の修繕の

詳細設計を行いまして、来年度工事を实施する予定となっています。 

今後も、定期的に町道パトロールを实施しまして、通行に支障のないように安心、安全な町道の維持管理に

努めてまいりたいと存じます。 

議長（矢野昭三君） 

浅野君。 

12番（浅野修一君） 

ありがとうございます。 

（議長より「質問時間がちょうど終わりましたが、2 割以内であればよろしいんですが、いいですか」との

発言あり） 

はい、もう暫時大丈夫やと思います。 

続きますけど、先ほども安心、安全に尽力するというふうなお言葉をいただきましたんで、ぜひお願いした

いと思いますが。 

この弘野団地のこの写真を見てですね、根っこで持っておるから大丈夫みたいな発言やったと思うがですけ

ど、これはいかがなものかと思うがです。ここ、先ほども申し上げました 6名ほどの小学生が通学しておりま

す。雤の日には、もちろんこういう状態ですので、ぼろぼろぼろぼろ落ちよります。今でも落ちよります。そ

ういった現状を目の当たりにされても、安全を確保するためにパトロールしておるという言葉はちょっと当て

はまらんじゃないかと思うがですけど。 

この部分、いつまでに工事みたいなことは未定ながですか。 

議長（矢野昭三君） 

まちづくり課長。 

まちづくり課長（森田貞男君） 

それでは浅野議員の再質問にお答えを致します。 

議員のご質問のとおり、ここにつきましてはこういう状況で危険であるということは十分承知はしておりま

す。先ほどの答弁も言いましたように、かなり民地の部分の分もありまして、それにつきましては地元の区長

さん等にもですね、まずはその所有者の方の了解も得ないきませんので、その付近を解決をし。この枝を取っ

たときに、そのままですとかえって危険な場合もありますので。私は先ほど抜本的な改善といいますのは、抜

けて、例えば下に擁壁とかストーンガード、そういうものも踏まえて同時施工をしないと、ここの場合は危険

ではないかというようなこともちょっと判断はしております。 

ただし、先ほど言いましたようにこの弘野団地には小中学生もおります。通勤通学路にもなっておりますの

で、この付近については早い対応もしていきたいというふうにも考えております。 

議長（矢野昭三君） 

浅野君。 

12番（浅野修一君） 

ありがとうございます。 

まあ、早い対応というがが 3年先か 4年先か分からんわけですが。 
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時期的なものは今の状態では答弁できませんか。 

議長（矢野昭三君） 

まちづくり課長。 

まちづくり課長（森田貞男君） 

それでは再質問にお答えを致します。 

時期的なこととご質問ございましたけど。ここの事業、まあ工事をする場合ですね、例えば、あってはなら

ないんですけど大きな災害等があれば、公共土木施設災害等で対応はしてまいります。その場合、国庫の負担

金が 66.7 パーセントございます。残りについてはまた起債等もできまして、財源的には有利ながですけど。

即対応となりますと、現在、地域整備事業か町道の維持管理工事の予算での対応となります。 

ご承知のとおり各地区から多数ご要望もまいっておりますので、その中で緊急度の高い所から实施をしてい

きたいというふうに考えておりますので、もうしばらくお待ちいただきたいと考えております。 

議長（矢野昭三君） 

浅野君。 

12番（浅野修一君） 

課長はどの写真を見ようか何か分からんような答弁ながですが。 

これを見て緊急を要すると思いませんか。大半の方がそう思っておられると思うんで、今後と言わず、早急

な対応をお願いしたいと思います。 

それと 1枚目の分の、先ほどの伴太郎の部分で、これ見ながらイノシシが通るからというふうなことをおっ

しゃったわけですが。ここはもうずん切りというか、そんなイノシシが上がるような所ではありませんので、

その部分はないと思います。 

撤回の方は構いませんか。 

議長（矢野昭三君） 

まちづくり課長。 

まちづくり課長（森田貞男君） 

それではご質問にお答え致します。 

蜷川線につきましては、まあ全般的に中山間地域についてはこういう形で、最近はイノシシの生けも多いと

いうことでご答弁しましたので。 

ここにつきましては議員からのご質問のとおり、そういうイノシシのあれはないんじゃないかと分かりまし

たので、今後、また現地調査等もしていきます。 

議長（矢野昭三君） 

浅野君。 

12番（浅野修一君） 

ありがとうございます。 

長々と申し分けございませんでしたが。 

この防災・減災につきましては、もう町長が今年 3月の施政方針の方ですか、でもいろいろ言っておられま

すんで、町長を筆頭に執行部の皆さんのこれからの前向きな、各地区の困った所、どうぞ改修とか工事の方、

早期の取り掛かり等お願いしまして、私の一般質問を終わります。 

ありがとうございました。 

議長（矢野昭三君） 
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これで浅野修一君の一般質問を終わります。 

以上で本日の日程は全部終了しました。 

本日はこれで散会します。 

 

散会時間  16時 37分 

 

 


